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I　　研究班から：研究班の活動から見えてきたこと

	 	 北里大学医学部公衆衛生学　教授　	 堤	　明純

　皆さん、こんにちは。北里大学の堤でございます。今日
は多くの方にお越しいただきましてありがとうございます。
私たちも勉強したいと思っておりますし、皆様もぜひこの
機会にヒントを得て、ご活動に活かしていただければと思っ
ております。
　会の趣旨とご挨拶を兼ねましてお話させていただきたいと
思います。今日は第１回目の「これからの治療と就業生活の
両立支援を考える研究会」となりますが、目的は中小企業と
難病に着目し、関係機関の連携のあり方について当事者を交
えて両立支援を進めるヒントを得るということです。

これからの治療と就業生活の両立支援を考える研究会
【第1回】	

目的 
中小企業と難病に着目して、
関係機関の連携のあり方に
ついて、当事者を交えて両
立支援を進めるヒントを得る。 
 
 
 
北里大学医学部 
公衆衛生学 
堤　明純	
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　お集まりの方々は今日のテーマにご関心の高い方ばかり
だと思います。ここ数年、治療を受けながら安心して働き
続けることができる職場、もしくは環境づくりが進んでい
るところでございます。

　大きく動いたのは、平成 28年 2月に治療と職業生活の両
立支援のためのガイドラインが厚生労働省から出され、具体
的に歯車に回り始めたところかと思います。想定されていた
大きな流れとしては、労働者が事業者に支援を求める申し出
を行うことが最初のステップになり、これをもって事業者が
必要な措置や配慮について産業医などから意見を聴取してプ
ランを立てていきます。そして、事業者が就業上の措置など
を決定して実施していく、そのために主治医の意見書をもと
にしてプランを作っていくというのが大枠でございました。
　しかし、流れとしてはよく分かるのですが、実際にはな
かなか難しいところがありました。そもそも休業が法制化
されているわけではなく、また、企業側も主治医が話した
内容にきちんと対応できるかという点で難しい部分があり
ました。それから医師の意見書だけで十分な情報が伝わる
かという点も難しいところがありました。

3	労働者健康安全機構	

①労働者が事業者に支援を求める申出（主治医による配慮事項などに関する意見
書を提出） 
②事業者が必要な措置や配慮について産業医などから意見を聴取 
③事業者が就業上の措置などを決定・実施（「両立支援プラン」の作成が望ましい） 	

治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン	  
（平成28年2月）	

4	労働者健康安全機構	

I
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　現在は、このように色々な課題がある中で、ソリューショ
ンを求めて行こうということで色々な動きがあります。特
に、労働者健康安全機構が両立支援のコーディネーターを
養成して、彼らが医療機関・患者さん・企業との橋渡しを
しようということで多くの研修を行っています。ここにい
らっしゃる方の中にも研修を受けられた方がいらっしゃる
と思います。

　両立支援をより良くしていくためには、集約的に色々な
力を合わせていくことが必要です。今回、厚生労働省から
の研究費をいただき、治療と就労の両立をスムーズに進め
ていくためにはどのようにしたら良いかを考える研究班を
立ち上げました。

　この研究班には、両立支援に関わる色々な方々がいらっ
しゃいます。患者団体を含めて、産業保健総合支援センター、
労災病院両立支援センター、企業外労働衛生機関など、多
くの機関が関わっています。このような機関に色々な話を
伺ったり、調査をさせていただいたりしながら、スムーズ
に両立支援が進むにはどうしたら良いかを考えています。
最終的には患者さんのために皆様が活動しやすくなるよう
な色々なツールを作れればと考えております。

　1年間の活動を通じて少しずつ動いてきています。後ほ
どスピーカーから説明があるかと思いますが、特に神奈川
では産業保健総合支援センターが充実していますので、そ
ちらと関東労災病院が連携し、基幹病院から患者さんに制
度やサービスを紹介できるようなシステムを作って動かそ
うとしているところです。システムが用意できていても患
者さんが知らなければ使えませんので、その部分を埋めよ
うとしています。課題は沢山ありますが、神奈川県に 4つ
ある基幹病院がこのようなことを始めると、関係機関も一
緒に作り上げなければならないことが出てきて、イニシエー
ターになるところがあるのではないかと思います。

治療と就労の両立支援のための事業場内外の産業保健スタッフと 
医療機関の連携モデルとその活動評価指標の開発に関する研究 

（労災疾病臨床研究事業170401-02）	
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研究者名	 所属機関・職名	 分担する研究項目	

堤明純	 北里大学医学部公衆衛生学・教授	 研究総括、調査企画、研究班会議の開催、　
成果物のまとめ	

渡辺哲	 神奈川産業保健総合支援センター・所長	 産業保健総合支援センターによる両立支援の
検討	

久保田昌嗣	 大阪労災病院治療就労両立支援センター・
部長	

労災病院両立支援センターによる両立支援の
検討	

荻野美恵子	 国際医療福祉大学医学部医学教育統括　　
センター・教授	

疾患拠点別病院による両立支援の検討	

錦戸典子	 東海大学健康科学部看護学科・教授	 中小企業における産業保健職による両立支
援の検討	

森口次郎	 一般財団法人京都工場保健会・理事	 企業外労働衛生機関による両立支援の検討	

北居明	 甲南大学経営学部・教授	 経営学的視点からの活動評価指標、調査へ
の助言	

井上彰臣	 北里大学医学部公衆衛生学・講師	 活動評価指標のとりまとめと作成	

江口尚	 北里大学医学部公衆衛生学・講師	 当事者からの好事例収集、支援モデル、活動
評価指標の作成と検証、研究会開催、HP作成	

	  
「事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン」（平成28年2月）で示されている両立支援に　　　
関わる関係者間の様式集に具体的な連携方法を付加するとともに、情報の発信方法を含めて、包括的な両立支援　
モデルを提供しようとする。さらに、支援活動を継続的に改善させていけるように、PDCAサイクルを念頭においた活動
評価指標を開発することを目指す。	

研究班の期待される成果	

企業外労働衛生
機関	

産業看護職　
（協会けんぽ等）	

労災病院両立
支援センター	

産業保健総合
支援センター	

中小企業経営者	

調査（調査票調査・ 
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I　　研究班から：研究班の活動から見えてきたこと

　今日の目的に話を戻しますが、私たちが課題に挙げてい
ることがいくつかあります。特に中小企業にどのような形
でこうしたサービスを届けられるのかという課題がありま
す。連携の中で産業医がいらっしゃれば機能すると先ほど
言いましたが、産業医がいないところもありますし、産業
医がいたとしても週に何時間かしか来られないところもあ
りますし、色々と事業所が困ることがあるのではないかと
いうのが問題意識の 1つです。
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課題・ニーズの把握	

患者団体	

当事者を含む関連機関からのフィードバック	

課題として考えていること	

治療と就労の両立支援マニュアル 
労働者健康安全機構	

がん　　　　　糖尿病　　　　　脳卒中　　メンタルヘルス	

　先ほどお話しました労働者健康安全機構が多くのマニュ
アルを作り始めて、がん、糖尿病、脳卒中、メンタルヘル
スに関しては施策が動き始めています。そこで私たちがも

課題として考えていること	  
下記障害以外の障害	

がん　　　　　糖尿病　　　　　脳卒中　　メンタルヘルス	

う１つ課題にしていることは、これらの病気以外の病気を
お持ちの方々をどうしたらサポートできるのかということ
です。

これからの治療と就業生活の両立支援を考える研究会
【第1回】	

目的 
中小企業と難病に着目して、
関係機関の連携のあり方に
ついて、当事者を交えて両
立支援を進めるヒントを得る。 
 
社会保険労務士 
当事者の方々 
産業保健総合支援センター 
障害者職業センター 
研究者	

　今日は目的意識をもって中小企業と難病に着目して、関
係者の方々から多くのヒントをいただこうと思います。ス
ピーカーからもお話をいただきますが、お集まりの方々か
らもご経験やお知恵をいただければと思っております。ぜ
ひコミットメントしていただければと希望しております。

これからの治療と就業生活の両立支援を考える研究会
【第２回以降】	

さらなる課題の解決に向け
て！	

　今日が第 1回で、第 2回以降も準備していきます。中小
企業と難病も大切ですし、今日の何時間かで終わることは
できませんし、課題もまだまだあると思っています。今日
は「これからの両立支援における『連携』を考える」とい
うテーマに焦点を絞りますが、皆様からアンケートをとっ
て、これから取り上げたほうが良いと思われるテーマや課
題についてもインプットさせていただきたいと思います。
そして第２回以降に向けて準備していきたいと思っていま
す。
　今日は話を聞くだけでなく、何かをしなくてはならない
という研究会ですが、ぜひ皆様のお力をお借りしたいと思
いますので、どうぞ宜しくお願いいたします。
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6

	 	 松山社会保険労務士事務所　代表　	 松山		純子

基調講演

　皆様、こんにちは。社会保険労務士の松山と申します。
　少しだけ私のプロフィールをお話します。10 年ほど福祉
施設に勤めておりました。社会福祉法人東京コロニーとい
う、700 人のうち約半数が障害者という施設で、人事総務
とケースワーカーを担当しておりました。そこから社会保
険労務士の資格を平成 18 年 6月に取得しました。その施設
では、かなり重度の方が本当にキラキラして楽しそうに働
いていました。精神、知的、身体、難病など、色々な方が
いらっしゃるのですが、その人の状態・状況に合った働き
方さえマッチングしたら長く働けることをその施設で働い
て学びました。社会保険労務士になり、障害年金を活用し
ながら働くことができたらと考え、これまで 11 年ほど活動
してきました。その活動も含めてお話させていただきます。
　皆様は障害年金について聞いたことはありますでしょう
か。なかなか現場にいると知らないことだと思います。私
たち社労士のところにいらっしゃる方はもちろん障害年金
をご存知なのですが、そうでなければ「もう 10 年も前から
具合が悪かったけれど知らなかった」という方が沢山いらっ
しゃるのが現状だと思います。
　ここで皆様と押さえておきたいことが 2つあります。1
つは、障害年金は原則、病名を問わないということです。
どのような病気であったとしても、原則、障害年金の対象
になります。手帳は難病だと難しい場合や、がんだと難し
い場合がありますが、障害年金は病名を問いません。問う
とすれば、人格障害は対象外と書いてありますが、人格障
害プラスうつ病など、ほかの精神疾患を発症していること
がほとんどですので、ほぼすべてが対象になると思います。
これが実はあまり知られていません。
　もう１つは、日常生活がどのくらい困難かということで
す。病名を問わないこと、日常生活がどのくらい困難かと
いうことの 2つが、障害年金を考えていく時にぶれてはい
けない軸です。
　数年前に偏頭痛の方がいらっしゃいました。「偏頭痛なの
ですが、障害年金は出ますか」と電話がかかってきました。
「偏頭痛は私も持っている」と考えてしまって一瞬分からな
かったのですが、その方は主治医の先生にお伝えしたら「そ
れは年金が出るわけがない」と断られたそうです。ほかの
ところに相談に行ったら「偏頭痛では年金は出ません」と
言われ、年金事務所でも「それは聞いたことがないから難

しいでしょう」と言われ、そして私のところにいらっしゃっ
たそうです。
　私が必ず行うことが 2つありまして、1つは何があって
も何か可能性があるかもしれないから「どうぞお越しくだ
さい」と伝えることです。もう１つは、自分の枠で考えな
いということです。「偏頭痛では障害年金は出ない」とは認
定基準上は書いていませんし、日常生活を伺うと偏頭痛に
よって半日は寝ている状態で会社にも行けないということ
なので、手続きを行いました。そして、この方には年金が
出ています。このように障害年金は実はハードルが高いよ
うでいて身近なものなのですが、なかなか知られていない
という現状があります。
　なぜこれほど障害年金は知られていないのかというと、3
つ理由が考えられます。1つは、そもそも制度をご存知な
いということです。国民年金、厚生年金とそこに含まれる
老齢年金や遺族年金については知っていても、難病やがん、
うつ病になったり、具合が悪くて働けなくなったりした時
に、「年金事務所に行こう」という考えが浮かばないのです。
知られていないということです。保険料を払っているので
本来は支払われるべきものなのですが、なかなか知られて
いません。
　2つ目が、医師に自分の病状を伝えきれていないという
ことです。障害年金を知っていたとしても、医師に診断書
を書いてもらったらびっくりするほど軽症に書かれてしま
うことがあります。それは、自分が伝えきれていないから
です。先生に「体調どうですか」と聞かれた時に、ずっと
その病気と付き合っていかないといけない方は「大丈夫で
す」と答えてしまうことがあります。言ったところで変わ
らないし、なんとか頑張っていけると思うと「変わりあり
ません、大丈夫です」と答えてしまうのですが、実際は具
合が悪い状態であったりします。
　3つ目は、医師に理解を得られていないということです。
その背景には、障害年金の制度を医師があまりご存知ない
ことがあります。制度自体は知っていても、少し違って理
解している場合があります。例えば、うつ病の方が「入院
していないと出ません」と言われてしまったり、「統合失調
症でなければ出ません」と言われてしまったりします。し
かし、障害年金は病名を問いませんので、ここは理解が違っ
ているわけです。

II
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　また、障害年金をもらうと就労の意欲がなくなるから手
続きのための診断書を書かないという医師もいらっしゃい
ます。それが良いか悪いかは置いておきまして、私の 11 年
の経験上、就労意欲がなくなるというよりは、障害年金を
もらいながら働く方が、長く働けて社会と繋がっていける、
就業できる人生が長くなると感じています。
　就労意欲がなくなるというよりは、障害年金をもらう方
が就労は長くなります。今回のテーマである治療と就労の
両立は、このように障害年金をもらいながら働くというこ
となのではないかと思っております。
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こんな背景でやっています

効 果

薬以上の効果がある

じょくそう（床ずれ）ができたとき、お尻を浮かすことが大切。

障害年金受給

障害年金未受給

頚髄損傷の さん

頚髄損傷の さん

“社会とのつながり”の期間に影響する・・・。

「希望」「絆」「生きるチカラ」を与えることができるもの。

さんは早めに休む。

さんは休まない。

障害年金の有無→

1

　施設で働いていた頃に、頚椎損傷の方がいらっしゃいま
した。首の骨を折ってしまいますと、首から下が麻痺して
おります。そうすると寝たきりの方の床ずれのような症状
が起こります。体の 1点に圧がかかりますので、そこから
褥瘡ができます。褥瘡ができたらお尻を浮かして圧を逃す
ことが一番早く良くなる方法です。
　頚椎損傷の Aさんは、褥瘡ができたので早めに仕事をお
休みしました。Bさんは、ギリギリまで働いて、褥瘡が骨
のあたりまでひどくなってようやくお休みして入院しまし
た。Bさんが施設に戻ってくることはありませんでした。
ギリギリまで働いたので復帰が難しくなってしまいました。
早くお休みをした人の方が早く社会とまた繋がることがで
きるというのも東京コロニーで学びました。この違いは何
かを考えたのですが、障害年金をもらっていたのが Aさん
で、もらっていないのが Bさんでした。2カ月に 1回、自
分の口座にきちんとお金が入るという安心感から、きちん
とお休みをしてから仕事に復帰するという心のゆとりと、
高くはないですが年金という生活費のゆとりがあるのでは
ないかと思います。Bさんがなぜ年金をもらえなかったの
かは、社労士になってから知りました。未納だったのです。
これについては、私たち社労士が「未納はしないようにし
て下さい。免除が対象になれば免除の手続きをして下さい」
と伝えていかなければならないと思っています。私は、障
害年金をもらっているか、もらっていないかで、社会との
繋がりが違ってくることを学びました。それで、社労士に
なって障害年金について取り組もうと思いました。

　また、筋ジストロフィーの方がいらっしゃいました。私
が入った頃にはもう歩けなくなっていた方で、手動の車椅
子を使っていました。手は動かせる状態でしたが段々と進
行して行き、電動車椅子なら乗れるということで、電動車
椅子で施設に来られていました。お母様が車で送って、下
の階から上の階までおぶって来ていました。そして、その
方は椅子にベルトで固定して座り、PCを使った仕事をして
いました。それから病状が進行しまして、首の筋力も落ち、
人工呼吸器をつけることになりました。人工呼吸器をつけ
ることになったら、仕事を辞めていただく手続きをしなく
てはならなくなります。その話をしましたところ、30 代男
性のその方は「席だけは置いておいてほしい」と言いまし
た。「自分の席がなかったら世の中と繋がっていないことに
なり、自分自身の存在価値が見出せない、生きていけない」
と言いました。私は 20 代だったのですが、衝撃的な言葉で
した。私たちは元気なので、社会と繋がるなどということ
をあまり意識して考えないのですが、働けるかどうかでは
なく「席がある」ことが社会と繋がっていることなのだと
知りました。このことが障害年金に関わる原動力になって
います。障害年金があれば、先ほどの頚椎損傷の人のよう
に社会との繋がりを長く持つことができ、また、社会との
繋がりが具合の悪い方を元気にするのであれば、やはり障
害年金をなるべく受給していくことは人の生活や人生を豊
かにするのだと考えるようになりました。
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ハローワークにおける障害種別の職業紹介状況

2

○ 新規求職申込件数は 件。対前年度比 件、 ％の増。
就職件数は 件で、同 件、 ％の増。

精神障害者の新規求職申込件数及び就職件数が増加した。

〇 就職率（就職件数／新規求職申込件数）は ％
対前年度比 ポイント上昇した。

就職件数 対前年度 前年度比
・身体障害者 件 件減 ％減
・知的障害者 件 件増 ％増
・精神障害者 件 件増 ％増
・その他の障害者 件 件増 ％増

合 計 件 件増 ％増

○ 解雇者数は 人。（平成 年度は 人）

　こちらは、ハローワークのデータですが、障害者の方の
就職率がかなり上がっていることを示しています。中小企
業の障害者雇用が今後は進んでいくのではないかと思いま
す。人手不足の問題もありますし、従業員の方が具合悪く
なることもあると思います。その時に、その従業員の方に
そのまま働いてもらうことが人の確保になりますし、足り
ない部分を障害者の方とともに工夫して企業を作り上げて
いく時代なのではないかと思います。
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　私たち社労士は、通常は経営者の視点で話を聞くことが
多いのですが、障害年金で来るお客様は、どこかの従業員か、
どこかの従業員だった人です。11 年間、障害年金について
社労士の事務所をやっていますと、企業側のお話と、従業
員側のお話を聞く機会が多くあります。その中で、このよ
うなケースがありました。がんも障害年金の対象ですが、「従
業員が肺がんのため休職させたいが本人がお休みしないの
で、どのようにして休ませたら良いでしょうか」という相
談がありました。このような時、通常、社労士は「就業規
則を作ってください」「休職規定を作ってください」と伝え
ます。そして「休職を命じてください」と伝えるのが一般
的です。しかし、肺がんで苦しいのに、肺に水が溜まって
いて駅の階段を一段上がるのも大変なのに、それでもこの
人が会社に来るということがどういうことなのか、これだ
け具合が悪くて大変な状態なのに会社に来るのはなぜなの
かという視点が、この「休職を命じてください」には含ま
れていないと思います。生活費と治療費の問題さえクリア
したら、具合が悪ければお休みされると思いますが、また
は短時間勤務で働くと思いますが、この部分がないので這っ
てでも来るわけです。ここが障害年金で賄えると思ってい
ます。
　例えば、週 5日働くのは大変かもしれないけれど週 2日
なら働けるという場合に、残りの週 3日は欠勤になってし
まいます。この欠勤になってしまうところが困るので、頑
張って来てしまうわけです。しかし、先ほども言いましたが、
無理をすると社会との繋がりがなくなってしまう状況にな
りますので、週2日働いて、週3日の欠勤分を障害年金で賄っ
ていくというのが、就労が長く継続できる１つの方法なの
ではないかと思います。または、週 2日は会社に来て働き、
週 3日は在宅で働くというように、週 5日を確保して正社
員として給料を確保できるなど、色々な働き方があると思
います。
　もう 1つの例ですが、「同じことを注意されても改善さ
れない」という、発達障害の方に対するよくある相談があ
ります。そうすると社労士は、その人たちにどのように退
職していただこうかと考えざるを得ないわけです。始末書
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経営者と従業員の両方の視点をもってみよう

3

背景にあるものってなんだろう

顧問先から

肺がんのため休職させたいが、本人は出勤希望

休職復職を繰り返す。困ったなぁ･･･。

同じことを注意しても改善されないんだよね

障害者と認めることができない

家族・医師の理解ない。どうしよう･･･

依頼者から

自分は存在価値がないから、手続きをやめたい

や指導書などを考えますが、それはやはり違うと思います。
そこには経営者の視点しかありません。
　当事務所のお客様の中にアスペルガーの方がいらっしゃ
いました。この方が 3回解雇されていたと聞いてドキッと
しました。問題社員とされている人の中には、アスペルガー
など発達障害の方がいますので、社労士は間違ったアドバ
イスを企業にしていないだろうかと感じました。退職を解
雇という形ではなく、就労支援施設に繋ぐことができれば、
就労支援施設からアスペルガーや障害者雇用に理解のある
別の会社に就職する道筋ができるかもしれませんし、それ
をなんとか作ってあげられると良いのだと思います。
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障害年金のイメージ

障害の程度重い 軽い

１級障害 ２級障害 ３級障害

上
乗
せ
年
金

（
２
階
）

障害厚生年金
（１級）

配偶者の
加給年金

障害厚生年金
（２級）

配偶者の
加給年金

障害厚生年金
（３級）

障害手当金

基
礎
年
金

（
１
階
）

障害基礎年金
（１級）

月額約８万１,０００円

子の加算（第１･２子）
各月額１万８,６９２円

障害基礎年金
（２級）

月額約６万５,０００円

子の加算（第１・２子）
各月額１万８,６９２円

※子の加算は、第３子以降は各 月額６,２３３円

ガイドブック ページ

4

4

　障害年金は、初診日が国民年金と、初診日が厚生年金の
ものがあります。年金は初診日で確定します。初診日が国
民年金の場合は、障害基礎年金と言われているもので、1
級と 2級があります。年金は 1級が一番重いです。初診日
が厚生年金の場合は、障害厚生年金になっています。これ
が 1級、2級、3級とあり、1階部分が基礎年金です。初診
日が厚生年金なのは、2階建てになります。
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初診日に加入していた年金制度

基礎年金 厚生年金

ここが初診日なら

基礎年金

ここが初診日なら

のみ＋

２０ 鉛
の
よ
う
に
体

が
重
く
内
科
受

診
。
「
風
邪
」
と

診
断
さ
れ
る

歳
就
職

退
職

疲
労
科
を
受
診

し
て
「
慢
性
疲
労

症
候
群
」
と
診
断

さ
れ
る

請
求
日

厚 生 年 金

国 民 年 金

5

5

　初診日に加入していた年金制度についてお話ししします。

以前、慢性疲労症候群の方が事務所にいらっしゃいました。

初診日を決めないと障害年金が進みませんので、初診日を

確定することが大切なのですが、話を伺うと、いくつかの
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医療機関にかかっていました。20 代の男性なのですが、あ
る日、体が鉛のように重くて、風邪だと思って近所の内科
を受診して風邪薬を処方されたのですが、良くならないの
で大学病院を受診しても、あまり変わらなかったとのこと
でした。検査をしても良くならず、そのうちに関節が痛く
なってきて、整形外科にも行きましたが、それでも良くな
りませんでした。疲労はどんどんひどくなって、病名も分
からず、検査でも原因が見つからず、そのうちに医師から
精神科に行く方が良いのではと勧められて精神科に回され
ました。精神科では抗不安薬を出されましたが、精神科の
医師から「君は精神病ではないはずだ、病名がきっとある」
と言われ、また別の病院に行き、慢性疲労症候群という病
名を発見してもらったということでした。
　この時の初診日は最初の内科の受診日です。誤診であっ
たとしても、病気が分からなかったとしても、因果関係が
あればそれを初診日とします。この方の場合は、初診日が
厚生年金で、病気の確定をしたのが国民年金です。よくお
客様は病名が分かった基礎の部分を初診日と言われるので
すが、しっかりヒアリングをして本当の初診日がどこかを
探ります。なぜなら先ほど 2階建てと申し上げましたが、
国民年金より厚生年金の方が年金額が高いからです。
　また、3級という少し軽いものを持っている可能性を考
えます。例えば、難病の方であれば、就労が 2〜 3日だと
しても 3級の可能性がかなり高いです。がんも一緒です。2
級だと労務不能の方が高くなりますので、初診日が厚生年
金であれば結構高いと思います。

行っている場合、目から糖尿病までの 7種類の診断書を使
うと、具合が悪いのに元気な人のようになってしまいます。
だるくて動けなくても麻痺はなく、手も動かせるので、そ
の他以外では元気な状態が出てしまいます。このような時
は、その他の診断書を使うことになっています。全身的に
悪いけれど 1つずつは大丈夫だと思われる時には、その他
を使うことになっています。日本年金機構に認定基準が載っ
ていますので、ぜひその他のところを見ていただくと、ど
ういう時にその他を使うかが書いてあります。先ほどお話
した偏頭痛の方にもその他を使いました。難病の方は、麻
痺でなければその他だと思います。慢性疲労症候群もその
他です。線維筋痛症は、少し前まで肢体を使っていたので
すが、今はその他に変更されています。
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疾病一覧

6

部位 疾患名

目 白内障・緑内障・ブドウ膜炎・眼球萎縮・網膜色素変形症 など

聴覚・鼻腔機能・そ
しゃく・嚥下機能・言
語機能

メニュエール病・感音性難聴・突発性難聴・頭部外傷または音響外
傷による内耳障害・外傷性鼻疾患・咽頭摘出後後遺症・上下顎欠損
など

肢体 脳卒中・脳出血・重症筋無力症・関節リュウマチ（人工関節）・脊
髄損傷・進行性筋ジストロフィー・上肢または下肢の離断または切
断・外傷性運動障害 など

精神 統合失調症・うつ病・躁鬱病・てんかん・
高次脳機能障害・若年性認知症 など

呼吸器疾患 気管支ぜん息、肺線維症、肺結核 など

心疾患・高血圧 狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症 など

腎疾患・肝疾患・
糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工
透析、肝硬変、多発性肝膿瘍、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示さ
れたすべての合併症 など

その他 悪性新生物（ガン）、直腸膀胱障害・難病 など

　こちらが疾病一覧です。目からその他まで全部で 8行あ

りますが、障害年金の診断書は 8種類あります。この中で、

本人が一番状態の悪いところを診断書にできるように探っ

ていきます。障害年金は病名を問わないので、病名で診断

書を決めないことになっています。日常生活の困難さで決

めます。例えば、その他のところにがんが入っています。

咽頭がんの場合、日常生活で一番大変なところは言語です

ので、言語の診断書を作っていくことになります。また、

例えば、乳がんから全身的な転移があり、抗がん剤治療を
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３要件とは
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初診日

を確定

保険料

納付

要件

障害

状態に

該当

請求

方法を

考える

　障害年金は 3つの要件が必要になります。1つは初診日
を確定すること、2つ目は保険料を払っていたかどうか、3
つ目は障害の状態にあるかどうかです。初診日は、最初に
病院に行った日のことになります。
　なぜ初診日を確定するのかというと、2つ理由がありま
す。１つは、どの制度に加入していたのかを特定するため
です。国民年金なのか、厚生年金なのか。初診日が国民年
金であれば基礎なので 2級まで、厚生年金であれば 3級ま
であります。例えば、人工関節の人は 3級、ペースメーカー
の人も人工骨頭の人も 3級です。人工透析は 2級ですが、
人工とつくものは大体 3級です。診断書に人工関節が出て
きたから 3級だと日本年金機構は分かりますが、この人が
国民年金の場合は、1級と 2級しかありませんので不支給
になります。初診日が厚生年金だと支給か不支給かを機構
が特定しないといけないので、制度を確定するためです。
　もう 1つの理由は、保険料の納付要件です。初診日の前
日において初診日の前々月から直近 1年間未納がないなど、
基準は初診日になっています。保険料を払っていた期間に
は年金を出すことが法律で決まっていますので、初診日を
確定しないと保険料を払っていたかどうかの計算ができま
せん。初診日を確定するのは、制度の問題と納付の問題です。
　カルテがなかった場合に、障害年金を知らなくて、やっ
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と知った時には初診日が 10 年前だったということがあり
ます。カルテは法律上 5年で廃棄して良いことになってい
ますので、このような場合には捨てられてしまっている可
能性が高いです。初診日の確定は、病院にカルテがあって、
それに基づいて書いていただけるのが一番早いのですが、5
年経過して廃棄されていたり、年金を知らないまま時間が
経ってしまったりして、苦労されている方が非常に多いで
す。恐らく社労士への相談のほとんどは初診日が確定でき
ないという内容です。制度と納付を確認して確定していけ
れば良いわけです。
　一番簡単なのは、初診日が 20 歳前の方は絶対に国民年金
です。保険料は20歳から国民年金を払うようになっていて、
20 歳前は支払いたくても支払えませんので、20 歳前は保
険料の納付要件を問わないことになっています。そうする
と 20 歳よりも前に初診日がある人は、何かのきっかけで病
院に行った記録と、第３者の人の 2人以上の証言があれば、
制度は国民年金、納付は不問で、通りやすいです。
　先日、18 歳から厚生年金だった方がいらっしゃいました。
しかし、初診日の確定ができずに不支給になったというケー
スでした。ずっと厚生年金に加入していたので、どの制度
に加入していたかは出せます。納付要件もどこが初診日だっ
たとしても満たされています。初診日が特定できなくても、
この２つをもって社会保障の観点から認めて欲しいと申請
したら、すぐに通りました。
　初診日を確定して、保険料を確定して、障害の状態に該
当したら請求方法を考えていきます。請求方法は、大きく
分けて 2つあります。1つは、過去分請求の訴求というも
のです。訴求請求は、過去最大 5年間です。なぜこのよう
なことが起きるかというと、障害年金を皆さんがご存知な
いので、知った時に請求できるようになっています。初診
日が確定して 1年 6カ月を障害の認定日と言います。障害
の認定日から 3カ月以内に障害の状態に該当したら出ます。
初診日から 3年後に具合が悪いというのはダメです。カル
テがないと医師に診断書を書いてもらえないので、早くこ
の制度を届けてあげないとカルテがなくなってしまうとい
うことがあります。もっと細かく言いますと、障害年金の
添付書類の中に請求書があり、そのほかの診断書などはす
べて添付書類です。添付書類の中で診断書は絶対的要件に
はなっていません。カルテがなかったとしても初診日から
1年 6 カ月から 3カ月の間に病院に行っていなかったとし
ても、例えば障害者手帳を取得したり、その診断書を取得
していたりするなど、その期間の前後で何か同等のことを
していれば認められているケースもあります。
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判断にあたっては、単身で生活するとしたら可能かどうかで判断する

適切な食事
身辺の清潔保持
金銭管理と買い物
通院と服薬
他人との意思伝達及び対人関係
身辺の安全保持及び危機対応
社会性

＊障害の特性や主な症状を把握しておくとヒアリングに有効！

　日常生活がどれくらい困難かの考え方ですが、私はどの
病気に対してもこちらの 7つをお聞きします。どうしてこ
の 7つかと言いますと、精神疾患の診断書で日常生活につ
いてこの 7項目で審査されるからです。難病の方も不安や
痛みなどを抱えてうつ病になる方が多いのではないかと思
います。この 7項目で日常生活について聞くと、大体 1級
から 3級のどれになるかが分かりますので聞いています。
　これらの質問をする時には、その人の病気の特性や症状
によって質問を変えています。例えば、1番目の「適切な
食事」ですが、うつ病の方は億劫でだるいので、食事の準
備もできない方や、お腹がすいてもご飯を作るよりもお腹
がすいている状態の方がまだ楽だと感じて食べない方もい
らっしゃいます。または、レトルト食品なら食べるという
方もいらっしゃいます。アスペルガーなどの発達障害であ
れば、こだわりが非常に強い方が多いので「1カ月間蕎麦
だけを食べました」と言う方もいます。適切な食事という
のは、準備も含めてバランス良い食事を作って食べること
ができるかが基準です。リウマチの方は、だるさに加えて、
手が変形してきたり、変形前に痛みがひどくなったりしま
す。そうすると包丁やフライパンが持てなくなり、食事の
準備ができません。このあたりのことを質問して聞きます。
　3番目の「金銭管理と買い物」については、うつ病の方
は億劫なので買い物に行けなくて「ネットで買っていま
す」と言う方がいらっしゃいます。統合失調症の方は、幻
聴・幻覚・被害妄想があるので「スーパーは人の視線が気
になるので行きづらい」と言う方がいらっしゃいます。リ
ウマチの方は、手が痛くて買い物後の荷物を持てるかどう
かという問題があって、先日も「菓子パン２つなら持てま
す」と言う方がいらっしゃったのですが、やはりこれもま
た買い物ができるとは言い難いと思います。がんの方に対
しても同様に聞いていきます。また、発達障害の方がいらっ
しゃったのですが、その人はうつ病は発症していないので
買い物には普通に行けるのですが、こだわりが強いので「味
噌を買うまでに 1時間かかってしまった」と言う方がいらっ
しゃいました。お店で異なるメーカーのすべての味噌を棚
の下に並べて置いて、成分などにこだわってじっくり見て
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1 時間かかり、結果的に買えなかったとのことでした。こ
れもやはり買い物に行けますが買い物ができていない状態
です。このあたりのことを探っていきます。
　このような状況の確認は非常に重要だと考えます。先ほ
ど、主治医に自分の病状を伝えきれていないという問題点
を挙げましたが、やはり本人が「買い物ができている」と
言ってしまえば主治医には実際の状態が分からないわけで
す。質問を通じて実際の日常生活の状況を探っていくこと
が大切だと思います。
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高次脳機能障害

日常生活場面で起こる一例

今朝の朝食の内容が思い出せない 記憶障害→

仕事に集中できない 注意障害→

計画が立てられない 遂行機能障害→

言葉がうまく話せなくなった 失語症→

お茶の入れ方が分からなくなった 失行症→

左側にあるおかずが目にとまらず
残してしまう

左半側空間無視→

　私が社労士として心が痛くなったケースをお話しします。
高次脳機能障害をご存知でしょうか。交通事故や脳血管障
害などによって二次的に脳を損傷してしまった方が器質性
精神障害という精神疾患を発症します。どのようなことが
起きるかというと、記憶障害や、計画が立てられない、言
葉がうまく話せない、お茶の淹れ方が分からないなどの状
態になります。先日お会いした方で、歯ブラシと歯磨き粉
を持って歯を磨こうと思ったら、どのように歯磨き粉を
つけて歯を磨いたら良いのか分からないという方がいらっ
しゃいました。交通事故に遭って、麻痺はなかったのですが、
打撲がひどいので整形外科に通い、1カ月間休職をして１
カ月後に復職をしました。医療機関も整形外科しかかかっ
ていなかったので、高次脳機能障害が分からなくてそのま
ま復職しました。すると会社では、まったく違う人格の人
が目の前に現れたような状況が起こりました。パソコンの
使い方が分からなかったり、感情コントロールができなく
てお客様に向かって大声で怒ったりするようになりました。
今までと別人のような人が１カ月後に現れた時に、企業側
は何かあったのかと考えて病院に連れて行くのではなく、
問題社員として捉えてしまいました。そして、配置転換を
しました。しかし、配置転換をしても、その人は記憶障害
が激しいために新しい仕事を覚えることができません。会
社は、指示や教育もして、配置転換もした後に、やはり状
況が変わらないので解雇に至りました。そして当事務所に
その方がいらっしゃいました。労働トラブルにおいては、
このような流れは一般的かも知れませんが、すっぽりと抜
けていることがあります。その人が１カ月間の前後で別人

になってしまったのは何かおかしいから、医療機関に繋げ
てあげなければならない、どこかの支援機関に繋げなくて
はならないと考える必要があることを企業が知らないので
す。私も社労士をしていなければ知らなかったかも知れな
いと思います。そして、その人は会社を解雇され、家庭で
は離婚をしました。障害年金をもらって就労支援施設に移
りました。
　先日、高次脳機能障害の作業療法士の先生と色々なお話
をしました。その先生は高次脳機能障害と若年性認知症の
作業療法士です。若年性認知症は 65 歳以下の方の認知症な
のですが、高次脳機能障害とともに器質性の精神障害です。
その先生は、脳の損傷がどこにあるのか、残っている脳機
能はどういうものかが分かれば就労はできるとおっしゃっ
ていました。記憶という機能がなくなってしまったら、記
憶力が必要な作業をすることは難しいですが、例えば、右手
を麻痺した人が職場に戻ってきた時には、右手で作業させた
りしないと思います。症状が見えるからです。脳の場合は見
えないので、できないことを一生懸命させてしまい、問題社
員になってしまうわけです。作業療法士の先生に話を聞いて、
そういうことかと思いました。残っている機能を使っていく
ことで作業ができるわけです。先ほどの高次脳機能障害の方
も、空間を認知する機能が残っていたので、空間に関連する
作業をしているとおっしゃっていました。就労支援施設につ
なげて、また一般企業に就職していくことを考える時に、そ
の会社では治療と就業の両立が難しい場合でも、別のところ
では可能になる場合があると学びました。
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主張・立証書類（請求方針を決める等にも活用する）
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■医療情報・・・カルテ 診療情報提供書 健診記録 処方
薬の記録 おくすり手帳 障害者手帳・生命保険等の診断書
レセプト 母子手帳 糖尿病手帳など

■証言・陳述など・・・医師意見書 第三者の証言（上司・
同僚・学生時代の教師・ジョブコーチ・友人・近所など）
保健所等の相談記録など

■医学資料・・・医学書 医学論文など

■法令資料・・・裁決例 判例など

■その他・・・日記 家計簿領収書 通知表・学校の生活記
録給与明細人事考課 休職時の診断書 確定申告
収入の証明など

　障害年金は、添付書類に医師による診断書と病歴申立書
があります。病歴申立書は、初診日から現在までの病状に
ついて本人が日本年金機構に唯一申し立てができる書類で
す。書類審査ですので、医師の診断書と病歴申立書の 2つ
を審査して認定されます。しかし、この書類２枚では分か
らない時があります。認定医の立場で考えると、3級か不
受給か、2級か 3級か分からない時があるのです。例えば、
難病の方がいらっしゃって、3級か不受給か医師の診断書
では分からないという場合に、不受給だと思う要素があっ
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たとしたら 3級にはしづらいと思います。最初はとりあえ
ず最低請求として不受給にせざるを得ないのだと思います。
そして次の不服申し立てで、材料があったらそこで出して
くださいということです。不受給にするのは、日本年金機
構が年金を出したくないからではないと思っています。分
からないからというのが理由だと思います。最低請求の時
から添付書類をつけることによって 1回目で認められるよ
うになると感じています。
　先日、ご本人が胃がんで障害年金の申請をして不受給に
なったというケースがありました。当事務所にお越しいた
だいて、医師の診断書を見たら、非常に軽い内容になって
いました。胃がんから全身に転移していて、抗がん剤も使っ
ていて、会社も行けていない中で行ける時にはなんとか通
勤している状況でした。しかし、医師にはきちんと伝えら
れていなかったのか、医師が記載したのは「ほぼ元気な状
態で就労はできます」という内容でした。そこで、不服申
し立てをしたのですが、第三者の意見を取った方が良いと
考え、この当時、就労がどのような状況だったのかという
意見書を上司の方に書いていただきました。会社に来るこ
とができない、来ても十分に働けないなどです。どの病気
でも一緒です。困ったなという時には、必要に応じて上司
の意見書をつけています。また、病院に連絡して、抗がん
剤を何クールでどのように行ったかという治療の履歴を書
いていただきました。この２つを不服申し立てにつけて状
態を伝えました。上司が言っている通り働けないと書いて、
抗がん剤をこれだけ使っていて普通に元気に働くのは難し
い状態であると理解してもらえるようにしました。障害年
金の認定基準には、抗がん剤の副作用だけでも障害年金に
該当するとされていますので、がんの病状だけでなく、抗
がん剤の副作用だけでも働けないほどひどいということで
申し立てを行い、通りました。これを最低請求の時から出
していれば不服申し立てまで至らなかったと思います。こ
のような考えから、こちらのスライドにあるような主張や
立証書類を証拠資料としてつけるようにしています。

お休みしてから最大 1年 6 カ月間、報酬の 66% を支給さ
れる制度です。そして傷病手当金が 1年 6カ月間出た後に
障害年金をもらっていくというのが流れになります。ただ
し、初診がかなり昔だった場合に傷病手当金と障害年金が
両方もらえるかどうかはこの後でお話しします。このタイ
ミングで当事務所には障害年金の話が来るわけですが、社
会保障制度をほとんどの方はご存知ないです。たまたま障
害年金のことが分かったので障害年金の申請には来たけれ
ど、その他の制度は分からないという方が多いです。例えば、
うつ病の方の場合は、障害者手帳（精神障害者保健福祉手帳）
を持っていないと制度についてあまり知りません。自立支
援医療受給者証があれば病院の通院費が安くなるのですが、
これも知られていません。障害者手帳は、障害年金より前に、
初診日から 6カ月後に取得できます。自立支援医療受給者
証は初診日から使えるのですが、知らないので医療費を 3
割負担で支払っているという方が多くいます。また、手帳
があれば、福祉サービスを使うことができます。介護保険
に該当しなくても福祉サービスが使えます。介護保険と福
祉サービスが一緒に使える方は介護保険を優先して使いま
す。統合失調症の方の例では、福祉サービスの中でヘルパー
さんをお願いしていて、掃除や食事、お風呂などの介助を
受けています。手帳がないとこのようなサービスを受ける
ことは難しいです。就労するには、その前に生活の安定が
あってから就労しようとするのだと思いますので、先にこ
のような福祉サービスや年金を併用しながら就労していく
ことが就労の継続や両立支援につながっていくのではない
かと思います。
　また、障害年金の証書があれば、障害者手帳のための診
断書が不要になります。障害年金が 2級であれば、その証
書を持っていけば手帳は確実に 2級です。これをご存じな
いと、収入がないのに年金は年金のための診断書を書いて
もらって、手帳は手帳のための診断書を書いてもらって、
料金が 2倍かかってしまうというようなことが実際に起き
ています。
　それから障害者手帳と自立支援の通院助成ですが、手帳
の申請をすれば自立支援の申請をしなくても良くなります。
このような年金も含めた社会保障の組み合わせが、ほとん
ど届いていいないのが現状だと思います。これを届けてい
きたいと思っています。これが整備できれば、安心して治
療に専念したり、治療と就労を両立したり、ゆっくり休ん
でまた会社に行ったりすることが可能になると思います。
　実は、11 月 15 日に「一般社団法人ともに」という組織
を社労士 3人で作りました。なんとかしていきたいと考え
ている 3人が集まりまして、支援者と繋がりながらやって
こうと立ち上げました。色々な方々と協力して、1人でも
多くの方が救われ、キラキラした人生を送ることができる
ようにできたら良いと思っています。

難病により
就労が困難になった場合には

初
診

難病の症状の経過

発
症

休
職

退
職

⑶ 基本手当
（失業給付）

⑵ 傷病手当金

⑷ 障害年金

⑴ 有給休暇

受給延長 11

　難病で就労が困難になった場合、まず年次有給休暇を使
うと思います。次に傷病手当金があります。傷病手当金は
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II　　｜基調講演｜　障害年金の活用と関係機関の連携：社会保険労務士の立場から

YO
RISO

U

社
会
保
険
労
務
士
法
人

障害年金の支給額が調整される場合

12

同一傷病で
ある

傷病
手当金

＋＋
障害

基礎年金
障害

厚生年金
調整
あり

同一傷病で
ない

傷病
手当金

障害
基礎年金

＋
障害

厚生年金
調整
なし

同一傷病で
ある

傷病
手当金

障害
基礎年金

＋ のみ
調整
なし

なお、就労支援施設Ｂ型は、傷病手当金を受給しながら通所できる

　障害年金と傷病手当金についてですが、傷病手当金と障
害年金が一緒の時には、同一傷病である時には調整が入る
のが原則です。同一傷病の時には受給が調整されて止まり
ますが、初診日が国民年金で障害基礎年金をもらっていた
方、または初診日が会社に入る前にあった方で会社に勤め
てから難病の状態が悪くなって傷病手当金をもらい、障害
年金は障害基礎年金をもらった場合、両方が出ます。初診
日が厚生年金だった時だけ調整されます。全部が調整され
るわけではないですし、同一傷病でなければ全く調整され
ません。
　それから、就労支援施設 B型というのがあります。会社
に勤めている時にがんやうつ病、難病を発症し、それによっ
て会社をお休みして傷病手当金をもらって、そのまま退職
した場合に、家でお休みをするという選択か、今後社会と
繋がっていくことも目指して就労者支援施設に行くという
選択肢があります。B型の就労支援施設は、傷病手当金を
もらいながら通えます。無理をしないで少しだけ社会と繋
がっていて、そこから就労を目指していくことができます。
今の会社にそのままでいることは難しいかもしれないし、
治療と就労の両立は難しいかもしれませんが、就労支援施
設を挟むことで、その次に繋がっている就労支援施設では
治療と就労を両立できる可能性があると感じています。

YO
RISO

U

社
会
保
険
労
務
士
法
人

障害認定と就労の有無の関係

13

就労の有無に
関係なし

●心臓ペースメーカーの
装着

●頚髄損傷による車いす
など

就労の有無に
関係あり

●知的障害 ●発達障害

●がん ●難病

●精神障害 など

身体の機能の障害

長期にわたる安静
を必要とする状態

　障害認定と就労に関してですが、身体に障害がある方に

ついては就労との関係がありません。それ自体が障害年金
に該当します。全身的にだるいなど、うつ病や難病などで
長期療養が必要な方は、年金が出たら一旦ストップしたり、
先送りになったりする場合があります。これについてご不
明な点がありましたら、後ほどご質問いただくか、後日お
電話いただいてご説明できればと思います。

YO
RISO

U

社
会
保
険
労
務
士
法
人

生活・就労上の支援および利用できる制度

14

障害による生活・就労上の支障

●定期的な通院・治療が必要

●フルタイム勤務が困難

●障害により困難になった業務上の
作業

●体調に波がある

●医療費がかかる

得られる支援・利用できる制度

●短時間勤務、在宅勤務、休職・復
職の制度

●給与以外の収入
（障害年金、傷病手当金など）

●仕事内容の変更（残業・納期・責任
のない業務に変更、休暇を取りやすい
部門への異動）

●設備や環境などの職場の配慮

就労は難しいので
休職

退職して、体調が
落ち着いたら再就職したい

体調に合わせて
就労継続したい

会社の協力が得られれば
フルタイムで働きたい

総合的に判断

　生活と就労というのは、その時々でその人に合った働き
方さえできれば、もしかしたら制度の整備は必要ないのか
もしれません。会社に理解があって体調に合わせた働き方
ができれば、働くことは可能になるのではないかと思いま
す。週 5日働くことは難しくても、週２日働いて年金をも
らう、もしくは在宅勤務を取り入れることなどによって、
働くことが可能になると思います。
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再チャレンジ方法

15

再裁定請求
（裁定請求のやり直し）

不服申立て

再審査
請求

審査
請求

不支給決定

低い等級での
決定

　年金が不受給になった場合ですが、もう提出できないと
いう誤った情報があります。不受給になっても翌日から年
金を請求できますし、全く別物として通っています。もし
一度年金が不受給になってもうダメだと思っている方がい
らっしゃいましたら、もう一度請求しても大丈夫であるこ
とを伝えてほしいと思います。
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　最後になりますが、私がいつもご紹介するケースをお話
しします。遺族年金のケースです。ある旦那さんが亡くな
りました。奥さんが遺族年金をもらいに行くことは知って
いましたが、年金事務所に行ったら保険料納付要件を満た
していませんでした。色々なところで聞いてみましたが、
保険料の納付要件が満たなければ無理だろうと言われ、私
の知り合いの社労士のところにたどり着いたケースでした。
実はこの旦那さんはがんでした。初診日から 1年 6カ月の
障害認定日時点で障害者だった時に亡くなったとしても後
から障害年金の請求をすることが可能です。そこで障害年
金の請求をしました。旦那さんが亡くなって遺族年金がも
らえなかったのは、保険料の納付要件が満たないからだっ
たのですが、もう１つの要件に障害年金の受給権利者が死
亡した時には遺族厚生年金を支給するというものがありま
す。亡くなった後から障害者だったことを認定し、その人
が亡くなったということで遺族年金が出るケースでした。
最大 1,200 万円が出るそうです。この旦那さんには高校生
のお嬢さんがいて、大学に行けなくなってしまっていたの
ですが、年金によって大学に行くことができました。この
ように年金は色々な力を持っていると思っています。
　今日は年金についてお話しできる機会となりましたこと
を大変嬉しく思っております。時間になりましたのでこれ
で終わります。ご静聴ありがとうございました。

YO
RISO

U

社
会
保
険
労
務
士
法
人

社労士ができること

16

◆経営者と従業員の両方の視点を持つことで
見えてくるものがある

◆遅刻、早退、欠勤が増えたとき、従業員または
その家族が「病気」なのでは・・・

◆短時間勤務や在宅勤務の可能性をさぐり、
社会とのつながりが絶えないように・・・

◆復職した従業員が復職前と
できることが変わってしまっていたら・・・
高次脳機能障害かもしれない！？

◆障害年金を受給しながら働く選択肢を見つける

④障害年金・過去5年受給

▼
発病 初診日

▼
← １年６月→

③診断書
障害状態に該当

▼

障害認定日

→→→
▼

初診日
▼

障害認定日

▼▼▼▼

①「夫死亡」

②遺族厚生年金受給遺族厚生年金受給
17

遺族厚生年金が受けられない方のケース

⑤遺族厚
生年金
受給
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III　　｜シンポジウム 1｜　産業保健職の立場から

	 	 北里大学医学部公衆衛生学　講師　	 江口　尚

シンポジウム 1

　産業保健職の立場からと題しまして、過去に類似した研
究会でお話しした内容と重なるところもあるのですが、産
業保健職の方に知っておいていただきたいことや、産業保
健職としてできることについてお話ししたいと思います。

������の����������

2 

公衆衛生2016年4月号「特集　産業保健のトピックス」�

　こちらは当事者が病気のことを申し出るかというデータ
ですが、今日こちらにいらっしゃっている先生が得られた
データを二次解析したものになります。病気や障害の説明
の有無について確認したところ、主に難病の方で説明しな
い方は約 3割いらっしゃいました。この数字について 3割
しかいないのかと思われる方と、3割もいるのかと思われ
る方がいらっしゃると思いますが、やはりまだ 3割の方が
病気のことを伝えられていないという現状があります。そ
れに加えて、環境等の必要な整備を求めて説明しているか
というデータでは、半分以上の方が説明していないという
現状がございます。自分から職場にどのような配慮をして
ほしいかを説明することは、当事者にとってはなかなか難
しいことなのだと思います。色々なご意見があると思いま
すが、メンタルヘルスやがんなどの病気と比べて、難病と
いう言葉に付随する印象の違いもあるかと思います。「難し
い病」と書くように、なかなか職場に病気を説明できない、
必要な配慮についてうまく説明できないという現状がある
のだと思います。このような問題意識に関して産業保健職
としてできることがあるのではないかと考えます。

難病患者が就労を継続する上で　　
����る���

会社・職場への病名の
申告

自分の病状についての
説明・言語化能力

病状

発病のタイミング

上司の理解

同僚の理解

職場の風土

就業上の配慮

主治医の患者の就労
への関心

産業保健職の
意識

難病患者が就労を継続する上で障害となる要因

病状の説明

本人の体調

職場の要因

3 

産業看護職が支援できる部分
が�る�で������

　どのようなところが障害になっているのかと言いますと、
やはり一番は病名の申告です。この話をすると、「全員が職
場に病名を申告しなければいけないのでしょうか」という
ご意見をいただくのですが、やはり職場で配慮するにあたっ
ては病名を伝えていただかないといけないとうまくいかな
いのではないかと思います。病名を隠した状態で必要な配
慮だけを求めていくことは難しいのではないかと思います
ので、病名の申告ができているかどうかは 1つの課題だと
思っています。本人が病名を申告できていないというだけ
でなく、やはり常日頃から申告しやすい職場風土であるこ
とが重要なのではないかと考えます。
　ここで産業保健職としてできることは、スライドに言語
間能力や説明と書いていますが、この部分でお役に立てる
のではないかと思います。当事者の方に話を伺うと「説明
し疲れ」という印象を受けることがあります。上司が変わ
る度に自分の病状を説明しなければならなかったり、自分
に必要な配慮をお願いしなければならなかったりして大変
だと聞きます。「2人目の上司に変わったところまでは説明
していたけれど 3人目からはもう止めました」というお話
も聞きますので、日頃から配慮が必要な方との面談の際に
産業保健職が間に入りながら、上司・本人・産業保健職の
3者で定期的なコミュニケーションがとれていると、上司
が変わった場合にも産業保健職から新しい上司に説明する
ことによって、よりスムーズに進むのではないかと思いま
す。
　私どもの研究班でも色々な先生と課題を共有して進めて
いるのですが、主治医の先生も就業についての関心度が科

III
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によって差があるのではないかと思います。最近、がんは
色々なところで話題になっているので一時期とは状況が異
なるかもしれませんが、他の病気についてはまだまだ十分
ではないところがあると思います。主治医の先生も数分間
の外来の中で患者さんから色々な話を聞くことは難しいか
もしれないので、例えば産業保健職として病気を持ってい
る方と面談する際に、本人を通じて主治医に一度相談する
ことをアドバイスして差し上げるだけでも主治医に気づい
ていただくきっかけになるのではないかと思います。
　また、上司の理解についても難しい面があると思います
ので、産業保健職が説明していくことが重要だと思います。
特に病名が身近ではない分、難病の方に関しては職場に十
分に説明していく必要があると思います。がんは身内に 1
人か 2人はいらっしゃると思いますので、皆さん病気をイ
メージしやすいかもしれないのですが、他の難しい名前の
病気を見ると心理的に抵抗感がある部分も出てくるかと思
います。このようなところで産業看護職や産業保健職が十
分に支援できるところがあるのではないかと思います。

�業保健�に��される���

u 言語化の支援：勤怠や健康診断結果に問題が無
くても、既往歴などに記載があれば、一度は面談を
して、以下の点を確認する�
u 体調の確認�
u 業務の状況�
u 通院の状況�
u 上司への病状説明の状況�

�

u 主治医との効果的な連携�
u 外部機関との連携�
u 診断名を一人歩きさせないことへの配慮�
u 全員面談の有効性�

4 

必要に応じて�
上司、人�への�����

「見通し」を説明する
ことが�要��

中小企業の場合には　
社会保険労務士の　　
��も�きい�

　産業保健職に期待される役割ですが、1つは健康状況の
情報をとってうまく上司に伝えていくことだと思います。
その際は、社労士とも連携していく必要があります。特に、
専属の産業医がいない中小企業などでは大切な連携になっ
てくると思います。難病に限らず、どの病気であっても、
関係者と連携しながら見通しについてうまく説明すること
が重要になってきます。経営者の方に話を伺うと、どれく
らいで復職できるかの目安が聞きたいと言われます。1年
で戻れるのか、半年なのか、それに応じて人材の配置など
色々な対応を考えることができるからです。しかし、産業
保健職は当てることはもちろんできないのですが、見通し
をある程度説明して差し上げることはできると思います。
　また、主治医との効果的な連携については、主治医に対
して産業保健職からアプローチをして、こちらから具体的
に情報提供のお願いをすることが重要であると考えます。
「就労上で配慮が必要なことがあればアドバイスください」
というお願いではなく、「この人はこのような仕事をしてい
て、産業保健職としてはこのような部分に懸念を持ってい

ます」と具体的に伝えます。例えば、梯子を使う作業があ
る、工事作業がある、車の運転があるなど、こちらから具
体的にどのような情報提供がほしいのかをお伝えすること
で主治医も対応しやすくなると思います。よく診断書に「軽
作業は可能」などと書かれていて、これでは使いづらいと
いう時がありますが、主治医も忙しい中で診断書を書いて
いますので迷わずに書けるように、こちらからもアプロー
チして情報提供を求めることが重要です。
　それから外部機関との連携や、診断名を一人歩きさせな
いことへの配慮などがあります。また、場合によっては全
員面談を行っても良いのではないかと考えます。この背景
として、患者さんにお話を聞く時に、健康診断の結果に病
名を書くことに勇気がいるとよく言われることがあります。
産業保健職からすると、何か大きな事例になっていなけれ
ば「そうなのか」と思うくらいなのですが、やはり当事者
からすると病名を書くことにはそれなりの覚悟をされてい
るわけです。そのような方がいらっしゃったら、何も問題
が起きていなくても既往歴をチェックしながら一度声をか
けて話を聞くことも必要であると思っています。

����������

5 

障害者�業セ����

障害者就労・生活支援
セ����

�病相談支援セ����

病院相談窓口（MSW��

��保�労���

産業保健総合支援　セ
����

就労��支援�業��

��支援�

��支援�

障害���

　こちらはどのような外部機関との連携があるかを示して
います。色々な機関や関係者が両立支援に関して多くの知
見をお持ちです。プラスアルファの支援をしようとすると、
どうしても職場に入っていくことになるのですが、その時
に産業保健職や企業側はどうしても職場に入ってこられる
ことに抵抗感があります。その抵抗感を薄めて、外部の方
を受け入れる雰囲気づくりをして、連携を進めていく必要
があると思っています。色々なところが定着支援などの活
動をしていますので、そのような知見をうまく使っていけ
ば、より良い連携が進むと思います。特に難病の方につい
ては、右肩下がりに病状が悪くなっていく中で企業側がこ
れ以上職場を提供することは難しいと判断した場合でも、
ただ解雇されてしまうのではなく、就労移行支援事業所や
難病相談支援センターなどに相談して、その方が社会と途
切れないようにアドバイスしていくことができるのではな
いかと思っています。
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III　　｜シンポジウム 1｜　産業保健職の立場から

　中小企業の産業保健についてですが、このように健康診
断はほぼ実施されています。産業保健職が中小企業に両立
支援をうまく伝えていくチャネルになれるのではないかと
考え、現在、色々な対応を進めています。また、関連機関
の役に立つようなツールも作れれば良いと考えています。

中小企業の�業�健�

6 

健康診断����������で�ることはある���

健康診断は中小企業における健康管理活動
の“唯一”であることが多い。�

企業�������� 健診���

��健康�����

リスク�����ー���の����

u 本人、上司、家族、人事、産業医が納得して対応
して、就業継続することに一定のリスクがあることを
共有すること�
u 通勤（自動車、公共交通機関、自転車　等）�
u 仕事内容：危険作業がある場合�

u デスクワークが出来ないときにどうするか�
u どのようなリスクがあるかを検討した上で、関係者が、患者本人
が、就業を継続する上でのリスクを共有すること�

u 会社（上司、産業医、人事）が考えること：「病気を持っていると
分かっているのに、現在の仕事を続けさせて、労災が起きた場
合に説明が出来ない」�

u 家族への説明�

7 

���の��で対応が��る�
u 見通しが立つ�
u リスクが明�になる�

リスクを知りつつ、「������」をいかに�たすか�

　リスクコミュニケーションの重要性ですが、見通しが立っ
たり、リスクが明確になったりすることに加えて、しっか
り話をすることが重要だと思います。産業保健職や現場の
上司などはどうしても安全面について不安に思います。病
名がついた時に「この人は安全に働けるのでしょうか」と
いう質問が出てきます。これに対して、本当に安全面だけ
であれば、もともと現場で働いていた人を完全にデスクワー
クにしてしまうことが考えられますが、そのプロセスにお
いて本人のやりがいについてはほとんど意識されていない
場合があります。本人に「この仕事をしたい」という意志
がある時に、ある程度のリスクを明確にした上で、本人や
家族、関係者に入ってもらって、どうすればその仕事を続
けることができるのか、何か現場でできる仕事はないのか
を話し合い、どのようにすればこの人の安全配慮義務を果
たせるのかを考えていけると良いのではないかと思います。
また、人事の人から「この人は安全に働けないから異動だ」
と判断されそうな時に、「こういう可能性もあるのではない
でしょうか」と言えるポジションが産業保健職ではないか

と思います。産業保健職からそのような提案ができると良
いのではないかと思います。

8 

�立��にお�る在宅雇用の�がり�

l  障がい者は自分で働きやすい環境を自宅で整え
ることで、効率良く業務を行えるようになり、人材
の確保�

l  育児や介護、転居などでの休職や退職を防止で
き、育成してきた人材の確保�

l  居住地域に関わらず優秀な人材を採用�
l  移動時間削減で生産性が向上�
l  自然災害などの緊急時でも在宅で業務が継続で
きるBCP対策が実現�

l  離れていてもコミュニケーションを取れるシステム
の確立や意識の向上�

l  オフィスを小規模化することが可能になり、コスト
削減を達成�

風通しのよい組織風土の醸成が必要になる�

•  社内にいるのと同じようなコミュニケーション　　　
環境を整備する。�

•  障がい者も他の社員もお互いにものが言える　　
関��くり�

障がい者の在宅雇用導入ガイドブック�
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000167968.pdf�

　現在、研究班で活動しながら在宅雇用は究極の両立支援
なのではないかと思っています。両立支援をしていく上で、
在宅雇用をうまく取り込めればもっと就労を継続できるよ
うなオプションが増えるのではないかと考えます。障害者
在宅雇用ガイドブックを見ていただくと、たくさんの知見
が載っています。実際にご紹介いただいたケースでは、症
状のアップダウンがあって会社になかなか通えないという
方をフルタイムの在宅雇用にすることでうまく両立支援が
できているケースがありました。もちろん在宅雇用もすべ
てがバラ色ではなく、産業保健職の立場からは色々な課題
があるとは思っています。

在宅雇用と健康管理�

• フルタイム型「在宅雇用」とパートタイム型
「在宅就労」�
•  「在宅雇用」には自律的な働き方が求められる�

• 健康管理や面談対応の在り方�
• 従来型の場の管理による産業保健では限界が
あるのではないか�

• コミュニケーションとストレス�
• 健康管理の在り方の職場や上司へのアドバイス�
• 安全配慮義務をどう考えるか�

　フルタイム型の在宅雇用とパートタイム型の在宅就労と
いう言葉を作りました。今、よく言われている、週に１日
から 2日を在宅勤務にしましょうというのはパートタイム
型です。そうすると生産性が上がることは理解しやすいと
思います。会社にいたら色々な雑用が入りますが、在宅で
は仕事に集中できますし、子育てなど別のこともできます
し、集中している時に電話がなることもありません。そう
いう意味でパートタイム型については生産性が上がること
がイメージしやすいかと思います。一方、フルタイムの在

－368－



18

宅雇用について話を聞いてみますと、より自律的な働き方
が求められるようになっています。色々な仕事の仕方と仕
組みができてきていると思いますが、自分である程度律せ
られる人が向いていると思っていまして、この辺りは今後
考えていく必要があると思います。
　産業保健職は、従来は場の管理をしていて、会社に来て
いる人の健康管理をしていましたが、フルタイム型の在宅
雇用が出てきますと、どのように対応していくのかを考え
る必要があります。在宅雇用に関しては雑談問題のことを
よく聞きます。雑談がない中で働くことにストレスを感じ
てしまうのではないかという問題ですが、すでに仕組みと
してトライしているところもあると思います。それをどの
ように就業配慮の 1つとして会社に伝えていく必要がある
のか、安全配慮義務をどのように考えるかなど、今後の在
宅雇用の進み具合を見ながら、企業にアドバイスをする産
業保健職として色々な課題について考えていかなければな
らないと思っています。

10 

　最後になりますが、両立支援へのサポートとして、まず
は話を聴いたり、気づいたりすることが重要です。健康診
断の結果などを見ながら課題を抱えている人が潜在的にい
ないか気づくことです。そして、つながることも重要です。
地域の連携機関を知り、会社の窓口になってつながってい
きながら、両立支援を進めていくことが必要だと思います。

参�情報�

11 

独立行政法人労働者健康安全機構　�
・治療と就労の両立支援マニュアル�
https://www.johas.go.jp/Default.aspx��ab�d�10���
・治療と生活の両立支援とは�
https://www.johas.go.jp/sangyouhoken/ryoritsumodel/tabid/1055/Default.aspx�

国立がん研究センター　がん対策情報センター　�
・がんと仕事の����
http://ganjoho.jp/publi�/support/work/�a/index.html�
・がんと共に働く　まず一歩前へ�
http://ganjoho.jp/pub/support/work/index.html�

書籍�
・企業のためのがん就労支援マニュアル　�
　　著者：高橋  都,  森  晃爾,  錦戸  典子�
・企業ができるがん治療と就労の両立支援�
　　著者：��  ���

産業保健職・人事担当者向け　難病に罹患した従業員の就労支援ハンドブック�
http://www.med.kitasato-u.a�.jp/�publi�health/do�s/handbook.pdf�

厚生労働省　�
・治療を受けながら安心して働ける職場づくりのために�
～事例から学ぶ治療と仕事の両立支援のための職場における保健活動のヒント集～�
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/an�en/dl/1�0328-01.pdf�
・治療を受けながら安心して働けることができる職場づくり検討事例集�
‐モデル事業参加企業10社の両立支援マニュアルにみる取組のポイント‐�
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000088932.pdf�

　参考情報ですが、これ以外にもたくさんあります。たく
さんあるのでまとめていかなくてはと思っているところで
す。ここには産業保健職として役に立ちそうな情報を集め
ました。

12 http://ohtc.med.uoeh-u.ac.jp/ryouritsu/wp-content/uploads/2017/06/h26_28_81103_q10.pdf�

産業保健職から、��������������������

　こちらは「両立支援 10 の質問」という、産業医科大学の
先生によって作られた冊子です。これが産業保健職から主
治医にアドバイスを求める際に、どのような聞き方をした
ら効果的かを示したリーフレットになっています。ご関心
がありましたらホームページでご覧ください。

13 

http://www.med.kitasato-u.ac.jp/~publichealth/docs/handbook.pdf�

　こちらは「就労支援ハンドブック」ですが、もともと難
病の方向けに作ったハンドブックに色々な新しい知見を加
えて、現場にとって使いやすいものにしようと新たに作っ
ています。ご本人が会社に持っていって理解を得るために
使えるもの、企業が両立支援に前向きに取り組もうと思っ
ていただけるようなものを作ろうとしています。
　以上です。ご清聴ありがとうございました。
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IV　　｜シンポジウム 2｜　産業保健総合支援センターの立場から

	 	 神奈川産業保健総合支援センター　所長　　渡辺　哲

シンポジウム 2

　皆さん、こんにちは。神奈川産業保健総合支援センター
の渡辺です。今日は産業保健総合支援センターの立場から
お話しさせていただきます。

l 

	  
l  	  
l 

　本日はこちらの 3点についてお話します。

l 

	  
l 

	  

■　神奈川県産業保健総合支援センターの事業概要

　最初に産業保健総合支援センターについてご紹介します。
まだあまり知られていませんので、今、広報活動を行って
います。私どものセンターは厚生労働省が管轄する独立行
政法人	労働者健康安全機構に所属する組織で、各都道府県
に１つあります。全国に 47 あります。

　本部の下に労災病院をはじめ、10 の色々な施設がありま
すが、この中に産業保健総合センターも含まれております。

　どのようなことを行っているかと言いますと、平成 8年
から始めている産業保健推進センターの事業や、労働局と
医師会から移管した地域産業保健事業、平成 20 年から始
まったメンタルヘルス対策支援事業の 3 つを一元化して
行っています。これに加えて平成 28 年 10 月からは治験と
職業生活の両立支援事業が始まりました。

IV
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■　両立支援の必要性

　両立支援の必要性については多くの方がご存じだと思い
ます。現在、罹患しながら働く人の数が非常に多くなって
います。こちらに書いてある主要疾患だけでも 780 万人い
て、さらに不妊治療なども対象にしますと 39 万人が追加さ
れます。非常に多くの方が治療しながら働いています。
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　現在、がんの 5年生存率は、平均ですが 6割を超えてい
ます。もちろんがんによって長いものと短いものがありま
すが、平均的には 6割を超えています。

　がんは 2人に 1人がかかると言われています。働き盛り
でも 6〜 7人に 1人はがんになると想定されています。

　在院日数も短くなっています。
　患者調査を行っても外来で治療を受ける方が圧倒的に多
くなっています。
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IV　　｜シンポジウム 2｜　産業保健総合支援センターの立場から

　このような状況ですので、がんはかつて不治の病と言われ
ましたが、現在は長く付き合う病気であり、尚且つすぐに仕
事を辞めたりせず、働きながら治療を続けていけば良いとい
う病気になってきているというのが現状でございます。

l 

用 89.5
 

l  見
60.2  

l  51.9  
l  80.5

26

　こちらは平成 26 年に東京都が行った、がん患者の就労に
関する実態調査です。会社がどのようなことに困っている
かというと、やはり従業員が病気になった場合に管理をど
のようにして良いか分からないことです。特に、病気の人
の治療がどのくらい続くのかという見通しが分からないこ
とに困っています。それから復職可否の判断に困っていま
す。患者さんは、8割以上の方が仕事の継続を希望してい
ます。
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　こちらは静岡がんセンターのデータですが、3割以上の
方ががんによって仕事を辞めています。
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　離職の時期ですが、4割近い方は診断がついて治療を始
める前に辞めてしまっているという結果が出ています。
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　仕事を辞める理由としては、仕事を続ける自信がない、
周りに迷惑をかける、休みを取るのが難しいという理由が
多くなっています。これらは会社にきちんとした制度があ
れば防げる内容だと思います。
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　何が必要かというと、柔軟な働き方です。勤務時間や休
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養についての柔軟な制度が必要だろうという回答が挙がっ
ています。
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　国に対する要望としては、就労が困難になった際の相談
支援体制を作って欲しいと 5割の方が考えています。

　事業場における現況を見ますと、会社は利益を上げるこ
とが大きな目的ですが、最近はそれだけではダメで、会社
にも社会的な責任があると認識されています。CSR が盛ん
に強調されていますし、消費者や従業員の健康や幸福を会
社は考えなければいけないと言われています。働く人の求
めるものも変わってきています。高い賃金で働きたい、地
位を上げたい、やりがいを求めたいという方が昔は多かっ
たのですが、最近は別のことをしたいから時間がほしいな
ど、違う価値観を持った人が増えています。さらに管理構
造から見ても、昔は似たような労働者層だったのですが、
最近は中途採用や女性、外国人など、色々な人に対応する
働き方を考える必要があります。

■　対策

　現況に対する対策ですが、国が進めている働き方改革の中
で病気と治療、子育て、介護等の両立支援が挙げられています。
　平成 27 年にがん対策推進基本計画ができました。平成
19 年度から 10 年間でがんの死亡率を 20%減らすという目
標が立てられましたが、それができないということで、平
成 27 年に目標を絞って、がん検診、たばこ対策、肝炎対策、
学校でのがん教育などの予防関連、治療・研究関連、そし
てがんとの共生に関する対策が基本計画として出されまし
た。がんとの共生では、就労支援にも力を入れることが方
針として決まっています。

□ 趣旨 
働き方改革の実現を目的とする実行計画の策定等に係る審議に

資するため、開催するもの。 
 

□ 構成員 
 議長 安倍晋三 内閣総理大臣 
 議長代理 加藤勝信 働き方改革担当大臣 
        塩崎恭久 厚生労働大臣 
 構成員 麻生太郎副総理兼財務大臣、菅義偉官房長官、石原伸 
     晃経済再生担当大臣兼内閣府特命担当大臣（経済財政政 
     策）、松野博一文部科学大臣、世耕弘成経済産業大臣、石 
     井啓一国土交通大臣 
 （有識者） 

   生稲晃子 女優 
   岩村正彦 東京大学大学院法学政治学研究科教授 
   大村功作 全国中小企業団体中央会会長 
   岡崎瑞穂 株式会社オーザック専務取締役 
   金丸恭文 フューチャー株式会社代表取締役会長兼社長グループCEO 

   神津里季生 日本労働組合総連合会会長 
   榊原定征 日本経済団体連合会会長 
   白河桃子 相模女子大学客員教授、少子化ジャーナリスト 
   新屋和代 株式会社りそなホールディングス執行役人材サービス部長 

   高橋 進 株式会社日本総合研究所理事長 
   武田洋子 株式会社三菱総合研究所政策・経済研究センター副セン 

            ター長チーフエコノミスト 

   田中弘樹 株式会社イトーヨーカ堂 人事室 総括マネジャー 

   樋口美雄 慶應義塾大学商学部教授 
   水町勇一郎 東京大学社会科学研究所教授 
   三村明夫 日本商工会議所会頭 

 
 

□ 進め方 
 第1回を平成28年9月27日に開催。 
 有識者議員全員から、働き方改革についての考え方、審議すべき
テーマ等について発言。 
 安倍総理から、本会議では、当面、次のようなテーマを取り上げる旨
御発言。 

1.  同一労働同一賃金など非正規雇用の処遇改善 

2.  賃金引き上げと労働生産性の向上 

3.  時間外労働の上限規制の在り方など長時間労働の是正 

4.  雇用吸収力の高い産業への転職・再就職支援、人材育成、格

差を固定化させない教育の問題 

5.  テレワーク、副業・兼業といった柔軟な働き方 

6.  働き方に中立的な社会保障制度・税制など女性・若者が活躍し

やすい環境整備 

7.  高齢者の就業促進 

8.  病気の治療、そして子育て・介護と仕事の両立             

9.  外国人材の受入れの問題 

「働き方改革実現会議」の概要 

27 12

「事業場における治療療と職業⽣生活の両⽴立立⽀支援のた
めの�

�������に����

厚⽣生労働省省安全衛⽣生部労働衛⽣生課産業保健⽀支援室�
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IV　　｜シンポジウム 2｜　産業保健総合支援センターの立場から

　この基本計画に基づいて、昨年 2月に両立支援のための
ガイドラインが厚生労働省から発表されました。こちらは
ホームページからもダウンロードできます。
　ガイドラインには、何が狙いか、どのように両立支援を
進めるかの具体例が載っています。事業者による両立支援
の取り組みの位置づけとしては、労働者の健康を守るため
ということです。病気になったからといってすぐに辞めさ
せるのではなく、なるべく働いてもらえるようにする必要
があり、きちんと両立支援に取り組むことが会社にとって
の評判も良くすることにもつながります。健康経営の観点
からも重要であるとガイドラインに書かれています。

☑    事業者や事業場関係者に、疾病を抱える労働者の現状と、治
療療と職業⽣生活の両⽴立立を進めることの意義についての理理解を広
める。�

☑    疾病を抱える労働者の治療療と職業⽣生活の両⽴立立について、対応
の仕⽅方が分からない企業が多いため、具体的な対応⼿手順・⽅方
法を提⽰示し、取組の促進を図る。�

☑    主治医が就業上の措置等について判断できるよう、患者の仕
事の情報が主治医に伝わるようにすると同時に、就業上の措
置等に関する主治医の意⾒見見が事業場側に伝わるようにするこ
とで、スムーズな情報のやりとりを図り、両⽴立立⽀支援が円滑滑に
進むようにする。�

 　  ⇒  情報のやりとりのための様式例例を⽰示し、医療療機関側の理理
解・協⼒力力を求める。�

�������の����の��������

 　治療療が必要な疾病を抱える労働者が、業務によって疾病が増悪す
ることがないよう、治療療と職業⽣生活の両⽴立立のために必要となる⼀一定
の就業上の措置や治療療に対する配慮を⾏行行うことは、労働者の健康確
保対策として位置づけられる。�

※ 　疾病に罹罹患していることをもって安易易に就業禁⽌止の判断をするのでは
なく、できるだけ配置転換等の措置を講じ、就業の機会を失わせないよ
うにすることに留留意が必要。�

���者�������の��の�����

 　労働者の健康管理理という位置づけとともに、⼈人材資源の喪失防⽌止、
労働者のモチベーションの向上による⼈人材の定着・⽣生産性の向上、
さらには、「健康経営」や社会的責任（ＣＳＲ）、労働者のワー
ク・ライフ・バランスの実現といった意義もある。�

���者�������の���

 　治療療と仕事の両⽴立立⽀支援のための取組の進め⽅方�
 　①  労働者が事業者へ申出�
 　 　・労働者から、主治医に対して、業務内容等を�
 　 　 　記載した書⾯面を提供�
 　 　・それを参考に主治医が、症状、就業の可否、�
 　 　 　作業転換等の望ましい就業上の措置、配慮�
 　 　 　事項を記載した意⾒見見書を作成�
 　 　・労働者が、主治医の意⾒見見書を事業者に提出�

 　②  事業者が産業医等の意⾒見見を聴取�

 　③  事業者が就業上の措置等を決定・実施�
 　 　・事業者は、主治医、産業医等の意⾒見見を勘案し、�
 　 　 　労働者の意⾒見見も聴取した上で、就業の可否、�
 　 　 　就業上の措置（作業転換等）、治療療への配慮�
 　 　 　（通院時間の確保等）の内容を決定・実施�
 　 　※「両⽴立立⽀支援プラン」の作成が望ましい�

主治医� 労働者�
意⾒見見書�

業務内容等�

両⽴立立⽀支援プラン�
���

意⾒見見書�
提出�

作成�

　具体的な進め方ですが、企業の方にとってはその人のが
んの治療の見通しがまったく分からないので対策に困るわ
けですから、まずは労働者が就業内容を主治医に知らせま
す。そのフォーマットや例文などがガイドラインに載って
います。私はこのような仕事をしていると知ってもらうと
いうことです。そして主治医はそれに基づいて治療の見通
しと、どのような注意が必要か、診療内容を見ながら意見
書を書きます。それをもとに産業医等の意見を聞きながら
両立支援プランを作成します。ここにはもちろん労働者の
意見も取り入れます。このようなことを進めていこうとい
うことが書かれています。

	  
	  

	  
	  

　企業と医療機関の間でうまくいけば良いのですが、中小
企業では産業医もいないので困ることがあります。その場
合は外部機関を利用します。私どものような産業保健総合
支援センターには、両立支援コーディネーターがいます。
当センターでは両立支援促進員と呼んでいます。両立支援
促進員は実際に調整を行い、仕事と治療の両立プランの作
成をお手伝いします。このようなトライアングル型支援を
推奨しています。基本は、会社と医療機関の間でうまく情
報を連絡できれば良いわけです。

u ガイドラインの普及啓発�
�
u ハローワークに専⾨門相談員
を配置し、「がん診療療連携
拠点病院」と連携して、
個々のがん患者等の希望や
治療療状況を踏まえた職業相
談・職業紹介、事業主向け
セミナー等を実施する「が
ん患者等に対する就職⽀支援
事業」の全国展開 　等�

労働局・労働基準監督署・�
ハローワーク�

u 専⾨門の相談員を配置し、�
•  事業者等に対する啓発セミ
ナー�

•  産業保健スタッフ、⼈人事労務
��者等に対する専⾨門����

•  �療療�事者に対する���
•  事業場�の��⽀支援�
•  ��者��の相談対��
•  患者（労働者）と事業場の間
の個���⽀支援�

•  好事例例の収集、情報提供等�

産業保健��⽀支援センター�

　厚生労働省における両立支援対策としては、1つは労働
局や労働基準監督署、ハローワークを通して、企業に対し
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てガイドラインの普及啓発を行ったり、就職に関するセミ
ナーや支援を行ったりしています。私ども産業保健総合支
援センターでは、働いている方に対して色々な支援を行っ
たり、産業保健スタッフや医療従事者に対する研修を行っ
たり、事業場を実際に訪問して個別に就労支援を行ったり
しています。

l 

l 

　こちらが私どもの行っている支援ですが、治療と職業生
活の両立支援対策の普及促進のための個別訪問支援を行っ
ています。会社側からの要請があれば、両立支援促進員が
会社に訪問してプランを作る支援をしています。

1.   

2.   

　こちらが両立支援の主な内容です。ガイドラインに基づ
いて啓発セミナーを行っています。それから個別訪問支援
を行っています。どのように対応して良いか分からないと
いう相談があれば、社労士や医療ソーシャルワーカー、保
健師などの両立支援促進員が実際に会社にお邪魔して、両
立支援に関する制度の導入の仕方を伝えて支援しています。

3. 
l 

l 

l 

l 

4. 
l 

　個々の労働者に対して会社がどのような支援をして良い
か分からないという場合には、実際に会社にお邪魔して、
事情を聞いて両立支援プランを作成します。これは会社と
労働者の両方の同意が必要になります。この他にも普段か
ら相談が必要な時には、メールや電話、面談などで対応し
ています。

	  
	  

	  
	  

	  

9  
3  

2  
4

　こちらが当センターの取り組みですが、関東労災病院と
連携して両立支援を行っています。現在、両立支援促進員
が 9名います。このうちの 4名が関東労災病院に常駐して
います。残りの 5名は、社労士が 3名と保健師が２名です。
実際に会社からの要請があれば出向いていき、制度の作り
方の説明や、困っている事例があればその方の復職の両立
支援プランの作成をお手伝いします。これらはすべて無料
で行っています。
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IV　　｜シンポジウム 2｜　産業保健総合支援センターの立場から

l  	  
Ø 

Ø 

l  	  
Ø  	  
Ø  	  
Ø 

　両立支援の実際の相談例をご紹介します。こちらは 50 人
未満の小規模事業所です。ある方ががんになってしばらく
休んだのですが、治ったので復職したいと申し出ました。
会社は本人から復職したいと言われてどう対応して良いか
分からないということでした。病気も分からないし、どの
ような準備をしたら良いかも分からないので私どものセン
ターに相談しに来ました。小規模事業所ですから産業医は
いません。当センターの下に地域産業保健センターが 12 あ
ります。地域産業保健センターの地元の医師会と提携して、
登録産業医が約 200 名います。その地域の産業医の先生に
どのような状況なのかを見てもらって、場合によっては主
治医に問い合わせて仕事の内容がその方にとって問題ない
かどうか確認するなどしていくのはいかがでしょうかと、
会社側にアドバイスしながら進めています。

　このようなポスターを作りました。「治療を受けながら働
き続けることを不安に思っている方へ」と書かれたポスター
で広報活動を行っています。関東労災病院の受付や相談室
に貼っていただいています。ポスターの右端にはポケット
を作って、問い合わせ先の電話番号が書かれた名刺サイズ
のカードを入れています。「どうぞお取りください」と案内
して、相談を希望する人向けに配布しています。現在、診
察室にも貼っていただけるようにお願いしています。神奈
川県の 4つの拠点病院の患者相談室に貼っていただけるよ

う動いているところです。
　このサービスは、現在は対象疾患を絞らせていただいて
います。すべての疾患を対象にしますと、人数的に無理な
ので、がん、脳卒中、糖尿病などの慢性疾患を対象にして
います。段々と広がってくれば対象疾患も広がってくると
思いますが、今のところはこれらの疾患を想定しています。
すべて無料で行っています。

	  
🏣🏣🏣🏣221-‐0835	  

3-‐29-‐1	  
	  

045-‐410-‐1160 📠📠📠📠045-‐410-‐1161	  
	  

　私どものセンターはまだあまり知られていませんので、
今、色々な広報活動を行っています。テレビや新聞などマ
スコミを使って広報活動を行っています。
　以上です。ご清聴ありがとうございました。
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	 	 神奈川障害者職業センター　所長　　宮崎	哲治

シンポジウム 3

　皆様こんにちは。高齢・障害・求職者雇用支援機構、神
奈川障害者職業センターの宮崎と申します。宜しくお願い
いたします。
　今日は色々な皆様にお集まりいただいておりますが、障
害者職業センターをご存知の方はどれくらいいらっしゃい
ますでしょうか。半分以上の方はご存知のようですね。ほ
とんどの方は知らないのではないかと心配していたところ
です。私どもは、高齢・障害・求職者雇用支援機構という
厚生労働省所管の法人で、全国 47 都道府県で運営していま
す。同じ厚労省所管の組織である産業保健総合支援センター
はどちらかというと監督署関係をサポートしている機関で
すが、私どもはハローワーク関係を主にサポートするとい
うことで全国に作られている機関です。

１　セーフティネット
■地域の状況を踏まえ、どの地域にお
いても 職業リハビリテーションサービス

を均等・公平に受けられるように、県内
全域で業務を展開	  

３　支援技法の実践・普及
	  

■総合センター研究部門において研究・開
発された支援技法を活用した支援を実施	  
	  
■最新の知識、技法を蓄積し、地域の関係
機関に提供することで、地域全体の支援力
の向上に 寄与　　	  
　　	  
	

２　困難事例への対応
■他の機関では支援が困難な障害者
に対する職業リハビリテーションサービ

スを重点的に提供	  
■障害者、企業双方への個別支援計
画に基づく体系的な支援を実施　	  
　　	  
	

４　全国ネットの組織力
■全国ネットの豊富な実践事例や支援
ノウハウを結集させたサービスを提供	  
■都道府県の枠を超えた障害者雇用に
係る企業支援を提供	  
　　	  
　　	  
	

全国規模企業	  
本社	

Ａ県支社	

Ｂ県支社	

Ｃ県支社	

ＨＷ雇用率達成
指導	

各県での
支援	

Ａ職業ｾﾝﾀｰ	

Ｂ職業ｾﾝﾀｰ	

Ｃ職業ｾﾝﾀｰ	

　実際にどのようなことをやっているかの詳細は、また機
会がありましたら見ていただければと思うのですが、47 都
道府県のどこでも同じようにサービスが提供できるように
各都道府県の色々なノウハウを持って取り組んでいます。
そのノウハウを全国で共有しながら、初めて対応するケー
スであっても全国ネットワークの中で一番効果的な職業リ
ハビリテーションサービスを提供しています。また、千葉
県の幕張の障害者職業総合センターでどのような支援技法
を展開していけば良いか、あるいは企業に対してどのよう
な働きかけをしたら良いかという研究や、社会制度の研究
などを行っています。そのようなバックグラウンドを生か
しながら、全国各地で支援させていただいているという全
国ネットの組織力で対応しております。例えば、東京に本

社があって神奈川に支社がある企業で、東京本社での人事
担当から相談があり、実際の仕事場が神奈川になるような
場合には、東京のセンターと神奈川のセンターがタイアッ
プしながらサポートする形も多々発生しております。
　私ども職員も全国転勤していまして、私は神奈川の前は
北海道にいました。それもまた全国ネットの組織力として
生かされています。例えば、札幌で相談をしている方が実
は実家が札幌で戻ってきているのだけれど、関東で復帰を
するという時には、それぞれの職業センターの連携と企業
の本社支社との関係の中で上手く復職をサポートする体制
を作っています。

就職のための支援	
職場適応・定着の支援	
職場復帰の支援	

対象者を介した連携	
職リハ情報の発信	
職リハ人材の育成	

雇入れ支援・定着支援	
職場の体制整備の援助	
採用計画の作成支援	

障害者支援	

関係機関支援	

家族等支援	

事業主支援	

３方向のバランス	
の良い支援が	

職業リハビリテーションの	
ニーズ	

　私どもが取り組んでいるのは職業リハビリテーションと
いう領域です。リハビリテーションと聞くとご本人に対す
る支援が中心と捉えられがちなのですが、私どもが取り組
んでいるのは、点から線、点から面へという形の取り組み
となっています。実際にはご本人に対する就職、復職・定
着などの態勢を作っていく支援も行っていますが、それ以
上に力を入れているのが、企業にどのような環境を作れば
ご本人が職場の中で力を発揮しきれるか、あるいは会社の
中でどのような関わり方をしたら良いのかという理解の
促進障害がある方達を支える関係機関のネットワークやサ
ポート体制づくりの 3方向の支援です。ご家族の協力体制
を作り、企業、本人、家族の三次元で上手く安定させてい
くことによって、ご本人の就職や職場復帰が円滑になるよ
うな体制づくりを目指しています。この 3方向のバランス
を考えた支援が、職業リハビリテーションです。

V
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V　　｜シンポジウム 3｜　難病者等の就労を支える機関の立場から

	  

①身体障害者	

②知的障害者	

③精神障害者	

④その他（高次脳機能障害，難病のある	  

　者，広汎性発達障害等々）	  

※手帳の有無に関係なく利用可能	  

※特に復職支援ではほとんどの方が	  

　　手帳未取得者	

	  

対象の障がいのある方	
	  
①障害者の新規雇用	

②雇用管理面での援助希望	

③休職者の職場復帰を検討	

④障害者の採用計画の検討	

⑤雇用率の向上方策の検討	

⑥職務再設計、切出し方法の援助希望	  
⑦社内啓発、社員研修を検討	

⑧特例子会社の設立を検討	

⑨他社での取り組みを知りたい	  
　　等の事業主	  

	  

企業（事業主）	

　　　　①障害者の就労支援ノウハウを学びたい、支援スキルを習得したい	  
　　　　②障害者の就労支援を行うに当たっての助言がほしい	  
　　　　③ジョブコーチを配置したい(訪問型ジョブコーチ支援機関）	  
　　　　④地域の就労支援ネットワークの形成をしたい　　　　　等の就労支援機関	

就 関	  
労 係	  
支 機	  
援 関	  

　実際に対象となる方は、障害のある方であれば障害者手
帳の有無に関係なく利用を受け付けています。身体の障害、
知的の障害、精神の障害の方の他に、難病の方達を含めて
手帳の有無に関係なくご支援させていただいているのが特
徴となっています。一方で、受け入れ側の企業に対しては、
障害のある方の新規雇用や採用計画などにも対応していま
すが、休職されている方の職場復帰や職務再設計、職務切
出しというあたりもサポートさせていただいています。一
緒に支援を行う機関にも職業リハビリテーションのノウハ
ウをお伝えしながらタイアップをし、ネットワークを組ん
でサポートしていける体制づくりを行っています。

　ご本人、ご家族、あるいは関係機関の方や企業、色々な
立場の方から相談がきますが、まず利用されるにあたって
は、ガイダンスとして障害者職業センター業務を説明させ
ていただいています。その後、ご本人と相談しながら、こ
れからの支援計画をどうするか、職業リハビリテーション
計画を作ります。職業準備支援、ジョブコーチ支援のほか、
うつ病の方のリワーク支援など、復職の準備をしながらハ
ローワークと連携し、職場に定着できるようにフォローアッ
プを展開するサービスを提供しています。

　実際に難病の方をどれくらい扱っているかと言いますと、
主たる障害が難病である人の利用状況について 5年程の統
計で示しております。全国の合計では 1,000 名ほどの利用
者にご利用いただいています。結構いらっしゃると感じま
すが、各年度、1つの県で見ますと 10 人に満たない利用に
なっています。私どももまだまだ知れ渡っていないので、
もっと周知していかなければいけないと広報活動に取り組
んでいるところです。

主たる障害が難病である者の利用状況(最近5年間)	

　	 計	 新規利用者	 再扱利用者	

平成28年度	
全国	 209	 163	 46	
神奈川	 8	 5	 3	

平成27年度	
全国	 173	 137	 36	
神奈川	 12	 10	 2	

平成26年度	
全国	 160	 113	 47	
神奈川	 7	 6	 1	

平成25年度	
全国	 156	 124	 32	
神奈川	 4	 3	 1	

平成24年度	
全国	 141	 103	 38	
神奈川	 6	 5	 1	

5年間計	
全国	 839	 640	 199	
神奈川	 37	 29	 8	

2	 主たる障害又は重複障害で難病のある者の利用状況	

　	 計	
　	 手帳所持者(重複あり)	

新規	 再扱	
身体障害	  
者手帳	

療育手帳	
精神保健福祉

手帳	

平成28年度	
全国	 326	 218	 108	 95	 36	 66	
神奈川	 9	 6	 3	 0	 0	 0	

平成27年度	
全国	 280	 197	 83	 75	 31	 62	
神奈川	 13	 11	 2	 3	 0	 1	

平成26年度	
全国	 255	 163	 92	 76	 26	 45	
神奈川	 7	 6	 1	 2	 0	 2	

平成25年度	
全国	 244	 165	 79	 63	 24	 43	
神奈川	 5	 3	 2	 0	 0	 1	

平成24年度	
全国	 216	 141	 75	 62	 29	 46	
神奈川	 8	 7	 1	 0	 2	 1	

5年間計	
全国	 1,321	 884	 437	 371	 146	 262	

神奈川	 42	 33	 9	 5	 2	 5	

　こちらは、難病以外の障害をお持ちの方、また、難病と
重複して精神疾患を持たれている方の利用状況の統計です。
重複障害で難病のある方を合計してもスライドにある数字
になります。全国の利用者数にすると、これから難病の方
の支援にもっと力を入れていかなければならないと考えて
おります。
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　実際どのような相談をしているのかをご紹介します。難
病の方からの相談では、カミングアウトのことや、障害を
どのように伝えるのか、医療管理面でどのようなことに気
をつけて対応したら良いか、会社にどのように説明したら
良いか、それに伴って働き方の制限や条件をどのように整
理するのかなどが挙げられます。相談の際に特に大切な点
として、ご本人が働くことによってどのようなパフォーマ
ンスを職場で発揮できるか、セールスポイントは何かを見
出していくようにしています。カミングアウトについては、
この後でご説明させていただきます。
　相談にはカウンセラー、職場での支援にはジョブコーチ
というスタッフが対応しています。医療従事者ではありま
せんので、主治医の先生と連携しながら病気についての理
解をしっかり深めなければ、企業への橋渡しが難しくなっ
てしまいます。労働条件について整理するところも押さえ
なければなりません。ご本人から話を聞いて、病気につい
ての見通しだけの「線」の部分で支援をしていくと上手く
いきません。職場に戻ってから長続きしなかったり、無理
しすぎたりすることも発生しますので、医療機関や他の支
援機関との連携の中で「面」の形にして取り組むような広
がりを持ちながら進める必要があります。働き方をどのよ
うにしていくべきか、どのようなサポート体制を作るべき
かを考え、ご本人の復職や就職の支援をしております。先
ほど特に大切な点として申し上げましたが、どのような点
を会社に理解してもらい、人材として売っていけるかが重
要だと考えています。ご本人も自信を持って取り組んでい
ければ、安定した就労に繋がっていきます。働くというこ
とは、経済的な部分ももちろんありますが、職場に入って
ご本人の働きがいに繋がっていくような、会社に貢献して
いる、仕事を通して社会に参加している、コミュニティー
の一員として働いているという実感も大切です。そのため
には、自分がこのような仕事をやっていきたいという目標
立てをしながら、そこに向けて働く中で自己実現を図り、
目標達成による自己肯定を深めていただくことが必要だと
思います。
　また、生活のリズムを安定させることで体調も良くなり、

8	

●カミングアウトの方法・内容を一緒に考える（戦略作り） 
　・オープンにする場合には５Ｗ２Ｈを整理（精神障害と同様） 
　・クローズで働く場合のフォロー方法の検討 
　・求職者が主体者としてのインフォームドコンセント 
 
●医療管理面での留意事項を抑える 
　・求職者がどの程度正確に説明できるのかを確認 
　・不調の見分け方（サイン）の確認 
　・不調になった時の対応方法や連絡先を整理 
　・病状変化（進行）の情報を得る（主治医からの直接情報を聴取するのがベター） 
 
●働き方の制限・条件を整理する 
　・勤務時間の制約の確認 
　・通院の頻度と通院場所の整理 
　・環境面での配慮必要事項、労働条件の整理 
　・労働力としての見通しを整理 
 
●セールスポイントを見いだす 
　・病気はあるが、職務面、人間関係面で貢献できる能力を見いだす	

仕事と余暇などの時間のメリハリをつけて安定した職業生
活を送ることに繋がっていきます。そのためには、無理を
しすぎないこと、病気であってもここは売れるというとこ
ろを作って自信に繋げていくことも大切です。私どもはセー
ルスポイントを見出だすところにも力を入れて相談に対応
しています。

①支援者はカミングアウトすることを前提に支援を進めてしまいがち。この結果、『オープン』
か『クローズド』かの二者択一的な対応に陥りがち。	

	

	

②障害のカミングアウトについては、5W2Hの整理が必要。	

　　When：どういうタイミングで(採用面接で、問題が出た時、慣れた段階でetc)	

　　Where：どのようなシチュエーションで(社員研修で、職場内で、休憩室でetc)	

　　Who：誰に対して(人事担当者に対して、上司・同僚に対して、他職場の人にetc)	

　　What：何を説明するのか(障害名を、困り感を、助けてほしいことをｅｔｃ）	

　　Why：どうして説明するのか(助けて(配慮して)ほしいから、分かってほしいからetc)	

　　How　to：どういう形で説明するのか(自分でナビブックを使って、支援者から研修会で資料
により、人事担当者から口頭で簡単にetc)	

　　How　much：どの程度説明するのか(詳しさは、説明回数は(何度かに分けて)etc)	

	

	

③カミングアウト前後のフォロー体制	

　・カミングアウトすることの抵抗感やたじろぎのサポート体制はどうか(カミングアウト前)	

　・カミングアウト後のフォロー体制が磐石か(カミングアウトしたことへの後悔、カミングアウト
したことで許される範囲や事象の整理、周囲の者の変化への対応etc)(カミングアウト後)	

　・カミングアウト後の効果測定は（計画と比べてどうだったのかの評価）(効果とハレーション)	

　カミングアウトについては、精神の障害の方に対して支
援をする中でノウハウを培ってきているところです。ご本
人の障害、疾患名を伝えるか伝えないかという部分も含め
て、オープンにすれば全てが解決するというわけではない
ですし、オープンにするかクローズドでいくのかという二
者択一ではないだろうと考えています。会社の受け入れ状
況、ご本人の病状、今の状態などを踏まえて、5W2H、い
つ、どのようなシチュエーションで、誰に対して説明する
のかという戦略を作っていかなければなりません。その上
で、どのような形でどの程度説明するのかが重要になると
思います。中には病名を伝えることによって、インターネッ
ト等で調べて「この人はダメなのではないか」と思い込ん
でしまう可能性もありますで、病名を伝えずに上手に説明
をすることも必要なのかもしれません。また、ご本人にど
の程度のことを説明してもらうのか、支援者が説明する方
が良いのかなども整理していく必要があります。カミング
アウトした後で、やはり言わなければよかったと感じる方
もいらっしゃるかもしれませんし、カミングアウトする時
の抵抗感や戸惑いなども含めてサポートしていかなければ
いけません。「言ったほうが良い」と一方的に説得して行う
ものではないので、どのようにしていくかを整理しながら
カミングアウトの問題を考えていくことが重要だと考えま
す。このようなことを精神障害の方の支援の中で感じ取っ
ていますので、今後、難病の方にも生かしていければと思っ
ているところです。
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V　　｜シンポジウム 3｜　難病者等の就労を支える機関の立場から

保健医療機関と就労支援機関との連携の具体的内容	

•  精神障害では保健医療機関・職種でも就労問題の認識が高く多くの取組
がなされている　	

•  難病では患者からの就労相談を受ける一部の機関・職種での問題認識
や取組に限られている 

＜課題事項等＞
・医療分野・就労支援分野共に難病患者の就労問題の認識自体が少ない 
・医療分野と就労支援分野の連携、専門性を反映した役割分担が少ない 


　　　それぞれの専門性を活かした具体的取り組み、連携があると
　　　問題解決の見通しが改善される 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	

障害者職業総合センター　調査研究報告　NO.１２２	  
h3p://www.nivr.jeed.or.jp/research/report/houkoku/houkoku122.html	  

	

　難病の方の支援の取り組みについての研究結果を今日の
ご案内の中にも入れておりますが、具体的な内容について
は研究報告書をご覧いただければと思います。精神の方と
比べた時に難病ではまだまだ医療機関と職業リハビリテー
ション機関との連携について十分に出来ていないと言われ
ています。

保健医療機関と就労支援機関との連携（難病）	

●

●

●

保健医療機関と就労支援機関との連携（精神障害）	

●

●

●

　実際にアンケートの結果等を見ても、治療と仕事との両
立スキルや、労働条件、治療と勤務の時間調整などについ
て取り組んでいる医療機関の割合は、まだ 2割程度です。
就労支援機関でも 2〜 3割程度で、実際には取り組まれて
いない機関の方が圧倒的に多いです。

　難病に関するグラフは縦軸を 50%のところで仕切ってい
ますが、精神障害に関するグラフでは縦軸を 100%で仕切っ
ていますので、一見同じような傾向に見えますが、実際は
かなり異なっています。精神障害のグラフに難病のグラフ
部分を当てはめてみると、難病の方は左下の色枠の部分の
中だけで取り組んでいるということになります。難病に関
しては、まだまだ課題が多いという研究報告もあります。
　その他に添付した資料ですが、私どもの研究報告と、9
月 16 日に立ち上がった障害者雇用の関係の制度関する厚労
省の研究会の資料です。厚労省の研究会は、11 月 7日の会
合で難病関係について団体の方が報告されていましたので、
ご案内させていただきました。お時間のある時にご覧いた
だければと思います。
　以上で私からのお話を終わらせていただきます。ご清聴
ありがとうございました。
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資　料　等	

●2016年6月　独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構　　	  
　　障害者職業総合センター　マニュアル・教材　NO.36	  
　　「難病のある人の就労支援のために」	  
　　h+p://www.nivr.jeed.or.jp/download/kyouzai/kyouzai36.pdf	  

	  
●2011年4月　独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構　　	  
　　障害者職業総合センター　　　　　調査研究報告書No.103	  
　「難病のある人の雇用管理の課題と雇用支援のあり方に関する研究」	  
　　h+p://www.nivr.jeed.or.jp/research/report/houkoku/houkoku103.html	  
	  
　　①難病のある人が病気を持ちながら就労している職業	  
　　②疾患別の現在就労している職種の具体例	  
　　③配慮・支援・環境整備を本人が必要としている割合	  
　　④配慮・支援・環境整備を本人が必要としている場合に整備されている割合	  
	  

●2014年4月　独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構　　	  
　　障害者職業総合センター　　　　　調査研究報告書No.122	  
　「就労支援機関等における就職困難性の高い障害者に対する就労	  
　　支援の現状と課題に関する研究～精神障害と難病を中心に～」	  
　　h+p://www.nivr.jeed.or.jp/research/report/houkoku/houkoku122html	  
	  

●2015年4月　独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構　　	  
　　障害者職業総合センター　　　　　調査研究報告書No.126	  
　「難病の症状の程度に応じた就労困難性の実態及び就労支援の	  
　　あり方に関する研究」	  
　　h+p://www.nivr.jeed.or.jp/research/report/houkoku/houkoku126html	  
	  
　　　	

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 
神　奈　川　支　部 

神奈川障害者職業センター 
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VI　　｜シンポジウム 4｜　当事者の立場から

VI

	 	 一般社団法人	日本難病・疾病団体協議会　

	 	 	 	 	 	 代表理事　　森　幸子

シンポジウム 4

　皆さん、こんにちは。本日は当事者の立場としてお話さ
せていただきます。私は全国膠原病友の会に所属しており
ます。私自身が膠原病と一般的に呼ばれている疾患があり
ます。病名は全身性エリテマトーデスで、33 年前に発病し
ました。私は滋賀県に住んでおります。滋賀県では地域の
中で様々な疾病団体が一緒に活動しております。それが滋
賀県難病連絡協議会というところで、私どもは難病相談支
援センターを受託しております。このような全国の疾病団
体や、各地域での難病連絡協議会を合わせて日本難病・疾
病団体協議会というものが発足しております。本日はこち
らから参りました。

者患

肉体的苦痛

精神的苦痛

社会的 経済的 怒り

自責

不安

恥

欲求不満

あせり罪悪感

恐怖心

　私も突然病気になりました。それまで病気らしい病気を
したことがなかったのです。仕事を続けていて、銀行に立
ち寄って帰ろうかと思ったところ、強い倦怠感を感じ、38
度を超える熱、全身の関節痛、呼吸困難がその日の夜に現れ、
次の日から緊急入院となりました。その時が初めての入院
でした。ほぼ寝たきりの状態が 1年続きました。仕事はど
うなるのかと一番に考えました。身体のこと、精神的な状態、
経済的な面が、精神的に苦痛だったというのは自分自身と
ても驚きでした。

１．できる限り早期に正しい診断ができる体制

２．診断後はより身近な医療機関で適切な医療を受けることがで
きる体制

地域で安心して療養しながら暮らしを続けていくことができるよ
う、学業・就労と治療を両立できる環境整備を医学的な面から
支援する体制

３．遺伝子関連検査について、倫理的な観点も踏まえつつ実施で
きる体制

４．小児慢性特定疾病児童等の移行期医療にあたって、小児期診
療科と成人期診療科が連携する体制

難病の医療提供体制のめざすべき方向

□ 2016年10月21日 「難病の医療提供体制の在り方について」
(報告書) 厚生科学審議会 難病対策委員会

□ 2017年4月14日 都道府県宛て 「難病の医療提供体制の
構築に係る手引き」を通知

　日本の難病対策は、40 年ぶりに抜本改革されまして、
2015 年の 1月に初めて難病が法律になり、難病法が制定さ
れました。その中で医療提供体制の在り方が難病対策委員
会において検討されました。そして、都道府県に通知され、
来年度からの医療計画の中にも難病の医療提供体制を入れ
ていくという段階になっております。この中では学業、就
労と治療を両立できる環境整備を医学的な面から支援する
体制を作ることも入っています。

２次医療圏

一般病院・診療所

都道府県の難病診療連携の
拠点となる病院連携

難病情報センター

患者

３次医療圏
在宅医療等

連携

新たな難病の医療提供体制のモデルケース（全体像）

難病医療連絡協議会
難病医療コーディネーター

保健所

指
定

難病医療協力病院

小児医療機関

連携して移行期医療に対応

《全国的な取組》

都道府県の難病診療連携の
拠点となる病院連携

難病情報センター

難病医療連絡協議会
難病医療コーディネーター

各分野の学会

難病医療支援
ネットワーク
国立高度専門
医療研究センター

難病診療の分野
別の拠点病院

難病対策地域協議会
（医療・福祉・教育・就労支援等の関係者により構成）

都道府県

情報提供

受診

受診紹介

連携

難病研究班

（かかりつけ医等）

長期の入院療養
(関係機関の例）
・国立病院機構等

療養生活環境支援
・難病相談支援センター

福祉サービス
就労・両立支援
・ハローワーク
・産業保健総合支援セン
ター

「「難病の医療提供体制の在り方について（報告書）」参考資料」（平成 年 月）を基に作成 4

　こちらは新たな難病の医療提供体制の全体図です。四角
で囲っている部分が医療の体制です。患者の横に療養生活
環境支援、福祉サービスや就労・両立支援と書かれていま
すが、当初、これらはありませんでした。私ども患者団体
から、患者が治療を受けるには生活の基盤が絶対に大事だ
という意見を委員会に述べまして、入れていただいたわけ

－382－



32

です。当初は、この図は医療の提供体制の図だから関係無
いと言われました。私自身は、診療を受ける時に「仕事が
忙しいのでもう少し薬を減らすのを待ってください。」「こ
の日は忙しいので通院時期を延ばしてください。」と言って
も、「そのようなことは言っていられない、早く病院に来な
さい。」と言われることが普通だったので、委員会の委員の
先生が「そういえば自分の患者さんが仕事しているのか、
どのように就労しているのかについて話したことがない。
どのような生活をしているのか、診察室を一歩出た時の患
者さんの様子は聞いてみたことがない」という話をされて
いたことが驚きでした。そのような中で生活基盤の支援に
ついてもしっかりと図の中に入れていただいたという経緯
があります。

第五章 療養生活環境整備事業

（難病相談支援センター）

第二十九条 難病相談支援センターは、前条第一項第一
号に掲げる事業を実施し、難病の患者の療養生活の
質の維持向上を支援することを目的とする施設とする。

2. 前条第一項第一号に掲げる事業を行う都道府県は、
難病相談支援センターを設置することができる。

3. 前条第二項の規定による委託を受けた者は、当該委
託に係る事業を実施するため、厚生労働省令で定め
るところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事
項を都道府県知事に届け出て、難病相談支援セン
ターを設置することができる。

5

難病の患者に対する医療等に関する法律 難病法 年 月施行

　難病法の第五章の第二十九条に難病相談支援センターと
いうのがあります。これまで保健所で難病の患者さんの相
談を受けていましたが、難病を発症してもなかなか保健所
に行くことに直ぐに結びつかないものです。難病という名
前が入った難病相談支援センターがあれば、より身近なと
ころで相談が受けられるようになるということで、難病の
患者の療養生活支援のために始まりました。各都道府県に
設置されております。

患者

患者・家族会

保健所を中心に、「難病対策地
域協議会」を設置するなど、地域
の医療・介護・福祉従事者、患者
会等が連携して難病患者を支援

医療機関等
（難病指定医等）

適切な治療を受けたい
在宅療養を受けたい

働きたい

保健所

快適に
生活したい

不安

福祉サービス

療養生活環境整備事業（難病相談支援センター事業）

○各種相談支援
（生活情報提供、各種公的手続支援、日常生活支援）
○就労支援
（①在職中に難病を発症した方、②就労を希望する方向け）
○地域交流会等の推進
○難病患者に対する出張相談
○難病相談支援員等への研修、情報提供
○ピア・サポートの実施、ピア・サポーターの養成
○地域の様々な支援機関への紹介 等

難病相談支援センターは、法第28条及び第29条に基づき都道府県が実施できることとされており、難病
の患者の療養や日常生活上の様々な問題につき、患者・家族その他の関係者からの相談に応じ、必要な
情報の提供及び助言を行い、難病の患者の療養生活の質の維持向上を支援することを目的とする施設で
ある。 難病の患者等の様々なニーズに対応するため、地域の様々な支援機関と連携して支援を行う。

ハローワーク

障害者就業・生
活支援センター

難病相談支援センター
（難病相談支援員／ピア・サポーター）

支援相談

「難病患者就職サポーター」

企業に対して、難病患者の雇
用管理等に関する情報を提
供（ハローワークに配置）

連携

医療機関等

　難病相談支援センターでは、ピア・サポーターとして、

私ども患者自身が経験を通じて患者さんの相談に乗るなど
の支援を行っています。看護師や保健師もいますので、疾
病に関する相談等も非常に詳しく対応できます。そして新
たにハローワークに配置された難病患者の就職サポーター
と連携しています。例えば、就職サポーターが支援センター
に週 1回来て一緒に相談を受けています。これまで難病相
談支援センターでも就労相談は行っていたのですが、やは
り行政機関ですのでなかなか具体的にお仕事を紹介したり、
企業を斡旋したりすることが出来ていませんでした。患者
さんが就職を求めていらっしゃる場合になかなか満足な支
援が出来ないことがありました。一方、ハローワークでは、
仕事がしたいとおっしゃる方に職業の斡旋は出来ますが、
その患者さんの病態がどうなのか、どこまで話を突っ込ん
で聞いたら良いのかが分からない、あるいは話を聞いたと
ころでその病気自体が分からないということがありました。
今、連携が出来るようになり、病気の発症から現在までど
のような状態にあるのか、どのように働けるのか、どのよ
うな仕事が良いのかを把握しながら、具体的な就労支援を
行うところまでようやく繋がったという状況です。

着眼点 難病患者を対象とする就労支援・両立支援の仕組み

・難病は、完治は難しく療養生活は長期にわたるものの、その患者の多くが、疾病管理を継続すれば、日常生活や職業生活が可能。
・現在までに、難病患者就職サポーターをハローワークに配置するなど、難病患者の就労支援が行われており、就職件数も毎年増加。

・しかし、難病は患者数が少なく多様であることから、他者から理解が得にくく、また患者も身近な地域の医療機関で適切な医療を継続し
て受けることが難しい状況にあることから、就職や就労の継続が困難であることが指摘されている。
⇒ 今後は、①難病の多様性に対応した就労支援、②企業に対する研修等の実施による難病患者の就労と治療の両立支援を強化。

仕組み

企業

 住み慣れた地域で適切な医療を提供
 難病患者の両立支援のための意見書を作成
【平成28年２月～】

 早期の診断、地域の医
療機関への紹介

 難病・治療の一般的情
報提供、セカンドオピニ
オンの紹介等

 難病に関する研修会等
を実施※

※ 難病相談支援セン
ター等を対象
【平成30年度～】

 雇用管理マニュアルの普及
【平成28年度～】

 難病患者等の希望する労働条件に
応じた求人の開拓、求人条件の緩
和指導

 難病患者の職場定着の支援
（継続）

 難病相談支援センターの機能強化と
あわせ、同センターとの更なる連携に
よる個々の難病患者の希望や疾病
の特性等を踏まえた就労支援
【平成30年度～】

地域の医療機関

難病診療連携拠点病院（仮称）

難病相談支援センター

難病患者

産業保健総合支援センター

ハローワーク

 難病医療拠点病院が実施する
難病に関する研修会等の受講
による、難病に関する知見の更
なる蓄積
【平成30年度～】

 就労と治療の両立支援に専門
性を有する相談員の活用【平成
28年度～】

 難病の医学的情報を踏まえた、
ハローワークとの連携による就労
支援
【平成30年度～】

難病情報センター

 疾病（指定難病）の病態等に
ついて情報を提供
（継続）

 「事業場における治療と職業生活の
両立支援のためのガイドライン」の普
及【平成28年２月～】

 両立支援に取り組む関係者に対する
支援 【平成28年度～】
• 事業者等の啓発セミナー、人事
労務担当者、産業保健スタッフ
等の専門的研修

• 両立支援に係る相談対応・企業
への個別訪問支援

• 医療機関、難病相談支援セン
ター等と連携し、企業と労働者
（患者）間の具体的調整を支援
【平成30年度～】

産業医等

難病患者就職
サポーター難病相談支援員／

ピアサポーター

両立支援促進員

企業
産業医等

7

　就職サポーターの方も常勤ではないですし、都道府県に
1人しかいないところもあり、まだまだ不足しています。
平成 30 年度の概算要求にも支援を強化するために要求され
ていますので、さらに充実していくと良いと思います。

2003年 難病相談支援センターの設置
2007年 すべての都道府県に支援センター設置

(例)滋賀県難病相談・支援センター
事業内容

• 電話や面談・メール・FAXによる各種相談・支援

• ピアサポート

• 地域交流会などの活動支援

• 就労相談・支援

• 講演・研修会の開催

• 難病に関する情報の収集・提供

• 意思伝達装置貸出

• 日常生活用具展示
など

･ホッとサロンの開催

・ピアサポート研修

難病に関する情報の収集・提供
・難病ボランティア養成講座

・意思伝達装置貸し出し事業

難病患者就職サポーター等連携
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VI　　｜シンポジウム 4｜　当事者の立場から

　支援センターの中には、行政が直接運営しているところ
や、病院等の医療機関が運営しているところなどがありま
す。私どもの滋賀県難病相談支援センターでは、難病連絡
協議会、患者団体が委託を受けて運営しています。色々な
事業を行っているのですが、現在は就労相談がかなり増え
ています。

患者・家族交流会

同じ疾病も、疾病の違いがあって
も集まれば一緒に語り、考える
話題は尽きない

時には、専門医、保健師、
産業医等 専門職も参加

就労を望む患者と
就労経験を持つ
患者の交流、
産業医も参加

就労に関する
交流

患者会と支援センターの連携

　江口先生にも来ていただきましたが、患者会と支援セン
ターが連携して交流会を行っています。交流会には、疾病
も様々な方が集まりますし、同じ疾病の方が多い時もあり
ますが、その時に集まった方々のご相談や困っていること、
嬉しかったこと、上手く行ったことなど、色々な話をします。
このような場に様々な専門職の方が入っていただけますと、
さらに話が深まって満足度が高まることにもなっておりま
す。就労を望む患者さんは非常に多いので、多くの方に集
まっていただいております。

就労に関する相談件数の推移

年齢 ～ ～ ～ ～ ～ 不明

実数

延数

平成28年度
就労相談
年齢

滋賀県難病相談支援センター 平成 年度より就職サポーター 週一日含む

　就労相談の件数ですが、ちょうど平成 27 年度に棒グラフ
がぐっと伸びています。これは先ほど申しましたハローワー
クからの就職サポーターが週 1回入ったからです。年齢層
は 20 歳代が多く、次に 40 代や 50 代の方も多くご相談に
来られます。

　疾病名別では、人数が多いのは膠原病や消化器系等です。
その他の疾病の患者数も多く、相談も多くなっております。
非常に様々な神経難病等の方も多く来られています。

平成28年度就労相談実績（平成28年4月～平成29年3月）

滋賀県難病相談支援センター

疾患名 実数 延数

潰瘍性大腸炎

全身性エリテマトーデス

網膜色素変性症

パーキンソン病

強皮症

多発性筋炎・皮膚筋炎

脊髄小脳変性症

後縦靱帯骨化症

下垂体全容機能低下症・分泌不全

筋萎縮性側索硬化症

てんかん

混合性結合組織病

神経繊維腫 型

その他の疾患

計

その他の疾病・・・

特発性拡張型心筋
肥大型心筋症
魚鱗癬
脊髄性筋萎縮症

大脳皮質基底核変性症
先天性ミオパチー
多発性硬化症
多系統萎縮 等

就労に関する相談内容
滋賀県難病相談支援センター 平成28年度

体調に関する

こと

労働条件

難病に関する

こと就労活動

その他・連絡

含む

　相談内容は、就職そのものもありますが、体調に関する
ことや難病であるが故の悩みも就職相談の中に含まれてお
りますので様々です。

在職中
休職中 無職 大学生 合計フルタイ

ム
パート・アルバ
イト 作業所

相談者数 人 人 人 人 人 人

就職相談の現状 （平成 年 月～平成 年 月末現在）

同僚が残業続
きの中、残業せ
ずに帰宅する
のも辛く、職場
にだんだん居
づらくなってき
た・・。
（５０代男性）

病気になって仕事を辞
めた。なかなか次の仕
事が見つからなくて、ア
ルバイトしながら就職
活動している・・。

（４０代男性）

体調を崩して
休職中。

復職しようか
転職しようか
悩んでい
る・・。
（２０代男性）

体調も落ち着
いてきたの
で、そろそろ
パートからで
も仕事を探し
たい。（２０代
女性）

就活中も、病
気の事を話す
と全て不採用
になる・・。

この先どうな
るのか不安。
（２０代男性）

初回相談時の状況

滋賀県難病相談支援センター 就職サポーターまとめ

　在職中の方、または休職中、無職、大学生等も相談に来
られています。
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　具体的なところを見ますと「今の職場の仕事が非常にし
んどくて体調を崩しやすくなってしまい不安である」とい
う相談に対して、就職サポーターから上司に相談して配置
転換が行われ、気持ちも落ち着いて、残業も無くなったの
で仕事が続けられたということがありました。また、筋力
が落ちて仕事が出来ないため 8月で退職する予定だった方
がいらっしゃって、事務系の仕事に就く準備をしたいとい
うことで事務の職業訓練に参加され、身障手帳も取られて
パートで働くことが決まったという事例がありました。

相談事例
① 在職中の人からの相談（男性：１６人、女性：１８人）

今の職場の仕事がしんどくて
体調を崩しやすい・・。

年々無理はきかなくなるし
この先のことを考えると不

安・・・
（膠原病５０代男性）

上司に相談
して配置転換
してもらった。

残業が無くなりお
給料は減ったけ
ど、体調が安定し
て、もうしばらく続
けられそう。

筋力が落ちて仕事が出来
ず８月で退職する予定。
事務系の仕事に

つけるよう準備をしたい。
（神経系難病４０代男性）

９月開講の
ＯＡ事務の
職業訓練に
参加！

身体障害者手帳
３級取得。

パート勤務で就
職決定！

１

２

失業保険を
貰いながら・・

難病センターでの
職業相談より

②休職中の人からの相談（男性：１０人、女性：０人）

体調を崩して現在休職
中。

復職するか転職するか
悩んでいる・・・。

（眼科系難病２０代男性）

デザイン技術を
活かし、通勤の
便利な同業会社
に転職。

転職して２か月が経
過。何とか仕事にも
慣れてこの先も
やっていけそう！

発病して休職していたが、
１月から復職予定。今まで
と同じ仕事が出来るか不

安・・・。
（血管炎性難病４０代男性）

サポーターが
仲介し、主治医
の意見を職場に
伝え負担の少な
い職場に配置転
換が実現。

仕事が継続でき
るように職場の
上司や産業医と
定期的に話し合
う機会を持つこと
ができ、安心でき
た。

３

４

難病センターでの
職業相談より

京都の
サポーター
と連携

　ある方の相談は、発病してから休職していて、復帰を予
定しているが不安であるということでした。サポーターが
仲介して主治医に意見を聞いた上で職場に伝えて、負担の
少ない職場に配置転換されました。産業医と定期的に話す
機会を持つことができ、ご本人も安心できたという事例が
ありました。
　もう 1人は、体調を崩して現在休職中なのですが、復職
するか転職するかを悩んでいるという方でした。デザイン
の技術を持っていたので、それを活かして通勤の便利な同
業の会社に転職できました。今、ようやく慣れてきて、こ
のままやっていけそうという感想をいただいた事例です。

③無職の人からの相談（男性：２２人、女性：２７人）

国家資格取得を目指して勉
強中・・・。いくつも採用面接
を受けてきたが、緊張して
自分の言いたいことが伝え

られない。
（消化器系難病２０代男性）

模擬面接を受けて、
面接対策を実施。
難病の自分を強みと
して就職活動！

国家資格も無事
取得出来て、病
院勤務を実現！

前職を退職して８年・・・。
ずっと家にこもっていた。

体調も落ち着いたのでそろそ
ろ働こうかと思うが、不安・・
（炎症性難病３０代男性）

適性検査の
実施。週１
回の通所か
らスタート！

職業実習をいくつ
か経験して自信も
ついてきた。
体調も変わりなく
過ごせ、内服薬も
減量になった。

６

５

若者サポート
ステーションとの

連携

難病センターでの
職業相談より

難病センターでの
職業相談より

　こちらは無職の方です。国家資格を取ろうと勉強してい
て、いくつか採用面接を受けたのですが、ひどく緊張して
しまい、上手く自分の事が伝えられないという方でした。
模擬面接を受けていただいて、自分の強みを活かしながら
就職活動をされたところ、国家試験も取得し、病院勤務を
実現されました。
　また、前職を退職してから 8年間ずっと家にこもってい
た方なのですが、そろそろ働きたいといらっしゃいました。
でも不安であるということで、サポーターと連携して、若
者サポートステーションに繋ぎました。適性検査をして週
1回の通所からスタートし、自信もついてきて、体調も変
りなく、内服薬も減量になったという事例でした。
　これらの事例を積み重ねながら、難病相談支援センター
では、ますます活動を充実させていきたいと思っています。

全国膠原病友の会アンケート調査から
◎難病患者に対する基本的な認識

医療の進歩によって、急速な難病の慢性疾患化と、病気
をもちながら生活する難病患者の急増

⇒仕事内容の適切な選択と職場での「お互い様」の配慮が
あれば十分に就労可能な場合が多い
※現状では理解や配慮を得て働いている人は30％程

⇒実際、難病患者でも就職活動をされた方の80％は就職
に成功されているというデータがあるが、就職した後の
10年間に難病に関連して離職される方が半数程度いる
〔参考〕 全国膠原病フォーラム（平成２９年４月１５日）春名由一郎先生発表資料

全国膠原病友の会 就労部会 平成29年2月～3月アンケート実施
就労部会登録70名に送付 有効回答60名(回収率85.7%)

月末現在で就労部会 名登録

　膠原病の患者会では、就労部会というのを作っています。
患者会に入っている方で就職や就労に関心がある方に入っ
ていただいています。アンケート調査行ったのですが、70
名に質問を送付し、有効回答が 60 名、回収率 85.7% です
ので、非常に関心が高いと思います。現在は 110 名以上の
登録者数も増えています。
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　面接時に病気を開示するかという質問では、以前は開示
の意向が 50％前後だったのですが、今では「話した方が良
い」「どちらかというと話した方が良い」を合わせて約 80%
の方が開示していく方が良いと回答しています。

〔複数回答あり〕

就労中 就労希望

話した方が良い 19（54.3%） 7（38.9%）

79.2％
どちらかというと
話した方が良い

9（25.7%） 7（38.9%）

どちらかというと
話さない方が良い

1（ 2.9%） 1（ 5.6%）

5.7％
話さない方が良い 0（ 0%） 1（ 5.6%）

わからない 8（22.9%） 2（11.0%） 18.9％

面接時の病気の開示

〔参考〕 全国膠原病友の会「就労部会」アンケート調査

就労部会調査：就労継続（配慮・調整）

◎職務内容・就労条件の調整 （59人中）29名
・屋内勤務（デスクワーク） ・無理な業務の確認（運搬）
・時短勤務 ・テレワーク（在宅勤務） ・残業がない
・体調が悪いときの配慮 ・マイカー通勤

◎通院日・休憩時間の確保 29

◎上司や同僚が相談の機会を設けてくれる 5
◎第三者（産業医など）を交えての懇談 2
◎マスクの着用（自分も周りも） 4
◎職場の近くに社宅の用意 1
◎配慮など一切ない、期待しない 4
（自分の身の安全はすべて自分で守ること

…相手に何かしてもらおうという期待を一切持たない）
⇒「諦めない」社会を作るためにはどうすればいいのか

　配慮や調整に関しては、職務内容についてはデスクワー
クや時短勤務を求める方が多くいらっしゃいます。また、
通院日や休憩時間の確保も多くの方が求めていらっしゃい
ます。

就労部会アンケート調査のまとめ

〔就業条件〕
◎正社員を望んでいる一方で、実際には体力の問題等
でパートやアルバイトとして働いている方もある
…収入が少ないことの問題も残っている
〔仕事内容〕
◎専門職・技術職および事務職が多く、資格を活かすこ
とや体の負担が少ない職種を望んでいる
…さらに在宅勤務などの働き方改革が進めばいい
〔面接時の病気の開示〕
◎圧倒的に「話した方が良い」という意見が多い
病気や症状等の職場への周知が就労継続につながる
…ただし社会の理解が進んでいるとは思っていない

　アンケートのまとめですが、やはりパートやアルバイト
で働いている方は体力の問題や、収入が少ないことなどの

問題が残っています。また、専門職や技術職、事務職を希
望されている方も多く、資格を活かすことや体の負担が少
ない職種を望んでいらっしゃいます。今後は、在宅勤務な
どの働き方が増えると良いと思います。面接時の病気の開
示については、確かに望んでいる方は多いのですが、まだ
厳しい状況もあります。

〔就職活動〕
◎社会や企業への理解を望んでいるが、周知・啓発
という施策の推進はなかなか難しいと思われる
◎障害者施策の充実が、難病患者を救うかどうかは検証
が必要（障害者施策が難病患者に合うとは限らない）
〔就労継続〕…周知・啓発、障害者施策の充実
◎病気や症状等を職場へしっかり伝え、
◎自分ができる業務はきちんと行い、
◎職務内容の質の低下より時間の短縮などで対応
・専門職や技術職を望んでいて、
・パートやアルバイト勤務が多く、
・時短勤務、在宅勤務などの様々な働き方を望む
⇒ 病状の悪化・再燃の不安の中で、精一杯生きている

就労部会アンケート調査のまとめ(2)

　就職活動をするにあたって社会や企業への理解が進むこ
とを望んでいるのですが、なかなか周知や推進が進まない
というのが現実です。障害者福祉の面では、充実する内容
が難病患者のニーズと合わないところもありますので、こ
れらもプラスアルファして充実させたり、新しいものを作
り出したりしていかないといけないと考えます。病気の症
状に加えて、自分が何をやりたいのかを職場にしっかりと
伝えられることが重要です。自分自身の仕事の質は保ちな
がら、体調に合わせて時間を短くするなどの工夫が必要な
中で働いていらっしゃいます。その一方で自分たちの病状
の悪化や再燃の不安も抱えながら精一杯生きているという
ことが多く見られました。

• 出来ないこと、困難なこと、やってはいけないことが外見からはわかりに
くく、誤解や偏見がある

• ピアサポートにより相談者が話しやすくなる

• 医療・保健専門職が入ることで、相談者の医療的理解が進む

• 就職を希望する人の状況を知り、職業を紹介しやすい

• 状態を把握した上で、職業訓練や職業評価につなぎやすい

• 職業定着支援として就職後のサポートも出来る

• 医療や福祉など療養生活に必要な幅広い情報を相談者に伝える事が
できる

• 支援センターや保健所などの医療講演や研修会、交流会等からの情報
により、専門的知識が増える

• 連携を継続することで、それぞれの持つスキルやノウハウを共有できる

• 治療と就業の両立への理解をより多くのところに広げることができる

• 働く難病患者が増えることで、社会参加のための環境整備が進む

• 職場での難病への理解が進むことで、社会全体に共生社会の実現へと
つながることを期待したい

連携することで得られるもの

　私達は、このような連携を行いながら相談支援を行って
いますが、患者にとって出来ないこと、困難なこと、病気
が悪くなるからやってはいけないことなどが、なかなか外
見上から見えないために、怠け病と言われたりすることが
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あります。時には「病気を治してから仕事に復帰しなさい」
と言われ、酷いところでは「うちの会社で死なれては困る」
と言われたという話もありましたので、誤解や偏見はまだ
まだあります。
　ピアサポートが相談の場に入ることで、相談者も内面ま
で話しやすくなりますので、それを活かしながら専門職に
繋いでいくことが非常に望まれるところだと思っています。
私達は今まで病気に関する相談を受けることを中心にやっ
てきましたが、就職、仕事に繋ぐ、継続していくというと
ころはなかなか難しかったので、連携によって様々な専門

組織や関係者に繋いで、より充実した支援が出来ることを
望んでおります。連携を継続することで、お互いが持つノ
ウハウなども分かり合えますのでスキルを磨いていければ
良いと思っています。働く患者がそれぞれの職場で増える
ことによって社会への理解がより進み、難病法にもありま
す通り、共生社会への実現に繋がっていけば良いと思いま
す。お互いに色々なことを考えられる社会であって欲しい
と思いますので、これらを期待したいところです。どうも
ありがとうございました。
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I　　研究班から：研究班の活動から見えてきたこと

	 	 北里大学医学部公衆衛生学　教授　	 堤	　明純

　はじめに、本日の課題を共有させていただければと思いま
す。第 2回研究会は中小企業における両立支援の進め方を考
えるというテーマで、副題として中小企業にかかわる職種の
連携から治療と仕事の両立支援を考えることとしています。

I

https://chiryoutoshigoto.mhlw.go.jp/ 

　皆さんご存知の通り、働き方改革実行計画の一環として、
いわゆる治療と仕事の両立はその大きな柱となっています。皆
さんが問題意識を持ちながらチャレンジしているところです。

　現時点でもかなり多くの課題が明らかになっています。
病気の休業は、現時点では法制化されていませんので、治
療と仕事の両立支援は事業者が義務として実施するもので
はないことになります。それから、治療を受けながら就業
を続けるには、例えば治療や通院のための勤務の短時間化
や、短期・長期の休暇取得などが求められますが、そのよ
うな制度や就業規則の変更に係る環境整備がなかなか間に
合わないところもあります。また、罹患されている労働者と、
事業者、医療との間で情報が上手く共有されることが両立
支援を進めることになるのですが、私達は言葉が少し違い
ます。いわゆる専門的な医療用語と会社で使う用語は違い
ますので、上手くコミュニケーションを取れないという問
題があります。医療という専門性や社会福祉資源の複雑な
ところから、患者や家族だけでは対処できないことも多く、
制限があります。

•

•

•

•
– 22.4% H25)
– 11.5

• ⇒

•
–

38%
–

•
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　本来でしたら、患者のニーズに応じた働き方の選択が出
来れば良いのでしょうが、それがなかなか出来ないことが
数字で示されています。ですので、治療と仕事を両立でき
る社内制度の整備や職場の理解などの醸成が課題としてあ
ります。さらに、患者さんにとって身近な相談先が整備さ
れることが望まれています。がん診療連携拠点病院等には、
就労専門家の配置、ハローワークとの連携といったものが
置かれようとしていますが、相談体制の整備はなかなか進
んでおりません。最近、医療では保険点数に入ってきまし
たので少し進んできたところですが、患者さんのサポート
体制に関連する医療費関係のサポートは、まだまだ少ない
です。それから医療機関の就労支援機能が、量や質ともに
不足しているのが現状です。

•

•

•

1.

2.

5

　働き方改革実行計画の治療と仕事の両立支援を進めてい
くにあたり、今後の対応として治療と仕事の両立が可能な
環境をまずは整えていこうということで、会社側には意識
改革や受入れ体制の整備が進むような色々な情報提供や仕
組み作りが推進されます。それから、患者さんと企業、主
治医とを結ぶコーディネーターの役割を持った方が入り、
トライアングル型の支援を推進することが挙げられていま
す。治療と仕事の両立が普通にできる社会を将来的に目指
そうということです。

•

•
•

•

2016 2

　この流れの中で初期からガイドラインが作られています。
皆さん、よくご存知かと思いますが、「事業場における治療
と職業生活の両立支援のためのガイドライン」です。がん
や脳卒中など、治療が長く継続する疾患を抱える労働者の
治療と就労の両立ができるよう、企業が取り組むべき環境
整備や、そのためにどうしたら良いかという指針が紹介され
ています。それから、医者側に就労配慮のための色々な意
見書を書いていただくにあたっての様式や、支援のための
雛形などが作られており、その普及が進められております。

170401-02

7HP

170401-02

8

NW

HP

　国の方は研究費を出しております。「この研究班に両立支
援をある部分で進めていただこう」という形で、3つ程の
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I　　研究班から：研究班の活動から見えてきたこと

研究班が立ち上がっております。私たちの研究班は、スラ
イドに記載のメンバーで様々な仕事を進めております。今
年は 3年間の 2年目にあたりますが、幾つか進んでいるこ
とがありますのでご紹介させていただきます。
　神奈川県内でネットワークを作り、理想的にはワンストッ
プで患者さんが相談したら直ぐに支援が受けられるよう
な、患者さんのための仕組みが出来ないか模索しておりま
す。また、神奈川産業保健総合支援センターでは、いわゆ
るNPO法人で難病支援を行っている機関とネットワークを
作り、体制を作っていこうとしております。労災病院関係
では、元々作られていた仕組みの中で労災病院の両立支援
センターがありますが、上手く機能するようにと仕事が進
められております。特にがん患者へのアプローチに関して
は、心理的な側面もありますので、そういったサポートも
含めて研究を進めております。さらに、難病や脳血管疾患、
脳卒中の方々の両立支援も大切です。研究班では、専門医
にそのことについてよく知っていただき、上手く患者さん
達を支援していただこうと進めています。調査を行いなが
ら啓発し、上手く機能していただきたいと進めております。
様々な支援組織がありますが、それらを上手く結ぶために
保健師さんを中心に産業保健職の皆さんがどのように機能
すれば良いのかも考えられています。今日は、中小企業に
大きく関わる企業外労働衛生機関がどのような形でサポー
ト出来るのかについて、森口先生からお話をいただけると
思います。また、サポートグループになりますが、活動を
きちんと評価して進めていくために、活動の評価指標を経
済学の環境も取り入れながら作ろうとしているところです。
これが現場で役立てられるように模索しております。それ
から、江口先生が今日の研究会を開催しておりますが、こ
のような研究会を含めて情報を広め、逆に皆さんから様々
な情報を入手し、さらに発信していくための媒体を作って
いこうとしているところです。

　研究班が行っていることを図でご説明致します。神奈川
県の関係諸機関がネットワークを組めれば、こういったこ
とが進められるのではないかと考えています。神奈川県で
は産業保健総合支援センターが１つの核となり、労災病院

や県内の大学病院が連携して、このセンターに患者さんが
集中して相談が出来るという仕組みを作ろうとしています。
また、神奈川産業保健総合支援センターは、いわゆる公的
な機関からだけでなく、NPO組織からも情報収集ができる
ようなネットワークを作り、患者さんの流れを上手く作っ
ていけるよう進めております。その 1つの媒体としてポス
ターやカードなどを作って、各病院にこのような支援があ
るという情報を発信し、それを元に患者さんの相談にのっ
ていただくという流れができればと考えております。この
ポスターやカード等をどのように使っていけば良いかに関
して、今日お配りしたハンドブックの冊子に漫画で入れて
おります。患者さんが使えるものを作っております。

A

•

11

• B

－396－



6

　ハンドブックの漫画を少しご紹介します。パーキンソン
病の Aさんが、だんだん仕事が出来なくなってきて悩んで
いるところから漫画が始まります。先ほどのポスターの情
報を目にして、病院のソーシャルワーカーさんにお話をす
ると、今の仕組みの説明を受けます。主治医から就労に関
する意見書を書いていただくことになっておりますので、
それを書いてもらって会社に持っていくという流れです。

　ところが会社に持っていっても、会社にその経験がない
と衛生管理者の Cさんが「どうしたらいいんだ」と困るよ
うな状況が発生しております。この後、産業保健総合支援
センターに相談を持っていき、両立支援促進員の方を派遣
していただきます。

C

C

13

• B

C

15

　その支援によってこの会社で両立支援のプランを立てる
ことができるという成功ストーリーのような感じでご紹介
しています。このようなことを 1度でも経験すると、その
経験を元にまた動いていけるということも含めて、様々な
情報提供をしています。今日の話の文脈で言いますと、中
小企業で衛生管理者の方に上手く機能していただく必要が
ありますので、この方々に情報等が届く形が求められてい
ることになります。

28 2

PDCA

　漫画も含めてですが、色々な情報の媒体や仕組みを、ま
ず大きな枠組みを作って関係各所で実際に使っていただこ
うと考えております。様々な機関で試行していただいて、
当事者の皆さんから情報をいただくことで、仕組みが回る
かどうか、情報源が使えるかどうかを検証しながら進めて
いくのが研究班の 1つの戦略です。

－397－



これからの治療と就業生活の両立支援を考える研究会　第 2回「中小企業における両立支援の進め方」報告書 7

I　　研究班から：研究班の活動から見えてきたこと

　この中で一番の課題が、経営者に受け入れられる組織的な両立支援が中小企業に広まっていくかどうかです。先程は成功事
例という形でご紹介しましたが、スムーズに受け入れていただくには少し壁があると言われております。様々な課題があるこ
とを認識しております。

　今日は関わりのある職種の方々から様々なインプットをい
ただいて、さらに両立支援を進められるよう勉強していきた
いと思っております。最初に小島先生から基調講演をいただ
いた後に、社会保険労務士や産業医の先生にお話をいただき
ます。それから衛生管理者・人事の立場、会社の立場でのお
話、そして企業外労働衛生機関の立場で連携についてお話し
いただきます。当事者の方からは、困っていることも含めて
具体的な良い情報をいただきます。中小企業に関わる職種の
連携から治療と仕事の両立支援を考えていこうというのが今
日の趣旨となります。これといった成功と呼べるものは出な
いかもしれませんが、私達が課題を認識することで、次に繋
がることがあるかもしれません。色々な情報を皆さんからい
ただければと期待しております。
　また、もう 1つの期待として、研究会を通じて関係者の

•
•
•
•

ネットワークを広げていきたいと思っております。皆さん、
既によくご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、それ
以外に横に繋がっていくことが出来ましたら、今まで知ら
なかったソリューションが広がっていくかと思います。そ
のようなネットワークを是非この会で作っていただければ
と思います。

19

　皆さんからいただいた情報は、ホームページ等を活用し
て広めていきます。このようにしたら両立支援は進むかも
しれないという情報を発信していきたいと思っております。
お話しいただく先生方からはもちろん、皆さんからも色々
な情報をいただけたらと希望しております。どうぞよろし
くお願い致します。
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	 	 鳥飼総合法律事務所　弁護士	 	 小島		健一

基調講演

II 中小企業経営者が治療と仕事の両立支援を
進めるメリット、避けるデメリット

　本日のスライドはがんや難病と仕事との両立支援のテー
マに絞っていないのですが、広く視点を変えていただくこ
とで中小企業の社長さんに両立支援や難病・がんの方が働
く意味を分かってもらう１つのきっかけになるのではと思
い、お話ししたいと思います。堤先生から、中小企業にお
ける両立支援の課題として、法律等の義務によって実施す
るものではないとのお話がありました。確かに両立支援推
進法や強制法などといった法律はありません。しかし、障
害者雇用に関し、障害者雇用促進法という法律があります。
ついこの間までは法定雇用率を目指しなさいという意味合

ke.kojima@torikai.gr.jp

2018 12 22

いがほとんどでした。ところが、2年前の改正で、差別禁
止という意味合いも含め、合理的配慮の提供が義務化され
ました。法律家として申し上げると、両立支援というのは
障害者雇用の文脈で言う合理的配慮の提供とほとんど同じ
ことだと思っております。今日のスライドも、障害者雇用
支援をされているジョブコーチなどに向けて 11 月にお話し
させていただいた時のものを持ってきています。その時は
主に精神障害や発達障害の方を念頭に置きながら話をした
のですが、がんや難病の場合と共通しているところがある
と思います。つまり、歩けない、耳が聞こえない、目が見
えないというのは比較的障害者として分かりやすい障害だ
と思いますが、どうしても疲れやすい、痺れてしまうといっ
た目に見えない支障があること、それから、がんとなった
直後や治療過程でのメンタル面の支援がとても大事である
ことは、精神障害などと共通するところだと思います。そ
う考えると、経営者にとって両立支援は間違いなく法的な
義務だということで、その意味合いについてお話ししたい
と思います。
　先程、課題の 2点目として、制度や就業規則など、企業
側の環境整備が充分ではないというご指摘がありました。
実は私は人事・労務が専門の弁護士ですので、就業規則を
作ったり、直したり、あるいは既存の就業規則を前提とし
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て様々な労務問題を解決するお手伝いをしています。就業
規則は法律ではありません。これは、民間の会社が自分で
作ったものです。「制度がありませんから」「就業規則がこ
うなっていますから」で終わりではありません。労働契約
を結ぶのが面倒で、大体一緒だからと１つに纏めたものな
ので、合意の集積であって、法律ではありません。ですか
ら、当事者との話し合いで変えることは自由なので、「制度
がないから出来ません」「規則はこうです」ということでは
なく、どのように緩めて一人ひとりに合う会社にしていく
かにおいて、私は対話が非常に重要になってくると思って
います。つまり、私が問題提起したいこと、お伝えしたい
ことは、先程の合理的配慮提供義務について何か大変なも
のを提供しろという話ではなく、個々の状況やニーズに応
じて出来ることをしていくというたったそれだけのことで
す。しかし、問題は、分からないとか見えないからという
理由で先入観もあり、対話がなされないから誤解があるま
まお別れすることになっていることです。いかに対話を促
進するかと、それによってルールや制度を個人に合うよう
に変えていくことが課題だと思います。そういったことを
お話し出来ればと思っております。
　こういった場では一人ひとりの労働者の立場に立って徹
底的に寄り添う話をすることになりますが、私の仕事の
99%は依頼者である会社に対してコンサルティングや支援
をすることです。ですので、今日は出来る限り経営者目線で、
経営者にとってどのような意味があるのかを意識しながら
お話ししようと思います。特に今日は社労士の先生が多く
お見えですが、やはりこれから日本の中小企業の活力を高
めていくためには、社会保険労務士さんの活躍が欠かせな
いと思っております。健康経営もそうですが、両立支援も
注目されていますので、これを追い風にして是非企業に対
してコンサルティングを提供したり、社長の参謀として頼
りにされ、常に悩みを相談されて、その解決を一緒になっ
て考えたりしていっていただきたいと思います。社労士さ
んでそれを実践されている方は沢山いらっしゃると承知し
ておりますが、是非儲かる仕事として広げていっていただ
きたいと応援しております。ひいてはそれが私にとっても
有難いことです。なぜかと言いますと、日本企業や日本人
に多く言えることですが、目に見えない相談、助言はタダ
だと思っているところがあります。我々個人でもそのよう
なところがあります。物であればお金を支払うのに、人か
らアドバイスを受けたり、人に何か世話をしてもらって解
決したりすることには、きちんとお金を支払うという意識
が弱いと思います。ですので、社労士さんも苦労されてい
るし、我々も苦労しています。対価をもらってやらないとレ
ベルが上がっていきませんし、ボランティアでやっている
限り本気の競争にはなりません。そういった意味で、是非、
企業にお金をいただきながら提供していく形にしていただ
けたらと思い、そのヒントをお伝えしたいと思います。

　今日は私の本音が出るかと思います。このスライドは、
どの講演でも出すようにしています。私は「健康経営とダ
イバーシティ経営なくして働き方改革なし」とお話しして
おります。健康経営とは流行りの言葉ですが、要は心と体
の健康です。健康であれば良いという意味でなく、人間が
生身の人間であることを忘れず、一人ひとりについてきち
んと見るということです。それに基づいた経営をするとい
うのが本当の働き方改革です。ダイバーシティ経営という
のは、多様化、個別化によって、人それぞれがバラバラに色々
なものを家庭や見えないところで抱えている中で、会社は
どうするかということです。皆、会社では標準的な普通の
顔をしていますが、背景に色々なものを背負っているわけ
です。そこを会社としてどう取り込んで、活かしていくか
です。働き方改革は、この 2点に尽きるのではないかと思
います。これをしっかりやっていけば、長い労働時間も短
くなっていくし、あるいはある程度労働時間が長くても過
労死や過労自殺などのカタストロフィーは無くなります。
　経営者は、どうしても「技」である仕事のスキルやパフォー
マンスといった目に見えるものだけを見てしまいがちです。
しかし、働くことのベースには心と体があり、社員が働く
背後には、生身の体で食事をし、運動をし、睡眠をとると
いう生活があります。その人の生活、家族、友人という全
部を今まで会社は見ずに来ました。それらは私的なことと
して切り離すことが会社員の務めであり、個人の事を会社
に持ち込まないことが、当たり前のように考えられていた
と思います。ですが、イノベーションや新しいことを生み
出すような会社はもう気付いております。結局、それをい
かに仕事場で出させるかという工夫を練っております。皆
が同じように何かに従って本当の自分を隠している状態で
働いていても、何も新しいものは生まれてこないし、改革
も出来ないと、私は経営者にお話ししております。

2
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　目指すべき働き方について、4つのことを挙げておりま
す。よく言われるのが、「①『居場所』がある」と、「②『出番』
がある」ということです。安心してその職場や会社に居る
ことができ、そして出番があって、活躍や貢献ができると
いう 2つが無いと、人間は働くこと、あるいはどこかの共
同体に属していることが難しくなります。居場所があるだ
けで出番がないと、居づらくて出ていくことになってしま
うと言われています。これを少し言い換えますと、私は「発
揮」と「没頭」という言葉をキーワードと考えております。
発揮とは、会社で被っている仮面を取って、本当の自分や、
抱えている家族の様々なことなど、ありのまま職場で表現
しても受け入れられるという安心感があることです。心理
的安全と言われますが、それをいかに職場に作ることが出
来るかが重要です。
　また、従業員側もパフォーマンスを発揮するには、求め
られるものに一生懸命合わせることに汲々としてしまうの
でなく、いかに自分らしさをこの場に持ち出して貢献でき
ないだろうかと常に考えることが必要です。このような発
揮を意識したいと思っています。
　それからもう 1つ、私が産業保健や健康経営という、心
と体の健康も含めたところが非常に重要だと思うのは、人
間は悩みがあったり、体が痛かったり、疲れていたりすれ
ば、仕事に没頭できないからです。色々なことが気になっ
ていると、目の前の仕事に集中できません。しかし、フロー
状態と呼ばれるような没頭して時間を忘れるような仕事の
仕方が出来ると、色々なアイデアが浮かんだり、ミスをせ
ずに仕事ができたりします。この状態をどのように作って
いくかが、経営者にとっては一番の悩みかと思います。では、
どうしたらいいのでしょうか。

3

p

⇒

　まず、合理的配慮提供の話をしたいと思います。医療の
先生方とお話ししていると、障害者の分野での合理的配慮
提供義務をご存知ない方が多いです。安全配慮義務にも大
きな影響を与えます。それから解雇回避努力義務、いわゆ
る解雇権濫用法理についても、大きく変容しています。2
年余り前からこの法律は施行されていますが、インパクト
は非常に大きいです。労働時間の上限規制の比ではないと
思っています。これで圧倒的に今までの日本の裁判所は変
わります。既に裁判例でも現れています。アスペルガーな
どの発達障害の従業員が手に負えない程の勝手な振る舞い
をしたという理由で、会社が職場復帰をさせず、最後は辞
めさせることになった裁判例が相次いでいます。裁判所は
合理的配慮提供義務の趣旨を必ず検討し、会社がそれを尽
くしたのかという観点で解雇や退職の有効性を判断するよ
うになっています。まだ始まったばかりなので、会社が対
応について知っていることにも限りがあるでしょうという
考慮があるので、会社側がなんとか逃げ切っている例が多
いです。しかし、はっきり言って法律ですから、これをしっ
かりやっていかないと、会社は退職や解雇についての裁判
で負けることになると思います。一方で、障害当事者や労
働者が額面通りに受け取って「じゃあ戦う」とやっても上
手くいきません。それで私が今日話したいことは、対話に
ついてなのです。2016 年 4 月から施行され、全ての事業
主に義務付けられていますので、労働者を 1人でも雇って
いて、その方が障害者であれば対象になります。先に申し
上げますが、手帳を持っているかどうかは関係ありません。
さらには、診断を受けているかどうかも関係ありません。
もちろん判断は難しいかもしれませんが、それが要件では
ありません。そうなりますと、人を雇っている以上は知ら
なければならないことになります。

p

l

l

4
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　合理的配慮には差別禁止も含まれています。「差別はいけ
ません」ということには「均等取扱い」と「均衡取扱い」
があります。仕事場で職務を遂行することに影響がないよ
うな違いで区別をしたら、それは完全な差別です。ただ、
障害や疾病があるために職務に影響がある、仕事が同じよ
うにできない、制限があるという時に、それに応じた扱い
であれば良いということです。ポイントは、合理的配慮の
提供をしていることが前提なので、合理的配慮なしに職務
に影響があると判断する場合は差別になってしまうという
ことです。差別禁止は強力な法律なので、これで戦うこと
は諸刃の剣です。私は合理的配慮を非常にソフトな考え方
であると理解しておりますので、これを上手に使っていく
と良いのではないかと思います。

p

l

Ø

Ø

⇒

5

p

Ø ADA
reasonable 

accommodation”

6

　合理的配慮はアメリカの法律が起源です。「配慮」という
日本語は安全配慮義務の「配慮」と同じ言葉ですが、安全
配慮の方は英語に翻訳すると「ケア」になります。一方、
合理的配慮の英語は「Accommodation」と言います。分か
りにくい言葉ですが、家、住居という意味もあり、受け入
れる、受け止める、受容するというようなニュアンスがあ
ります。また調整するという意味合いもあります。

　先程も申し上げた通り、この文脈における障害者は障害
者手帳の所持者に限定されません。

p

7

l

8

　では、障害者はどう定義されているかと言いますと、「心
身の機能の障害があるために、長期にわたり、職業生活に
相当の制限を受けている者」とされています。ここでの「相
当」とはどの程度のことなのかよく分かりません。「長期に
わたり」というのも、どのぐらいの長さなのか分かりませ
ん。まだ裁判での判例が出ていませんので、色々な解釈が
あり得るし、行政の考えも今のところ明らかになっており
ません。ただ、参考までに申し上げますが、精神障害者の
手帳は半年間で取れます。ですから、極端に考えれば半年
で障害者と認定されることもあり得るし、治療中であって
も構わず、症状が固定していなければならないということ
ではないわけです。心身の機能の障害で、制限を受けてい
れば良いということです。がんで治療している段階でも該
当します。国が障害年金の受給を認めるのかどうか、国が
障害者の手帳を出すのかどうかは、行政の制度の問題です。
最後は国がその制度の設計の中で決めていることです。こ
の法律の合理的配慮の対象は、もっとモヤモヤとしたとこ
ろが対象になっていることを忘れてはいけないと思います。
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Ø

Ø

9

　心身の機能の障害には、がんや難治性疾患、高次脳機能
障害も該当します。これは限定列挙ではないので、どんな
タイプのものでも全部入ります。

p

10

　合理的配慮は、大学での学生に対しても関係があります
し、お店でのお客さんに対しても関係があります。しかし、
別の法律です。障害者差別解消法に出てくる合理的配慮で、
それは努力義務に留まっています。ところが、雇用におい
ては努力では足らず、明確な法的義務になり、提供しなけ
ればなりません。通常は「私は障害者ですから配慮してく
ださい」という申し出があって始まることとして色々なと
ころで書かれていますが、雇用においては、採用後はそれ
が要件に入っていません。なぜかというと、毎日仕事をし
ていれば分かってきますので要件にしていないのだと思い
ます。

Ø

⇒

⇒

11

　合理的配慮は、障害者手帳の所持や障害者雇用の話とは
広がりが全く違うので、人事・労務全般の課題として考え
ていかなければなりません。相手が障害者かどうかではな
いと思います。障害というのは個性でもあり、それぞれの
多様性ですから、そもそも障害者であるかどうかに関係な
く、仕事をする上でのハンディや制限、得意不得意が生ま
れるわけです。いかに本人の持っている潜在能力を発揮さ
せるか、一緒に働く時にその凸凹を上手く噛み合わせるか
という知恵が、人を雇って仕事をしてもらうためにとても
必要になっています。障害者雇用は、人を雇って働いても
らうチームを作っていく時の技法やテクニックのようなも
のとして考えるのが賢明なのではないかと思います。

l

→ 

12

p

16

Ø

13
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　合理的配慮の提供をせずに、仕事ができないからと解雇
すると、まだはっきり書かれているところは少ないですが、
解雇権濫用や休職期間満了での退職の有効性などに影響す
ると考えられています。裁判所もその考え方を示していま
す。ですので、侮ってはいけないと思います。

p
(i)
(ii)
(iii)

Ø

14

　ところが、合理的配慮には「事業主の過重負担なく」と
いう壁があります。いかにニーズがあっても、一方的に「配
慮してください」と言うと、たくさんのお金が掛かったり、
あるいは他の人に色々な迷惑が掛かったりするなど、支障
がある場合に、会社側が「それは出来ません」と言うこと
が出来ます。それでは、どのように調整したらいいのでしょ
うか。

p
l

l

Ø impairments

Ø social barriers

P performance
p potential i interference

15

　合理的配慮には、社会的障壁を取り除くという表現が使
われていますが、障害者を理解する視点として医学モデル
と社会モデルという言葉があります。障害学では障害者に
ついて、何か機能の障害があって、完全なものから足りな
いという医学モデルの見方ではなく、環境や対人などの関
係性の中で機能発揮が支障になっているという見方をしま
す。周囲との関係で考えるのが社会モデルです。そうなる
と合理的配慮も、周囲や環境との相性も含め、この仕事だ
と出来ないが、この仕事であれば上手くいくということも
合理的配慮として考えられると思います。

　合理的配慮を提供するためには、建設的な対話が必要だ
と厚労省の指針にも書かれています。この対話というのが
難しいところです。私は普段から精神や発達障害の方とよ
く話をするのですが、そこで顕著なのが、自分のどこにニー
ズがあるのかが本人もなかなか認識できていないことです。
もしかしたら難病やがんの方にも共通するかと思います。
つまり、どこかが痛い、手が痺れるなど、何らかの障害が
あるとしても、仕事において何をどのようにしてもらえば
どのような仕事が出来るのかが予め分からないのです。結
局、本人は「何か提供して欲しいことや配慮して欲しいこ
とがあればいってください」と言われても、分からないわ
けです。試行錯誤と対話の中で「これならどうか、あれな
らどうか」、「では、やってみようか」と、積み上げていく
しかないと思います。従業員側に「何か言って」と求める
のではなく、会社や事業者側からその対話を率先していく
必要があり、待っていてもダメということだと思います。

p

16

p

⇒

17
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　対話をすることは、とても意味があると考えております。
先程、会社側には求める仕事や結果が分かっていても、本
人にはそれが出来るのか、どこに支障があるのかが見えな
いと申し上げました。本人側からは自分はどんなことが出
来て、何のサポートがあればこれが出来るのかが見えない
わけです。これは、やはり話し合っていかなければいけな
いと思います。対話を通じて、個人も自分のことが客観的
に認識できるようになっていきますし、「これくらいなら
出来る」、「このことなら上手くやれる」、「これは出来ると
思ったけれど難しい」などと、具体的に自分が働くイメー
ジが出来るようになっていきます。労働者にとっては成長
が促進される効果、事業者にとっては発揮を妨げているも
のを見つけていくことになります。例えば、同僚同士の人
間関係や、硬直的なルール・制度などに我慢できる人たち
や、適応できる器用な人たちだけで働いていると職場の問
題性に気付くことが出来ないのですが、対話をすることで、
躓いてしまう人や、苦痛があって力を発揮出来ない人とど
のように働けるかということに事業主も気付くことが出来
るようになります。他の社員も実は我慢をしていたり、合
わないことをやっていたりして、本来の力が発揮出来てい
ないことは多々あります。それが人事としての課題なので
すが、こういったコミュニケーションに経営者や人事が慣
れると、他の一様に同じに見える社員にも様々な個性や制
約があることに気付けるようになってきます。そういった
話が出来るようになってきます。その結果、イノベーショ
ンと言っていますが、今までにないアイデアが生まれたり、
今まで発揮出来ていなかった一人ひとりの特技が発揮され
たりするようになってくる効果があると思います。

p

Ø

Ø

18

　合理的配慮提供義務は、会社側が一方的に何かを提供し
なければならない、また、労働者側もそれをしてもらうと
いう関係に見えてしまいますが、その前提として誠実に対
話することの義務が会社側にあるのではないかと考えてお
ります。病気や障害に関わらず、持っている能力を発揮す
るために何が必要なのか、何があれば仕事が出来るのかに
ついて、本人と誠実に対話をすることを会社側の義務とし
て考え、その結果として労働者側が「これなら出来る」、会
社側が「それであれば大丈夫です」という合意が取れてい
くことで、その人に提供する合理的配慮とは何であるかが
話し合いの中で纏まっていくことになると思います。
　そして、就業規則やルールもその人に応じてカスタマイズ
され、それぞれの人に合った働き方が作られていきます。就
業規則を金科玉条の如く捉えるのも良くないですし、あるい
は最初から色々と作り込もうとしても人によっては余計なお
世話になります。例えば、がんの場合も「私はがんを開示し
たくない」という人もいますし、それで甘えたくないという
人もいるでしょう。また、命を削ってでも働きたいという人
もいるでしょう。そこは一人ひとりの選択ですから、押し付
けるのではなく、話し合いのもとに選択していけるようにし
ます。就業規則やルールをいかに一人ひとりに合わせてカス
タマイズして作っていくかが重要だと思っています。

Ø

19

l

interactive 
process

Bultemeyer v. Fort 

Wayne Cmty. Sche., 100 F.3d 1281 (7th Cir. 1996)
―

2017 7 40 4 36
41 ADA

20

　アメリカでも Interactive	Process と言っています。合理
的配慮の起源の国であるアメリカでも会社側が積極的に働
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きかけることが必要だという判例が出ています。

p

Ø

Ø

21

　ここで、対話が相手に届くにはどうすれば良いかをお話
しします。私が行っているのはどのような仕事が多いかと
言いますと、問題のある社員を辞めさせるための仕事とい
うのが正直なところです。世の中では、退職勧奨を徹底的
にやって、退職強要になってしまうことが非常に多いです。
泣き寝入りになっている社員の方も多いと思います。裁判
になることはごく一部です。ところが、今のような誠実な
対話を繰り返し、しっかりやり尽くすことによって、自ず
と解決していきます。それを私はずっとやってきました。
私が前に出てやるのではなく、経営者や人事、上司が本人
とお話をするのを、私は背後で支え、コンサルティングや
カウンセリングをして、当事者間の関係性を変えていきま
す。上司も本人も変わるための触媒、あるいは演出をして
いるに過ぎません。
　先程の堤先生のお話にも、対話について、コーディネー
ターや共通言語、トライアングルなどの言葉が出てきまし
たが、色々な意味合いがあると思います。二者間がとても
大事なのですが、その二者だけで進めているとどうしても
対立や食い違いが埋まりません。そこを第三者が関係性や
コミュニケーションが進むように支援をします。それを私
は会社側でやってきました。その時にとても重要だと思う
のは、徹底した性善説です。例えば疾病利得と言われる問
題があります。病気になると、それで甘んじてしまう、あ
るいはそれを悪用する者がいると言われます。私が相手に
してきた方々には、いわゆる人格障害と言われるパーソナ
ル障害が疑われる、人を操作したり、嘘をついたりするこ
とが多く、周りを混乱させる人がいました。そういった方
でも、逸脱行動などの表面のノイズに惑わされず、素の心
をターゲットとして徹底して話しかけていくと、必ず相手
が変わってきます。それによって、またこちらも変わって
きます。今まで左回りだったものを右回りに変えることが
できるようなことを多く体験してきました。ですので、諦
めないで、対話をする必要があります。対話は、ただ対応
が優しければ良い配慮になるのではありません。まさに仕
事をする場は格好の場所だと思います。仕事をするのか、

出来るのか、何をやって欲しいのかという、仕事そのもの
を通じてコミュニケーションをすることになります。働く
人として時として厳しい指摘や要求もします。これはむし
ろ率直に言うべきだし、しっかり分かるように伝えるべき
です。それと同時に、出来ると信じて、出来るようにする
ための配慮も同時に提供します。この両方をやっていくこ
とが必要だと思います。これを複数の人で役割分担してし
まうと、起こりがちなのが、「あの人は良い人だけど、この
人は違う」などと本人の中で分裂してしまうことです。そ
うではなく、同じ人が厳しい面も温かい面も含めてその人
と向き合っていくことがポイントになると思います。

Ø

Ø

Ø

22

　私が行っていることをもう少し申し上げると、本人に徹
底的になりきるようにしています。そのためには、その方
の過去のエピソードや、メール、手紙を全部読み、心や出
会い、感じたことなどを一生懸命に想像します。同時に、
そこから一歩引いた裁判官のような立場の冷静な目で自分
の依頼者である会社側も含めて見ます。その極端な相手方
への没入と、引いて第三者として見ることをやりながら、
当事者同士で手を結べる、あるいはお互いに合意できると
ころをしっかり確認していきます。お互いに違う感じ方や
見え方をしているところを確認し合い、言い合っていきま
す。それが公正だと思います。
　合意をしようとしても、人間は「その通りだね」と腹の
底から合意することはなかなかできないのがほとんどだと
思います。しかし、自分はこう思う、自分はこう感じてい
ると言うべきだし、相手がそう言ったのも聞くべきで、そ
れはやりっ放しで良いと思っています。それで相手はそう
思っているのだと安心できますし、こちらの行動も選べま
す。当たり前のことかもしれませんが、これが出来ないた
めに、正しい同士で喧嘩になっていることが多いです。ま
た、期待を示し続けるのは、期待をすることとは違います。
期待をすると裏切られたと感じたり、あるいはその通りに
ならなくて頭にきたりします。期待を示すというのは、相
手のことを考えてやることです。
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16

　ストーリーとワクワクが大切です。少し不真面目な言い
方かもしれませんが、仕事や職場にはこれがないとつまら
ないと思います。例えば、最近保健師さんから伺った話で
すが、ある方が 60 歳で定年を迎えられた直後に大腸がんが
見つかり、色々なところに転移して、肝臓にも転移してい
るという状態だったそうです。それに対して、企業の人事
は「働いても大丈夫だ」という診断書を主治医からもらっ
てくるように言って、それから揉めて少し大変な状況になっ
てしまったということです。ところが、その方は職場にき
ちんと来て働けている状態なのです。ただ、いつ急激に悪
くなるか分からず、医学的にはさほど長くないという状態
だそうです。ところが、その方が職場で一番輝いているそ
うです。奥さんを早くに亡くされて、子どもも既に大きく
なられているので、最近もう一度結婚したいと非常に生き
生きとされ、その職場で一番輝いていると聞きました。や
はり、人間は命に限りがあるのを実感すると、自分に正直
になれるのかなと思います。私が障害者雇用や両立支援で
職場にもたらす効果というのは、このようなことなのでは
ないかと感じています。

23

p

l

l

24

　これは、大学で発達障害の支援をされている方がおっ
しゃっていたのですが、まずアスペルガーなどの病名を聞
かないそうです。その必要はないのです。何に本人が困っ
ていて、何に躓いているのかを、とにかく具体的に本人と

確認します。そのことにしっかりと時間を費やします。そ
うすると別に病名や診断名は必要ないのです。ある程度の
見立ては必要ですが、働く場で何が必要かを考えた時には、
まさに話をして具体的に確認していくことが大事です。そ
して、躓いて困っていることだけでなく、上手くいってい
ることや本人が大事にしていることを聞きます。それが、
その人が力を発揮するヒントになっていくとおっしゃって
いました。

p

l

l

l

l

l

l

!?
⇐

25

　最後は、働き方改革との関係をお話しします。労働時間
を中小企業で制限するのは並大抵のことではないと思いま
す。しかし、それを待ったなしでやらないとどうしようも
ない状態なので、荒療治で変えるという改革だと思います。

　なぜ長時間労働がいけないかと言いますと、病気の治療
も含めてですが、人が人として生きていく時の様々な価値
が働くことによって損なわれてしまっているようでは困る
わけです。また、中には我慢して働けている人もいますが、
本当に働けない人が数多くいます。病気も然り、障害者も
然り、育児・介護を抱えている人も然りです。そのような
人たちがやりがいのある労働に参画できるようにするため
でもあります。長時間労働を止めなければならない理由は、
この 2つに尽きると思います。過労死、過労自殺は、安全
や健康の問題です。

p

26
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　なぜ働き方改革を政府が本気でやろうとしているかとい
うと、これをやらなければ日本経済は恐らくどうしようも
ない状態になっていくからです。労働力の減少が挙げられ
ます。ただ減少するだけでなく、多様化します。そうなると、
効率を追求するだけでは労働生産性はこれ以上向上しない
ので、たとえ効率が悪くても多様性をいかに活かしきるか
という、ダイバーシティ＆インクルージョンを強力にやる
しかないと思います。

p

l

l

l

27

p

28

　今回の働き方改革には、9つの項目があります。下線部
分は、全てダイバーシティ＆インクルージョンの課題です。

p

u

100

u

29

す。先程、働き方の望ましい姿として「発揮」という言葉
を申し上げましたが、インクルージョンとは、自分のあり
のままをオープンにすることを躊躇わず、発揮できる状態
にすることです。会社側から見るとインクルード＝包摂し
ているということになります。単にそこにいるというのでは
なく、会社に貢献できるようにするのがインクルージョン
です。

　本質は全てダイバーシティ＆インクルージョンにありま

p

l Google
2016 2 25

Ø

psychological safety
u

u

30

　それを実現するには心理的安全が欠かせません。心理的
安全とは、まさに会社で被っている仮面を脱いで、本当の
自分をさらけ出しても大丈夫なのだと信じられる状態のこ
とです。この状態を職場にどう作っていくかが重要です。
障害者雇用然り、両立支援然りで、生身の人間が在りのま
まで一人ひとり違うのだということを職場で実感する場が
無いといけません。これは会社側、経営者の話だけではなく、
労働者側の話でもあります。同僚としても、皆それぞれ一
生懸命に無理して仮面を被っているので、そこに仮面を被
れない人が来ると気に触るというのが本音の話です。経営
者は、職場の人が上手く受け入れてくれず、皆が不安を持
つと言いますが、結局その状態を作り出しているのは経営
者です。皆に一生懸命に仕事用の仮面を付けさせているか
ら、その仮面が付けられない人が来ると、排除しようとし
ます。このような構造が職場にあると思います。

p
Ø

Ø

Ø

l

l

31

　本当の自分をさらけ出して「こういうことが出来ないの
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だけど、手伝ってくれませんか」と全員が言えるような組
織にしていかないといけないと思います。

p

l

l

32

　そのような状態を作っていくためにダイバーシティが言わ
れますが、ダイバーシティーと言うと女性や外国人の登用が
進められます。ところが、適応できる器用な人は馴染んでし
まっているので、なかなか日本の職場は変わらないのです。

p

WHY? ⇒

33

　いかにそれを変えていくかと言いますと、極論ですが、
適応できない人や適応能力の低い人にあえて職場で皆が合
わせるということが行われないと、私は変われないのでは
ないかと思っています。

WHY? ⇒

34

　ドミノ倒しと言っているのですが、障害のある人をチーム
のメンバーとして受け入れ、そしていかに戦力として発揮
できるようにするかを考えていくことが必要だと思います。

l

Ø

Ø

Ø ⇒
Ø

Ø

Ø

Ø

35

　その効用としては、スライドに挙げた点が考えられます。

l

l

l

36

　「制約のある社員」とは病気や育児、介護などを抱える社
員ですが、フルタイムで会社に縛り付けられたり、「どんな
仕事でも出来ます」と言ったりすることなく、時間や場所に
制限がある社員がどんどん増えています。実はほとんどがそ
うした状況にあるのではないでしょうか。ところが日本の雇
用制度では、正社員を前提としてフルタイムで残業が出来る
のが一人前の社員だと考えられています。この状態が続く限
り、その通りではない人がどんどん増え、当てはまらなくなっ
てきています。ですから、全員に制約があるという前提で職
場を作っていかなければなりません。よく言われるのが、配
慮していくと、先程の疾病利得と同じで、例えば育児休暇を
取った後に辞めてしまう社員が出てくることです。産休・育
休を取り、職場に戻ってくるかと思ったら辞めると言われ、
会社としては制度を乱用されているように感じて苦々しく思
うという実態もあります。それは確かにあるのですが、私は、
そういった方が職場で配慮を一方的に受けるような立場に押
し込められているがゆえに、働くことについての野心が削が
れたり、押さえつけられてしまったりする結果なのではない
かと感じています。
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　そういった意味で、我慢大会の中でついて来られる人だ
けでやっている限り、脱落する人が出てしまいます。です
ので、敢えて制約がある人を戦力化することを全員が取り
組むようにします。例えば育児や介護などの制約がある人
が、配慮してもらえる立場だけでなく、他の弱い人に対し
て配慮したり、助けたりする立場もやらないと、なかなか
お互い様になって一人ひとりが成長していけません。障害
者雇用は本人のためにやるのではなく、他の社員を成長さ
せるために敢えて経営者として挑戦し、取り組んでいくこ
とに意味があるのだと思っています。

Ø

Ø

Ø

37

38

≠ ⇄

　先程、インクルージョンについてお話ししましたが、労
働者側から言いますと、仕事に参加するということです。
それは、自立であって、孤立ではないと思います。自立と
いうのは、人に助けを求めることができ、同時に人を支援
できることです。この関係性を持っていない人は、ただ孤
立しているだけです。これがインクルージョンの効果とし
てあると思います。

　障害があるがゆえに企業に価値をもたらすこととして、
障害者と一緒に職場で働くだけでも周囲の社員が優しくな
ると同時に逞しくなっていくことがあると思います。特に
精神疾患や発達障害などの障害者雇用に一生懸命取り組ん
でいる会社では、メンタル不調の方の職場復帰の結果が良
いそうです。要は、一人ひとりが制約を抱えた弱い存在だ
ということを前提に、互いに依存して支援し合う関係を作っ
ていくことが重要であり、それがこの両立支援における経
営にとっての意味合いだと思います。

p

l

l

l

39

p

2017 6

40

　よく「病気の人を働かせて、安全配慮義務上は大丈夫な
のですか」と聞かれます。確かにその方がどういう状態で
あるかを知ろうとしないで放置していたら、明らかに危な
いです。しかし、対話をしてそのリスクの情報を共有し、
協力してそれをコントロールすれば、免責されます。安全
配慮義務は結果責任ではなく、リスクをコントロールする
義務です。これは、近畿大学の三柴先生が安全配慮義務を
そのように定義されています。
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　合理的配慮提供義務のインパクトとして、一定のリスクを
抱えた社員を職場に受け入れて、仕事と両立させていくと
いうことが求められているので、安全配慮義務も解雇回避
努力義務も両方が高度化しています。何とか折り合いをつ
けていくことが、今の経営には求められていると思います。

p

l

4 6 (1) (3)
2017 5 7 9

41

⇒
≒

2
⇒

42

　単なる支援者となる話ではなく、経営者がコミットして
いかなければいけない課題です。最もサポートすべき人事
や労務が、単に労働法や規則の話ではなく、医療や心理、
福祉の専門家とのネットワークを強めて、本当の実力をつ
けていく必要があると思います。

p

p

p

43

　私が今までやってきた仕事もそのようなことですし、役
割は広がっています。

+
/

+
/

+
/ /

+ HR
IT AI

44

45

l

l

Ø

Ø

Ø

p
l

l

l

l

l

46
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l
http://sanpokai.umin.jp/

l ( ) 
/

http://www.oshlsc.or.jp/

l

l

47

　戦わずして勝つということが、本当の予防フォームです。
紛争を起こさないためにも必要になってきます。そのため
に私も対話のサポートをしています。
　以上です。ご清聴ありがとうございました。

2016 10 2017 10

!
12 2017 10 12

2018 Vol.26 No.3

http://www.torikai.gr.jp/author/ke-kojima

48
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	 	 森本産業医事務所　代表　	 森本	英樹（医師・社会保険労務士）　	

シンポジウム 1

産業医 兼 社会保険労務士の立場から

　私は森本産業医事務所という産業医専業の個人事務所を
立ち上げて、月曜日はこちらの会社、火曜日はあちらの会
社へという形で産業医をしております。他の先生方と違う
自分の売りとして、社労士資格も持っております。実質的
には社労士としての仕事はしていないのですが、産業保健
と社労士の先生方との橋渡しをしたいと考えておりまして、
その活動の一環で研究していることも含めてお話しさせて
いただければと思っております。

III

2018 12 22

( )

•

•
96.7%
56.4%

•

2016

	 なぜ社労士に着目するのか
　なぜ産業医なのに社労士の資格を取ったのか、なぜ社労士
のアピールをするのかについて少し説明したいと思います。
　今日参加されている方は、かなりの方が社労士や産業保
健職の方だと認識しております。社労士はいわゆる労務管
理や労務関係の法律、社会保険法、労働保険法の専門家で、
国家資格なので一定の知識や経験は担保されています。小
規模事業場への関与では、例えば産業医の場合は 50 名以上
でないと基本的に選任されません。例えば私は 50 名未満の
会社にも行きますが、それはメジャーとは言えないところ
です。一方で、社労士の先生方は 10 名以上の会社であれば
就業規則が必要ということで、かなり小さい会社へも行か
れています。実際に社労士の連合会による過去の調査では、
企業側の社労士の認知度は 96.7% となっていまして、実際
に 56.4% の企業で活用されています。ですので、その辺の
活用度が違います。社労士は就業規則のプロフェッショナ
ルでもあるので、具体的な働き方や賃金等と非常に密接し
て動かれている部分もあります。個別の具体的な働き方へ
の関与についても、会社への顧問対応として出来るところ
も注目点の１つと考えております。
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OH (n=103)

2014

　こちらは 2014 年発表ですので、2013 年頃の調査データです。今から 5年程前に、社労士の先生に「今まで産業保健分野でど
んな相談を受けたことがありますか」という調査をしています。私の講演に来た方にチェックしていただいているので、当然関
心がある人が集まっています。このため、若干偏りがあるという前提で見ていただければと思います。労働時間管理に一番多く
関与されています。5、6年前の時点で「メンタルへの関与をされている」、「健診や法令・コンプライアンス、労災対応などに既
に関わっている」に◯を付けられた方がいて、正直私としては衝撃的でした。私自身が社労士の資格を取得したのが平成 19年で、
事務指定講習を受けたのが 20年、登録はもっと後になります。ずっと色々な社労士の先生とお付き合いしてきましたが、まさか
ここまで既に関与しているとは思っておりませんでした。なお、この当時は障害者対応の経験は 5人に 1人といった状況でした。

( )

25;273-282(2018)

1
15.6%

2
23.4%

3
13.9%

4-5
17.6%

6-10
16.0%

11-20
10.2%

21-
3.3%

46.7%

4 (2-10 )

　その後、毎度いろいろな調査をしていきながら、現状把
握をしながら、一緒に社労士の先生と歩んで行こうと考え
ております。社労士のメンタルヘルスの相談経験、これは
2018年の発表ですが、2015年から2016年の頃に取ったデー
タであったと思います。既にメンタルの相談を 1回でも受
けたことのある人は、46.7%、開業だと 50%を超えていま
した。勤務だと若干少ないです。相談を受けた人は、今ま
で何件相談を受けたことがありますかと聞きましたら、1
件から 3件の人が半分で、まだまだ相談が少ないのが現状

ではありますが、21 件以上もおられるという状況です。相
談経験は、まだまだ少ないと正直思っています。しかし、
逆に言えば、メンタルの相談を 1件も受けたことのない社
労士の方が少ないのだという時点まで既にきていると実感
しております。

59;388. 2017

　今日は、こちらが本題になります。いわゆるメンタルも
両立支援の１つですが、2016 年頃に取った「両立支援の経
験を持った方はどれくらいおられますか」というデータで
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す。「経験あり」が 17.7%で、6人に 1人ぐらいのイメージ
ですが、その方々は既に色々な相談経験を持たれていると
いうことです。相談を受けた回数は少ないです。「1回〜4回」
で 63.7% が最も多く、「10 回以上」は 13.6% になっており
ます。これからお話ししますが、私は色々な社労士の先生
にインタビューをして、両立支援のことについてどんなこ
とをされているか聞いています。それらの先生から話を聞
くと、既に 200 件を超えている先生もいらっしゃいました。
その 200 件の中には、1人の人の相談が何件も入っている
のかもしれませんが、それだけ多くの経験を持たれている
先生も出ているのが事実です。ある意味メンタルよりも両
立支援の方が、数少ない先生がたくさんの経験を持たれて
いるのではないかと、最近実感している次第です。

　では、具体的に社労士の先生が両立支援にどう関わって
いるかと言いますと、今のところ 4つに大きく分かれると
感じております。1つは、いわゆる勤務社労士の先生方で
す。社内の人事・総務部門に勤務し、休業者の対応の中で
両立支援も関わっています。がんやメンタルなど、色々な
パターンがあると思います。もちろん、企業の規模によっ
て内容が違うとは思います。下の 3つは、どちらかと言え
ば開業の社労士の先生方のイメージです。開業社労士とし
て、顧問先の休業者の対応を受けています。いわゆる従来
型で、これからも続くと思います。3つ目は、各都道府県
の社労士会の社会貢献事業の一環として、がん拠点病院に
月に 1回程度訪問されて、患者さんの相談を受託している
というパターンです。最近かなり増えてきているようにお
見受けします。4つ目は、産業保健推進センターの相談員
や推進員として、両立支援の相談を受託しているパターン
です。色々なパターンの関わりがありますので、どのパター
ンだとどう関わっていくのが多いのかなどについても深め
て知っていきたいと考えています。

•

•

　インタビューで「どう関与しているのですか」などを聞
きました。かなり色々な関与をされていて成功事例が出て
いますが、社労士会の場合は、各都道府県単位での活動で
して、全国的にどう関与しているのかがよく分からない部
分がありました。今はインタビューした人数が 5人から 6
人なのですが、20 人くらいまで何とか増やしていきたいと
思っております。

•

•

•
GLTD

　インタビューで出た話をご紹介します。社労士の先生方
は、どのように働くかなどの就労相談、休業中の諸手当や
傷病手当金などの社会保険、障害年金や遺族年金などの年
金などにおいて色々な関わりを持っています。よく聞いた
話の 1つは、社労士が労働基準法を知っていて、短時間勤
務制度の導入など事業主である社長と直接話をしながら、
それぞれの規模に合うような制度を人に合う形で入れてい
けることは大きいのではないかということです。複数の先
生から話が出ています。そして一風変わったことかもしれ
ませんが、お金のことが大事になってきています。どうし
ても退職せざるを得ない方もおられますので、治療費や生
活費を工面するために、傷病手当金でカバー仕切れない部
分を GLTD といった保険を入れてみたらどうかと提案して
成功している事例があります。
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•

•

•

　また、とても良いなと思いながら伺ったのが、やはり就
労継続出来るのであれば就労継続の選択肢を提案すること
です。診断されたから直ぐに辞めるのではなく、働けるか
どうかをきちんと模索していくことが大事ですし、働くこ
とは社会との繋がりを必ず維持することになるので大事な
ことです。とはいえ、どうしても就労継続が出来ないこと
はありますので、そういう時には就労支援施設を使うこと
もできるのではないかと考えて、そのような部分にも手を
入れているという社労士の先生もおられました。それから、
障害年金を受給すると就労の意思が無くなるのではないか
と、いわゆる疾病利得に関わるのではないかと思われるこ
とが多いのですが、障害年金に詳しい先生から決してそん
なことはないという話も伺うことができました。障害年金
で、例えば 10 万円ほどあれば、残りの生活費 5万円を稼ぐ
ために「5万円分働くくらいなら自分も社会に関与できる
のではないか」と考えられるようになり、稼ぐ必要額が少
なくなるからこそ逆に働けるパターンもあるという話も聞
いております。これもとても良い話だと思いました。

•

•

•

　悩ましいところですが、社労士単体で出来ることには限り
があります。それはもちろん医者に出来ることに限りがある
のと同じです。社労士は医療が分からないから、その部分
は誰かにサポートしてもらう必要があるのではないかと、看
護職やソーシャルワーカーが入ることの重要さも出てきまし

た。お金のことが解決できないので、ファイナンシャルプラ
ンナーにも入ってもらうと良いのではないかという意見もあ
ります。困った時に専門家に繋ぐのも1つの方法ですが、最
初から同席して連携していくことでお互いの強みが見えるか
らますます良い回転になっているという話も出ていました。
引き続き皆様にも還元できるような形でインタビューの内容
をフィードバックしていければと思っております。

　私が今、考えている両立支援に必要な要素です。これが
1番お伝えしたいスライドです。医学・看護学の知識が要
りますので、ここは基本的に主治医に持ってもらい、一部
は産業医が関与していくのではないかと思います。例えば、
がんや難病の場合も心理の部分をカバーしていかないとい
けません。精神科の先生や公認心理師、精神保健福祉士な
どが関わってくるのではないかと思います。働くことと労
務管理は、人事と社労士の先生がきちんと関わることが大
事ですし、産業医の先生の関与も大事になってくると思い
ます。社会保険制度やお金のことに関しては、ソーシャル
ワーカーやファイナンシャルプランナーが必要です。これ
らを 1人で進めるのは絶対に無理なので、自分はどこがカ
バーできるか、カバー出来ないところは誰の助けを借りる
かを上手くクリアにしていくことが何より大事ではないか
と私は思っています。

( )

•
–

–

–

　各関係者にお願いしたいことです。当事者に関しては、
キーワードの 1つはヘルスリテラシー、つまり自分の健康
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情報をきちんと知るということです。それを周囲に伝えて、
困った時は「困っています」、問題ない時は「私はこれが大
丈夫です」、「こういうところで働けます」と、きちんとコ
ミュニケーションを取って伝えることが必要だと思います。
周囲を巻き込みながら、1回伝えたら終わりにするのでは
なく、複数回小まめに伝えないとなかなか伝わらない部分
もあるのではと思っています。

　人事労務担当者に関しては、労力を発揮できるのに働け
ない人、1日 8時間、週 40 時間勤務が出来ない人をどうす
るかが課題だと思っております。何十年も前は、女性が働
くとなったら学校の先生か看護婦かバスガイドをやるかし
かなかった時代があったと思います。ですが、今はもう女
性が働くのが当たり前となって共働きの家庭が多くなって
います。保育所の問題などがありますが、そのような状況
があるように、1日 8 時間は働けないけれど働く能力はあ
る人が働くことが、徐々に自然と多くなっていく世界が必
ず来るのではないかと思っています。先程も話に出ました
が、高齢者就労や障害者雇用、子育て中の従業員というのは、
やはり似ているのではないかと思います。これからどんど
ん人手不足になりますので、医学的な視点は産業医、労務
管理は社労士が活躍できるのではないかと思っています。

•
–

1 8 40

–

–

•
–

–

–

　社労士の先生に関しては、メンタルや両立支援に関連す
る退職手続きでしか関わっていないことが現実的には多い

　産業医に関しては、両立支援のガイドラインがきちんと
ありますので、その様式を使うだけで随分やりやすくなる
と思います。また、がんの方が目の前にいる時に、「病院の
両立支援センターに行ってみてください」と言えるかどう
かが第一歩になると思います。その辺りが上手く広がって
いければ良いと思っております。
　以上です。ご静聴ありがとうございました。

•
–

–
or

–

と思いますが、徐々に就業規則の部分も含めて、関与でき
ると思います。両立支援は必ずしも障害年金が出来ないと
いけないわけではなく、障害年金に詳しい先生に時折相談
すれば良いと思いますので、ネットワークの中で上手く出
来れば良いと思っています。
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IV　　｜シンポジウム 2｜　衛生管理者・人事の立場から

	 	 合同会社アール　CEO　	 對木	博一

シンポジウム 2

衛生管理者・人事の立場から

　對木と申します。私は企業に 32 年おりまして、ずっと人
事畑におりました。今は独立して色々なことをしておりま
す。詳細は時間の関係で割愛いたします。

IV

a-ru

����������������������������
����:����������������������

a-ru a-ru

2

a-ru

a-ru

　本題に入ります。今日は中小企業のための両立支援の進め
方というお話ですが、私は一部上場の会社に勤めていました
が、その子会社、孫会社はいわゆる中小企業です。孫会社に
なると海外も含めて零細に近いので、それをイメージしてお
話しする方が良いと思いました。
　ご存知の通り、企業サイドと労働者サイドの間に両立支援
という考え方がありますが、実は今までもありました。例えば、
人工透析の方や、慢性的な肝臓・腎臓の疾患の方、メンタル
ヘルスの方などに対して企業は何もやっていないわけではあ
りません。病気の方への就労配慮はもちろんやっています。
就労禁止も１つの配慮ではあります。企業サイドが治療サポー
トのために就業を配慮すること、労働者サイドが働きながら
治療に専念して継続して働くことには、色々なメリットとデ
メリットがあると思います。背景には一億総活躍時代である
ことと、高齢化で企業が労働力不足であることなどがありま
す。先程話に出てきましたが、、働く人は少ないですが、逆に
商品を作っても今度は買う人がいないのです。当面は海外消
費に頼りますが、インドや中国でも人口減少が懸念されます。
少子高齢化という背景もあり、会社としては労働力不足です。
しかも、今までは優秀な人材が来ましたが今は来ません。人
がいないので当然です。言い方は悪いかもしれませんが、体
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力がある魅力的な企業に学生が優先的に行ってしまいます。
高齢者の雇用継続とともに、年金支給は65歳からになってい
ます。労働者サイドからすると、60歳で定年になってその後、
病気等の生活不安要因が出てきたら、年金支給まで働かなけ
ればいけないので不安が重なってくることになります。がん
の場合は、過労と共に発症していくリスクは高いのだろうと
思います。小島先生からのお話にも出ていましたが、企業と
しては安全配慮義務、そして本人にも自己保健義務が課せら
れています。こういった関わりの中でやっていかなければなら
ないだろうと思います。

　仕事のモチベーションとストレスについてお話しします。
ハーズバークという学者の動機付け衛生理論です。会社で
は、賃上げを行う、休日日数を増やす、管理監督者との関係
の改善が施策の中心となりますが、元々不満であった問題が
解決しても「よし、給料が上がったから明日から頑張って仕
事しよう」という意識の高まりにはつながりません。むしろ
仕事に対する達成感や仕事をしている本人が承認されている
かどうかが重要です。先程も仕事へののめり込みの話が出て
いましたが、要は仕事そのものへの没頭、ある程度責任を任
せるような人の使い方をすることによって、動機づけ要因が
上がり、仕事の満足度や仕事に対してのアプローチが積極的
になっていきます。そして、自分が面白い仕事や満足のいく
仕事をするためには、自ら健康も自分で守っていきます。こ
れがワークエンゲージメントの考え方です。

　具体的な例を１つ挙げます。例えば、製造現場でベテラ
ンの方が 50 歳を迎える時にがんを発病し、両立支援を適
用して就業配慮を受けます。ラインの組立作業一筋の大ベ
テランです。今日は産業医の先生もいらっしゃると思いま
すが、「負荷が少ないように軽易な作業をさせて下さい」と
いう指導は少なくありません。。ライン作業で軽易な作業と
いうと、ラインの横にいる事務などで、パソコンを見なが
ら伝票処理をするような作業です。どうでしょうか。社労
士の方も産業医の先生も保健職の方もいらっしゃいますが、
例えば看護師の方がいきなり「事務職をやれ」と言われたら、
どのように思いますか。一見すると、配慮して簡易的な作
業につけることになるのですが、初めてのライン外の間接
業務であり、体は楽だけれど仕事は慣れないので非常に神
経を使ってしまうわけです。慣れない PCと格闘し、文書を
作らなければなりません。ライン一筋でしたから、自らの
能力を発揮できないし、面白くないし、苦痛で、むしろス
トレスが溜まります。ストレスとがんの因果関係は分かり
ませんが、心身一如と言いますから、悶々としていると恐
らく病気にも良くないと思います。
　では、どのように軽易作業を考えるべきでしょうか。例え
ば、ラインの中で軽易作業はないのかと考えます。今までずっ
とラインの業務でしたから、仕事の内容や流れはよく理解し
ています。ライン業務の工程もよく分かります。工程という
のは、ここでビスを止めて、次の人が半田づけをして、次の
人が検査をしてという流れで、これをよく分かっています。
ラインに関係する仕事ならば仕事の疎外感もないし、本人に
とっても全く新しい仕事というわけではありません。ただ時
間や責任の制約に配慮することで、様々なストレスから少し
緩和されます。
　一度簡易的な事務作業側に外されると戻って来られない
のではないかというイメージがあります。「あなたはがんで
すね、がんは数カ月で治る病気ではないですね」と言われ、
5年生存率という話があるので最低でも 5年は外れること
になるというイメージです。しかし、5年もラインから外
れてしまったら、戻ってもなかなかラインの速度について
いけません。むしろ、本人に力を発揮してもらうためには、
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IV　　｜シンポジウム 2｜　衛生管理者・人事の立場から

　最後に大企業と中小企業の違いについてお話しします。
一言で言うと、組織が小さい方が非常にラジカルに物事が
動きます。組織がシンプルで意思決定が早いので、日常の
変化に直ぐに対応できます。大きな会社では、稟議書を回

a-ru a-ru

6

なんとかライン業務に関係した仕事についてもらいたいと
思います。それが本人のためだけでなく、ラインのために
もなるのではないかと思います。

して「あそこの部は良いと言っているが人事がダメだ」な
どとなるようなことはよくある話です。大きな会社では 2
カ月経っても結論が出ていないことなどがありますが、中
小企業では 1〜 2日で社長がOKすれば直ぐ結論が出ます。
私がここで一番言いたいことは、とにかく人事課長や総務
部長など、人を束ねる部門の管理者をしっかり育てて下さ
いということです。労務的な側面と労働衛生の両面から、
人材をどのようにマネジメントするのか？両立支援を行う
ことで、従業員と企業がWIN-WIN の関係を構築する。その
ために、衛生管理者は産業医と同じく会社の中で選任義務
がありますから、労基署に選任報告の義務があります。そ
して衛生管理者をどのように使っていくかは、産業医から
も求められています。また、先日も社労士の方とお話しし
たのですが、毎日会社に行っているわけではないので実態
がよく見えないということなので、協力し合っていければ
と思っています。
　以上で終わります。企業は内外の専門家を使って生産性
と健康確保に向かってコーディナートを行うことが重要な
責務であるとは言うまでもありません。ありがとうござい
ました。
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シンポジウム 3

企業外労働衛生機関の立場から

	 	 京都工場保健会　　理事
	 	 産業医科大学　　　産業衛生教授　	 森口	次郎

V

　京都工場保健会の森口と申します。どうぞ宜しくお願い
いたします。私は、中小企業の産業医という立場で仕事を
しております。労働衛生機関の所属で仕事をしております
ので、その立場からお話しさせていただきます。
　我々の研究班は、労働衛生機関が比較的小さい会社から
色々な相談を受けることが多くあります。国としては、地
域産業保健センターが小規模企業に合う機関となっており
ますが、実際は困ったことがあると、健診の窓口をやって
いる我々の渉外職などにちょっとした相談をするケースが
多々あるように思います。そういう意味では、社労士に近
い存在かと思います。そのようなことを踏まえて我々の研
究のことをお話ししていきたいと思います。

• 2017

• 2018
–

–
2

　今日ご紹介する内容です。全国労働衛生団体連合会（全
衛連）で昨年度行ったアンケート調査の結果の一部をご紹
介します。全衛連は、労働衛生機関の精度管理等を束ねて
いるような機関ですが、そこにお願いして全国の労働衛生
機関にアンケート調査を行いました。また、その結果に基
づいて取り組んでいる労働衛生機関向けのツールを中心に
お話しします。

2018

•
– 2018 1 19

10 111
•
– 2018 3 19 66

59

　昨年度行った調査についてご紹介します。全衛連の会員
で、私達と比較的関わりが深い 10 機関については、実際に
訪問してインタビューを行いました。それを除いた 111 機
関には、アンケートを郵送しました。回答率は 59%です。
このアンケートは、健診機関として実際に治療と就労の両
立について今どんなことが出来ているか、あるいは外部支
援の機会について調査したものになります。
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V　　｜シンポジウム 3｜　企業外労働衛生機関の立場から

•

•

　その結果の一部です。「両立支援の取り組みで実際に今ど
のようなことが出来ていますか」とお聞きしています。「両
立支援に関する研修をやっていますか」に関しては、「現在、
組織として取り組んでいる」という回答は 7.6%と少なかっ
たです。ただ、「今後、組織として取り組みたい」という質
問には、40%以上の機関が「取り組みたい」と回答しました。
その他、比較的高かったのは、「事業場（会社）の担当の方
や人事総務の方等から相談があれば、それに応じて対応す
る」との回答です。これは、比較的高くて意欲もあるとい
うことでした。スライドには示しておりませんが、同じ様
に「労働者個人から相談があれば、それに応じる」も高め
の比率でした。その他は、「企業の体制作りのお手伝いや何
かツールを提供している」についても、意欲は結構高いと
いう結果でした。ですので、健診機関、労働衛生機関はま
だそれほど両立支援の取り組みが出来ているわけではない
のですが、前向きな考えはあることが分かっています。

やって欲しい」という意見もありました。あるいは、「疾病
を疑う所見のある健診の受診者向けの情報提供があるとい
いのでは」というところも比較的高い数字を得ております。
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　では、健診機関、労働衛生機関として両立支援を推進し
ていくためには、外部からどういった支援があったら後押
しになるのでしょうか。その質問のまとめですが、やはり
「医師や看護職の専門職に向けて研修をやって欲しい」とい
うのが 1番高かったです。2番目は私達が注目したところ
なのですが、労働衛生機関の経営層の理解がないと進みに
くいという感覚があるようで、「経営層向けの教育や啓発を

　こちらは別の研究から引用しておりますが、私達が 2014
年に行ったメンタルヘルスの小規模零細事業場の取り組み
の実態についてまとめた調査です。ご覧頂きたいのは、企
業規模ごとに分けて見た結果です。2〜 9人規模、10 〜 49
人規模という非常に小さい規模の企業の経営者から頼られ
ている外部機関は、労働衛生機関や社労士という結果になっ
ていて、どうやら我々や社労士が頼られているようです。
それから、労働衛生機関の窓口は産業保健職ではなく、渉
外職が御用聞きのような形で行きますので、色々と頼られ
ているようだと分かりました。私達のところもそうですが、
健診機関の経営層の 6、7人のメンバーの中に渉外出身が 2
〜 3人います。ですので、彼らが若いうちから両立支援に
関心を持って頑張ってくれると、いずれ非常に良い方向に
行くのではないかと考えております。
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　これは今回の調査結果ですが、支援を得たい外部機関と
して、産業保健総合支援センターが非常に高いという結果
になりました。
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　以上のような結果を踏まえまして、渉外職の理解が高ま
ると良いのではないかと考え、労働衛生機関の渉外職が関
わる小規模事業場の両立支援を助ける内容の漫画を作って
います。労働衛生機関の教育に役立てていこうと考えてお
ります。

•

•

–
–

10
•

•

•

9

　健診の受診者に対して何かツールを提供すると良いので
はないかと申し上げましたが、実際にインタビューの中で
疑い所見がある人に対して「あなたには疑いがあるけれど、
もしこういう病気の確定診断がついたら両立支援がありま
すよ」と話をするのは、かえって不安になるのではないか
という意見が結構寄せられました。私達としても確かにそ
うだと思うところがありまして、逆に全受診者向けのツー
ルを作るのが良いのではないかという意見が出ました。

　既に病気と診断された方向けの「両立支援カード」があ
りまして、先程の神奈川モデルでも広く活用されておりま
すが、私達はこれを活かして健診・検診の受診者向けの両
立支援カードを開発しています。スライドのカードは叩き
台の段階なので内容が粗いのですが、「あなたの周りに悩ん
でいる方がいらっしゃったら」とか、「あなた自身がいつか
そういう時のために覚えておいてください」と、一般の方
の予備知識向上に役立つような両立支援カードを作ってい
こうと準備を進めております。

•

–

•

•

　ご紹介したように労働衛生機関では、顧客向けの両立支
援サービスがある程度始まっています。そして意欲もある
ことが確認できました。この研究班では、それを後押しす
るツールを幾つか用意して、取り組みを促進していきたい
と考えております。
　ご清聴ありがとうございました。
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VI　　｜シンポジウム 4｜　当事者の立場から　<1>

シンポジウム 4

当事者の立場から　<1>

	 	 一般社団法人	全国心臓病の子どもを守る会

	 	 	 	 会員　　吉田	夏未

VI

2

u

u

u

u

　全国心臓病の子どもを守る会の吉田夏未と申します。今
回は、患者の立場から就労・就活の体験を中心に、皆様に
お話しできればと思っております。よろしくお願い致します。
　本日の講演では、私が就職活動や実際に働いてみて感じ
たことをお話しさせていただきます。

　まず簡単に自己紹介をさせていただきます。私は 1993 年
に完全大血管転位症、肺高血圧症で生まれ、生後半年と 1
歳半の時に手術をしております。その後は、運動制限はあっ
たものの、みんなと同じように学校に通っていました。小
学校 6年生の 12 月に喀血をしてしまい、在宅酸素療法が必
要になりました。その後は、通院が月１回になってしまっ
たり、母に送り迎えをしてもらったりと、前よりは制限が
きつくなってしまいましたが、普通級のまま、中学、高校、
大学と進学しました。大学受験の際は、公募推薦で身体の
負担が少ないように受験をしました。大学卒業後、新卒で
保育園の運営会社に障害者雇用で入社し、昨年の 12 月から
大手の求人広告代理店に勤務しております。

u

u

1993

1993

1994

2005

u

2016 2017 7

2017 12
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u
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　仕事を探す上で苦労したポイントについて、3点ほど挙
げさせていただきます。まず、家の近くに障害者雇用をやっ
ている企業が少なかった点です。私は神奈川県の小田急線
沿いに住んでいるのですが、駅近くとなると企業が少なく
なるため、都内まで出るか、横浜や川崎の方まで通わないと、
企業を探すこと、ましてや障害者雇用でとなると少ないの
が現実でした。現在は新宿まで通っております。色々な方
に「遠くないですか」「体力的に大変ではないですか」と言
われますが、乗り換えなしで行けるので私にとっては十分

u

u

u

⇒6

	 就職活動について
　それでは、本題に入らせていただきます。最初は就職活
動についてお話しさせていただきます。今回は、就職活動
のフローの中で、私が企業へ障害について説明した時の方
法を紹介させていただければと思います。私は、まず応募
前に一回企業に電話で障害について相談したり、あるいは
メールなどで先にコンタクトを取ったりして、その時点で
あまり感触の良くない企業は省いていました。私は、一般
の求人サイトやホームページで見つけて応募することが多
かったので、書類を送る際は必ず履歴書などの必要書類と
一緒に、障害に関しての説明とお願いしたい配慮を書いた
紙を送付しておりました。その後、面接時に詳細を説明し、
内定をもらった段階で面談を行い、勤務条件のすり合わせ
をして入社という形で、前職、現職ともに動いておりました。

通いやすい範囲となっております。
　次に、通える範囲と、できる職種も限られるために求人
数が限られてしまうという点です。障害者雇用というだけ
で職種はかなり制限されますし、身体障害者が対象となる
とほとんどが事務職となっております。また、私は定期通
院を必要としていて、転院するのも難しい病気なので、今
の病院に通い続けることができるように会社に通える範囲
にも制限が出てきます。そういった原因で、求人数が限ら
れてしまったと思っています。
　最後に、体力的に連日で説明会や面接の活動をするのが
難しいという点です。健常者は連日説明会や面接を入れて
いる人も多くいますが、私は体力的に連日で入れられても
2日間が限度でした。また、酸素の容量の問題で、時間や
場所を慎重に選んで1日に2社入れられるかどうかでした。　

	 働いてみてわかったこと
　次に、私が働いてみてわかったことについてお話してい
きたいと思います。ここからは私の就職した 2社について
のお話をさせていただきます。私が新卒で入った会社は、
保育園を運営している会社でした。この会社はホームペー
ジで見つけて、障害者雇用として雇っていただきました。
職種は事務職で、障害者雇用の実績としては、視野狭窄の
方がパートで入社していました。その方は週 4日勤務で、
午前の 3〜 4時間の勤務だったため、正社員での障害者雇
用は私が初めての事例でした。障害者雇用の配慮としては
時短勤務がありましたので、身体のことを考え、通常の 8
時間勤務ではなく、6時間勤務にしてもらいました。
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　配慮が足りなかったこと、障害に関係なく働きづらいと
感じたことについてお話しさせていただきます。まず、勤
務時間に対しては、仕事量が多かったことです。先程もお
話ししたように、時短勤務で 6時間での勤務とさせてもら
いましたが、仕事量が 8時間勤務の方とあまり変わりませ
んでした。入社した年の 6月以降、仕事が忙しい時期に関
しては、体調に関係なく残業をしておりました。また、こ
の仕事の忙しい時期が毎月の月初だったので、通院日も気
を遣う必要がありました。
　次に、障害に対する理解がそもそもなかったという点で
す。障害に対する配慮、起こりうる出来事に関しては、す
べて面接で伝えました。その中で、前日まで元気でも、次
の日から急に入院する可能性があるということも伝えまし
た。ところが、実際に入院してしまい、後日会社に復帰し
た際に上司に「迷惑をかけた。体調管理しっかりしろ。」と
怒られてしまいました。ここでその言葉を言われてしまっ
たのは、上司が忘れていたのかもしれませんが、そもそも
障害に対する理解が足りないのではないかと感じてしまい、
退職しようと思う大きなきっかけになりました。
　それから、要望事項が伝わっていない点です。これも障
害に対する理解がない点に似ている部分にもなってきます
が、私は面接の際に酸素があるので酸素を置きやすい端の
席が良いと要望を伝えていました。ただ、最初は端っこに
してもらったものの、その後、席の移動をしていくうちに、
なし崩しになってしまいました。
　最後に、通院配慮がないという点です。先程の自己紹介
で少し触れましたが、私は月1回の定期通院をしております。
その点はもちろん面接の際に言いましたが、仕事に都合が
つくタイミングでなければ通院できないことがありました。
また、主治医の先生の都合で仕事が忙しい月初に行かざる
を得なくなった場合は、他の日の残業が増えてしまうといっ
た具合でした。通院も有休で行くことしかできず、初年度
の有給は 10 日しかもらえないので他 2日は欠勤になって
しまいます。障害者雇用という制度があったにも関わらず、
あまり配慮はなされていなかったと感じていました。
　そして、障害に関係なく働きづらいと感じたことについ

てですが、1つは研修制度が特にない点です。保育園の運
営会社なので、保育士に対する研修制度に関してはかなり
充実していたように感じますが、本社に対する研修は、新
卒であっても 3月の研修 2回と 4 月の入社日だけでした。
なので、入社 2日目から業務に入ることになりましたが、
分からないことの方が多く大変でした。
　もう１つは、業務体制に関する点です。仕事量にも関わっ
てくるのですが、この会社は保育士、栄養士を合わせて 2,000
人ほどの職員がいるにも関わらず、勤怠を手作業で管理す
るなど、アナログのままの業務が多くありました。また、
マニュアルなども整っていなかったため、逐一やり方を誰
かに聞かないといけないなど、効率の悪い体制でした。結
果として残業が当たり前となり、人によっては休日出勤を
するのも珍しくないという状況になっていました。そのた
め、障害のある私への業務量もなかなか減らしてもらえず、
無理に詰め込まれていました。
　最後にコミュニケーション不足です。例えば業務を行う
上で、重要な事を上の人が調整する前に部下に指示が下り
てきて、結果的に板挟みにあってしまう場合がありました。
また、何か気づいた点があっても、部下からは改善のアイ
ディアなどを言いづらい環境でした。こういった原因もあ
り、前職は昨年の 7月に退職しました。

　昨年の 12 月から働いている大手の求人広告代理店につ
いてお話しします。この会社では、前々から企業の規模的
にそろそろ障害者の採用もしていかなければならないと考
えていて、ちょうど良いタイミングで応募したこともあり、
採用していただきました。一般社員と同じように、営業系
の部署への配属となりました。障害者雇用での配慮として
は、時短勤務で 8時間ではなく 6時間勤務で働かせてもらっ
ています。また、1カ月ほど研修があり、同期と研修内容
はほぼ同じだったのですが、時短勤務だと 9時〜 18 時の研
修に対応できませんでした。2日目で色々な不具合を感じ
た人事の人が、私専用のスケジュールのアレンジや、時短
で受けられない部分を録画してくださって、研修内容をフォ
ローすることが出来ました。これは私にとって、とてもあ

u

u

⇒6
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　次に、配慮が足りないと感じているところ、働く上で問
題になったことについて先に説明させていただきます。配
慮が足りないと感じているところとしては、毎月の通院へ
の配慮の制度が特にないので、先程と同様に、有休もしく
は欠勤で行くしかありません。そして、配慮が足りないと
いうよりも働く上で問題になることだったのですが、外回
りができないことが今の会社のシステム上で問題になりま
した。もともと私の会社では、営業職の社員は電話でアポ
イントを取り、お客様先へ行き、受注をとるところまで行っ
ています。しかし、私はお客様先に伺う移動が体の負担に
なるため、外回りはどうしてもできません。そこでどうし
たかということについて、次のスライドで詳しくお話しさ
せていただきます。

u ⇒

11
u

を私のために作ってくださり、解消されました。この業務は、
先ほども話した通り営業職の社員は電話でアポイントを取
り、お客様先へ行き、受注をとるところまでそれぞれが行っ
ています。それを、お客様先に伺う移動が体の負担になる
事を考慮して、電話でアポイントを取るところを専門に行
うという業務内容を作っていただくことで、私が同じよう
に働けるように工夫してくださいました。ところが実際に
やってみると、お客様の温度感が低く、成果に繋がらなさ
そうな場合や、訪問先が遠くて他の社員に行ってもらうよ
う頼みづらい場合など、色々な問題点がでてきてしまいま
した。そこで、それを察した上司が「役職者クラスのサポー
ト事務を行う」という業務を提案してくださいました。こ
の業務であれば、チームの利益がどれだけ上がったかが評
価になりますので、業務を進める中で誰かに頼みづらいこ
とをお願いする必要はないと思われます。このように営業
の部署で働く前提で、他人に過度に気を遣わず、私の能力
を生かせる働き方や環境を常に一緒に考えてもらっており
ます。

　私はこの２つの職場を経験して、障害者雇用をやってい
るからといって、そこが私たちにとって働きやすいとは限
らないということ、また、障害のない普通の社員にとって
も働きやすい、風通しの良い職場であれば、たとえ障害者
雇用の実績がほとんどなくても働きやすい場合があると思
いました。
　ご清聴ありがとうございました。

u ≠

u

りがたいと思える配慮でした。
　最後に、能力を生かせる働き方や環境を一緒に考えても
らえるということについて、後程スライドで詳しく説明さ
せていただきます。

　先程のスライドの配慮してもらえていることの中にあっ
た「能力を生かせる働き方や環境を一緒に考えてもらえる」
ということについて、詳しくお話させていただきます。まず、
一つ前のスライドでお話させていただいた、外回りに行け
ないことについては、テレフォンアポインターという職種
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シンポジウム 5

当事者の立場から　<2>

	 	 一般社団法人	全国心臓病の子どもを守る会

	 	 	 	 事務局長　　下堂前	亨
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　全国心臓病の子どもを守る会の事務局長をしております、
下堂前と申します。会のお手伝いをさせていただいている
事務職員です。

•
•
•

•

•

　心臓病の子どもを守る会というのは、心臓病の患者本人
と家族で作っている会で、1963 年から 56 年の歴史のある
古い会です。患者団体の中では比較的大きな会で、3,800 世
帯 50 支部で活動を行っています。

　スライドのような出版物も出しておりまして、「心臓をま
もる」という月刊の機関誌がありますので、是非ご覧いた
だけたらと思います。

－428－



38

�
�
�

��
��

������ ���� ���

��������������������
����0��������������

������0�����
����������

�������� ���� ������

�������� 7��������� �������������������
����� ���������������0������������������

������0�����
����������

����� �� ������������ ����

��������
��������������������

������������� ���������
0�������������������

���� �������
������ �� ������� �� �������
0������������

����0����
����������� �������������� ���� �������

��
��

��������������
�������������������
��������� ��������������������������������������

����������������������������������������������

��
��

����� ����� �� ���6 ��� ���6
����������

������ ������ �����
����������

���������������

������
��������������������
����

�����0��������� �������0���������������

������������ �������

������ ���������������������
����� ������ ���� ����������������

���������������������������

����

��������������������

�

0����������

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�

　これは、会で作った資料で、心臓病児者に関わる主な社会保障制度の一覧です。比較的小児の頃は充実しているのですが、
成人になった時の制度がなかなか充実していないのが現状です。

•
•

•

•
•
•

•

　先天性心疾患は 100 人中 1人の割合で生まれてきます。心臓病というと成人病の心疾患をイメージしがちで、心臓機能障害
というと、ペースメーカーや人工弁などが思いつきがちですが、実は先天性心疾患は成人の心疾患とは全く違います。「成人先
天性心疾患」という言葉が出てきていますが、吉田さんのように生まれつきの心臓病の人たちが医療の進歩のおかげで大人に
なっていけるようになり、この言葉が生まれてきました。虚血性の心疾患とは全く中身が違うことを今日は知っていただける
とありがたいと思っています。どういうところが違うのかと言いますと、出来ること、出来ないこと、やって良いことの程度
が一人ひとり違い、また体調の変化に波があります。手術が終わっているといっても、生涯にわたって根治することはないと
言われている病気です。そして、生涯にわたり専門医療機関との関わりが必要です。それが、先天性心疾患の特徴です。
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•

•

　明らかになったことは、身体障害者手帳を所持して就職
をしている患者が非常に多いことです。やはり手帳で入口
は広がるということです。そうはいっても臨時職や、パー
ト、アルバイト、派遣などで、なかなか収入が少ないです。
それで頑張りすぎてしまい、体調を崩すことに繋がってし
まうこともありました。短時間労働や不安定な雇用で収入
が少ない中、それを補う障害年金制度は受給申請をしても
なかなか通らなかったり、通っても少し働いただけで打ち
切られたりと厳しい状況です。

• ����������������
• ��������������������������������
�����

• ������ ������������� 

• ��������������������������
• ���������������������������
• ���������������������������
�����������������������

• �������������������������
• ��������
• �������������
• ����������������������������
• ������������������

　20 歳以上の患者を対象に行った就労に関するアンケートの結果です。

　結論です。生涯に渡り医療費の負担は大きいです。先程
申しましたが、子どもの時期の医療費助成は非常に充実し
ていて、いわゆる少子化対策の中で広がっていますが、成
人患者への助成はまだまだこれからです。また、専門医療
機関にどうしてもかからなければならないため、遠くの病
院に通院や入院を余儀無くされている方もたくさんいます。
　就職は出来ても、働き続けることの問題がやはり非常に
大事だと思います。そういった対応ができる職場環境が非
常に大事です。さらに、安定した生活を保障する所得保障
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制度が必要だと思います。最近は身体障害者手帳の交付も
受けづらくなっています。小児の時期に却下されてしまっ
たり、大人になって打ち消されたりする方が中にはいます。
これは複雑な制度上の問題点ですが、手帳を持てない患者
がこれから増えてきます。障害者雇用で入れずに就職や自
立を目指さなければならない患者の数が増えてくる状況に
なってくるのです。また、全体の日常生活への支援は、内
部障害者に合うものが障害福祉の中にないという問題もあ
ります。
　そのように個人の努力だけでは、なかなか社会の中で自
立していくのが難しい状況があります。
　解決点として5点ほど挙げさせていただきます。1つ目は、
子どもの頃から心疾患を持って育った、いわゆる成人先天
性心疾患の患者がいることを是非知っていただき、どういっ
た障害であるのか理解を深めていただきたいということで
す。2つ目は、制度的な問題で、医療費負担の軽減です。3

つ目は、医師、医療機関、そして職場等による連携支援を
是非お願いしたいということです。どうしても専門医が関
わる必要がある病気ですので、子どもの頃から診ているド
クターの意見が大事なものとなります。4つ目は、入院や
通院のための休暇を制度としてきちんと導入することです。
制度がないと難しいと思います。5つ目は、所得保障など
の福祉施策を充実させることです。6時間働いた人に 8時
間働いた人と同じ給料を払うのは難しいと思います。やは
り所得保障と就労を一緒に考えていかなければいけないと
思います。100％働けなくても、50％働ける人に対して残
りの 50％を障害年金や所得保障制度が補えば安心して働け
ます。でも今はそのようになっていません。そういった福
祉施策の充実は、患者の自立にとっては非常に重要です。
　残りの資料はお読みいただければと思います。以上で終
わります。ありがとうございました。
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I　　研究班から：研究班の活動から見えてきたこと

	 	 北里大学医学部公衆衛生学　教授　	 堤	　明純

治療と就労の両立支援のための事業場
内外の産業保健スタッフと医療機関の
連携モデルとその活動評価指標の開発

に関する研究
（労災疾病臨床研究事業170401-02）

研究代表者

北里大学医学部公衆衛生学

堤 明純

これからの治療と就業生活の両立支援を考える研究会
2019年12月14日（土）

1

I

堤　皆さん、こんにちは。まずは研究の話をして、そこか
ら研究会全体のお話をしたいと思います。
　3年間の研究として研究費をいただいて活動しています。
私たちの研究班の構成はこちらの表の通りとなっています。

治療と就労の両立支援のための事業場内外の産業保健スタッフと
医療機関の連携モデルとその活動評価指標の開発に関する研究

（労災疾病臨床研究事業170401-02）

2

研究者名 所属機関・職名 分担する研究項目

堤明純 北里大学医学部公衆衛生学・教授 研究総括、調査企画、研究班会議の開催、
成果物のまとめ

渡辺哲 神奈川産業保健総合支援センター・所長 産業保健総合支援センターによる両立支援の
検討

久保田昌嗣 大阪労災病院内分泌代謝内科部長・治療就
労両立支援センター所長兼務

労災病院両立支援センターによる両立支援の
検討

荻野美恵子 国際医療福祉大学医学部医学教育統括
センター・教授

疾患拠点別病院による両立支援の検討

錦戸典子 東海大学健康科学部看護学科・教授 中小企業における産業保健職による両立支援
の検討

森口次郎 一般財団法人京都工場保健会・理事 企業外労働衛生機関による両立支援の検討

北居明 甲南大学経営学部・教授 経営学的視点からの活動評価指標、調査への
助言

井上彰臣 北里大学医学部公衆衛生学・講師 活動評価指標のとりまとめと作成

江口尚 北里大学医学部公衆衛生学・講師 当事者からの好事例収集、支援モデル、活動
評価指標の作成と検証、研究会開催、HP作成

「事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン」（平成28年2月）で示されている両立支援に
関わる関係者間の様式集に具体的な連携方法を付加するとともに、情報の発信方法を含めて、包括的な両立支援
モデルを提供しようとする。さらに、支援活動を継続的に改善させていけるように、PDCAサイクルを念頭においた活動
評価指標を開発することを目指す。

研究班の期待される成果

企業外労働衛生
機関

産業看護職
（協会けんぽ等）

労災病院両立
支援センター

産業保健総合
支援センター

中小企業経営者
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課題・ニーズの把握

患者団体

当事者を含む関連機関からのフィードバック 3

　やっていることは、より⽀援を進めるためには色々なツー
ルが必要だろうということで、ハンドブックや評価指標の
ツールなどを作っています。それを現場で使ってもらって、

私たちの研究は、企業側が⽀援を進めていくためにどのよ
うなことがあれば良いかを念頭に置いて進めているもので
す。表にある色々なステークホルダーの立場を代表する方々
で構成されています。

改善してさらに現場に実装していくというやり方で進めて
います。後ほどその一部をご紹介します。
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令和元年度の計画
両立支援モデルと活動評価指標の検証

1. 作成した両立支援モデルとそのツールの検証のために下記のモ

デル事業を企画する。（堤、江口）

2. 産業保健総合支援センターを核とした両立支援連携をモデル的

に実施する。（渡辺、錦戸、江口、堤）

3. 労災病院両立支援センターを核とした両立支援の連携をモデル

的に実施する。（久保田、森口、江口、堤）

4. 疾患別拠点病院を核とした両立支援の連携をモデル的に実施
する。（荻野、錦戸、江口、堤）。荻野は神経難病の専門家が一

堂に会する国際学会で調査結果を発表し、海外の研究者から

のフィードバックを受けて啓発施策に反映させる。

以上、健康経営、PDCAサイクル、及び、ツールの有効性の点から、

実施するモデル事業を評価し、成果を統合した両立支援モデルと活
動評価指標を作成する。（北居、井上、江口、堤）

4

産業看護職への
インタビュー調査

企業外労働衛生
機関を起点とする

連携

労災病院両立支
援センターを起点
とする連携

・神経内科専門医
への調査票調査
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5

活動評価指標の作成とモデルの構築

神奈川両立支援
モデル

既存研究のレビューによる活動評価指標案の作成

　こちらが今年度の研究の計画です。図で説明した方が分
かりやすいと思いますので図でご紹介します。
　まず、ステークホルダーとしては産業保健総合⽀援セン
ターがあります。当研究班では神奈川産業保健総合⽀援セ
ンターが中心になって神奈川両立⽀援モデルというモデル
を作っています。また、企業外労働衛生機関にも入ってい
ただいて、企業街労働衛生機関を起点とする連携や⽀援が

できるかどうかを今年度は労災病院とも協力して研究を進
めさせていただいております。
　病院の方は、主治医のことをよく知っていかないといけ
ないということで、いわゆる疾患別拠点病院の協力者がい
らっしゃいます。そして産業看護職は、色々な形で関わっ
ていただいていますので、どのような形で関わっているか
について研究させていただいております。

　まず、神奈川両立⽀援モデルですが、神奈川県では私た
ちの北里大学病院を含めて 4つの大学病院があります。神
奈川県産業保健総合⽀援センターにまとめていただく形で
連携しています。また、神奈川県産業保健総合⽀援センター
は、当該地区の労災病院の治療就労両立⽀援センターとも
協力しています。比較的大きな病院で両立⽀援が進められ
るということで、パンフレットを作ったり、患者さんへの
周知を行ったりして、県で進めているという状況です。こ
の活動は、神奈川県労働局が作っている地域両立⽀援チー
ムと密接な協力体制を作って進めています。

��� ��

��������� ������

��������� �����

��������� ���

��������� ���

��������� ���

�������� ���

��������� ���

��������� ���

��������� ���

��������� ���

��������� ���

��������� ���

��������� ���

�������� ���

��������� ���

�������� ���

�������� ���

�������� ���

��������� ���

��������� ���

�����������

��������

�������������������

�������

���������������

����������������

����������

���������������������������

�������������������

�������

�����������������

�������

��������

�������

����������������

�������������
����������

������������������������

��������

����������������

����������

�������

�������������

神奈川両立支援モデルの実績

7

① 啓発セミナー

1) 認定産業医研修 2回

2) 産業保健セミナー 10回（予定も含む）

3) 神奈川県両立支援推進チーム主催 1回

4) 難病相談・支援センター（後援） 2回

5) 両立支援コーディネーター研修 1回

② 相談対応 32名（8月末現在）

③ 個別訪問支援 21件（8月末現在）

④ 個別調整支援 0件

両⽴⽀援カード配布状況（2017年度〜）

1,000

4 3,000

 450

35 5,200

2,600

18 2,000

200

150

150

150

150

12 1,800

2019年度両⽴⽀援カード配布状況

　神奈川県産業保健総合⽀援センターは、このような枠組
みを利用して、かなりの周知活動を行っています。今は、

両立⽀援に関連するワンストップの機能をなんとか作りた
いということで活動しています。
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I　　研究班から：研究班の活動から見えてきたこと

　企業外の労働衛生機関ですが、労働者の方が病気になる
前にこのようなことを知っていると良いのではないかという

企業外労働衛生機関を起点とする連携

1. 平成30年度に、全国労働衛生団体連合会（全衛連）の会員
121機関に顧客事業場向けの両立支援サービスに関するアン
ケート調査を実施（回答率63％）。

2. これらの結果を参考に、２つのツールを作成した。

3. 今後は全衛連会員機関からツールへの意見を得て、改定後に
普及を図る予定である。

① 労働衛生機関の渉外職向けの事業場に
おける両立支援の好事例を紹介するマンガ

② 健診・検診の全受診者向け
『両立支援カード』 8

労災病院両立支援センターを起点とする連携

大阪労災
病院

受診・精密検査

疾病の診断確定

両立支援の実施

京都工場
保健会

健康診断
がん検診

疾病の疑い診断

個人結果返却

消化器、婦人科、腎臓、
眼科、脳心血管等

堺エリア
の事業場

労

働

者

産業保健スタッフ
への受診報告

両立支援
コーディネーター

産業保健
スタッフに
よる研究説
明と同意
取得

評価項目に
係る
情報収集

会場で
両立支援
に関わる
情報提供

両立支援ポスターや
両立支援カード

連携モデルに該当する
労働者の報告なし 9

ことで、健康診断に来られた時に情報提供ができるように全
国の衛生機関で情報を提供するために動いています。今年
は関西の労災病院と協力しまして、健康診断を受けた後の 2
次健診での精密検査で労災病院に行かれた時に、その方の
必要に応じて⽀援ができるようにするための枠組みができ
るのではないかというトライアルをしていただいています。

疾患拠点別病院による両立支援の検討

10

拠点病院の両立支援における役割と問題点

令和1年度 日本神経学会専門医対象
1018/4200（回収率24.2％）

両立支援の相談先は自施設の相談部門が80%、
難病相談支援センターが50%

主治医の役割も重要だが、担当職種はMSWと認識
両立支援に役立つツールはほとんど知られていない

該当研究班と
コラボ検討中

拠点病院用カードを
作成予定

難病情報センターの
就労コーナーを見や

すく改善→済

Research Question 2
拠点病院の両立支援の成功事例は？

Research Question 1
拠点病院の医師はどの程度両立支援について

関心があるのか？知っているのか？

制度設計への提案

相談窓口（MSW）、
難病相談支援セン
ターでの支援状況
の検証が必要か？

拠点病院医師に聞き取り調査
成功事例の要因分析

モデル化・システム化・普遍
化の検証

調査時に資料を
同封し啓蒙を施

行→済

啓蒙の効
果を検証
事後アン
ケート？

他国ではどう
しているの

か？

国際学会
で議論

患者に直接渡す
就労に関する検
索ガイドが必要

か？

主治医や患者
が自ら調べら
れる仕掛けも

必要か？

　疾患拠点病院ですが、主に神経難病を扱っている先生に
入っていただいて、主治医がどのようなサポートができる
かを調査しています。主治医の先生方も難病の患者さんを
診ているのですが、就労⽀援まではなかなか到達しないこ
とが分かっていますので、その方々をどのようにサポート
するかが課題として見えています。

　次に産業看護職です。この図は少し分かりにくいかもし
れませんが、いわゆる産業看護師の方がどのようなところ
で動けるかをマップにしたものです。本当に色々な立場で
コーディネーターとして、あるいは⽀援者として動けるこ
とが分かっています。今、一部のところに特化してこうい

う活動ができればいいのではないか、こういうことができ
れば他の場所にも回せるのではないかということを検討し
て、産業看護師の方が間を繋ぐためにどういうことをすれ
ば良いかを検討しています。
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6

両立支援活動評価指標の開発（１）

•昨年度末までに作成した活動評価指標(案)に
ついて、４月に「労働衛生機関ネットワーク研究会」
(企業外労働衛生機関に勤務する産業医で構成
される研究会) のメンバーから意見聴取を行った。

⇒ 挙げられた意見をもとに改訂案を作成し、現在、
改訂案を再度同研究会のメンバーに提示し、意見聴
取を行っている。

12

【企業外労働衛生機関の活動評価指標】

両立支援活動評価指標の開発（２）

• 労働者健康安全機構の意向を踏まえ、神奈川産業保
健総合支援センターで取り組んでいる「神奈川両立支

援モデル」を基盤とした活動評価指標(案)を昨年度末

までに作成し、４～７月に京都・福岡産業保健総合支

援センターのスタッフから意見聴取を行った。

⇒ 挙げられた意見をもとに、現在、神奈川産業保健総

合支援センターのスタッフの協力を得ながら、改訂案を

作成を行っている。

13

【産業保健総合支援センターの活動評価指標】

経営学の視点を活かした両立支援

14

• 両立支援を必要とする18歳から65歳の労働者1,100
名を対象にしたインターネット調査による横断調査を実
施する。

• 両立支援が必要な労働者と、両立支援を必要としな
い健康な労働者を比較し、企業内の両立支援に対す
る整備の状況と、事業者の関心の高い指標である労
働者の離職との関係について検討する。

• 労働者の仕事への姿勢（キャリア観）や上司との関係
性、上司のマネジメントスタイルについても情報を収集
することにより、事業者の、両立支援への関心をより高
めることができ、将来、介入研究にもつながるような、
より詳細なモデルによる調査結果を提示する。

　⽀援の評価指標も作ろうとしています。最後の方でご紹
介しますが、経営者の方にどういう情報が届けば⽀援を進
めやすくなるのかという研究も進めています。

成果物の活用・情報発信・意見交換

15http://www.med.kitasato-u.ac.jp/~publichealth/bs/

　スライドのような情報を当教室のウェブサイトに挙げさせ
ていただいております。今日の研究会で皆様からインプット
いただいたものもウェブサイトに載せさせていただいて、多
くの方に知っていただくことをこの会の目的にしています。

16

　最後のスライドになりますが、色々なところで両立⽀援
を進めていますが、なかなか思ったように進んでいないと
いうのが現状です。今日は経営者の視点でどのように進め
るかというお話をいただくのですが、参加者の皆さんから、
こういうことが足りないのではないか、こういうところを
進めれば良いのではないかなど、色々なご意見をいただく
ことで少しでもこの活動が進められことを願っています。
どうぞよろしくお願いいたします。
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II　　｜基調講演｜　「働きたい」と願う多様な⼈たちが⼒を発揮できる企業経営の実践

	 	 パーソルチャレンジ株式会社　代表取締役	 井上	雅博

基調講演

II 「働きたい」と願う多様な⼈たちが
⼒を発揮できる企業経営の実践

Copyright © PERSOL CHALLENGE CO., LTD. All Rights Reserved.

「働きたい」と願う多様な⼈たちが
⼒を発揮できる企業経営の実践

2019年12⽉14⽇
パーソルチャレンジ株式会社
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パーソルグループの概要

2

従業員数

45,434名

資本⾦
17,479百万円

売上⾼（連結）
925,818百万円

グループ社数

75社

拠点数

619拠点

※2019年4⽉1⽇現在

※2019年1⽉31⽇現在

派遣・BPOセグメント リクルーティング
セグメント 海外事業

ITOセグメント エンジニアリング
セグメント

コンサルティング /
リサーチ / 研修/ その他

・⼈材派遣
(事務 / IT / 機電エンジニア / 研
究 / 臨床開発 / 販売 / 軽作業)
・アウトソーシング(事務)
・コールセンター
・官公庁事業受託

・中途採⽤
・新卒採⽤ / アセスメント
・再就職⽀援
・顧問紹介

・中途採⽤
・⼈材派遣
・アウトソーシング
・⼈事労務コンサルティング
・研修
・設備・施設メンテナンス
※開⽰上はPROGRAMMEDセグメント、
PERSOLKELLYセグメントの2セグメントに
て事業展開しています

・システムソリューション
・アウトソーシング
(ICT / エネルギー)
・セールスマーケティング
・コンサルティング
(ワークスタイル / 業務 / IT)
・RPA

・⾃動⾞ / ⾃動⾞部品設計開発
・⾃動⾞関連実験認証
・航空機 / 宇宙関連機器開発
・産業機械 / ⺠⽣機器開発
・映像 / ⾳響 / 情報関連機器開発
・電気 / 電⼦ / 制御ソフト開発
・モデルベース開発(MBD)

・シンクタンク
・⼈事・組織コンサルティング
・タレントマネジメントシステム
・教育 / 研修
・障害者採⽤
・ベンチャーキャピタル

※2019年3⽉31⽇現在

※2019年3⽉31⽇現在

※2019年3⽉期

井上　パーソルチャレンジの井上と申します。よろしくお
願いいたします。非常にハードルを高く上げていただいて
緊張しております。今日は 1時間という貴重なお時間をい
ただいて、我々は障害者雇用促進の事業を行っております
ので、企業としての立場に立ったお話をさせていただきた
いと思っております。
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1．PERSOLグループと
パーソルチャレンジのご紹介

　まず、私どもの会社、パーソルチャレンジについてです
が、パーソルグループというグループです。まだまだ馴染
みが薄い事業体でございますが、今、テレビ CMを観てい

ただくとウッチャンナンチャンのウッチャンが「日本の人
事部長」をやっています。そのグループ会社です。社名が
変わったのが 3年前なので、まだ馴染みがないのですが、
さまざまな「働く」に対して⽀援をしています。従業員は
4万５千人で、海外・国内で幅広く事業を展開しています。
　お聞きになったことがあるかもしれませんが、人材派遣で
はテンプスタッフという事業をやっています。転職⽀援では
デューダというブランドを掲げてやっています。あとはアジ
アAPECの事業でいうと教育など幅広くやっている会社です。

Copyright © PERSOL CHALLENGE CO., LTD. All Rights Reserved.

パーソルチャレンジ 会社概要

社名 パーソルチャレンジ株式会社

本社 〒108-0014 東京都港区芝5-33-1 森永プラザビル本館18F・19F

資本⾦ 45百万円（単体） ※パーソルホールディングス100％出資

創⽴年⽉⽇ 2008年1⽉1⽇（特例認定 2008年11⽉）

役員 代表取締役 井上 雅博
取締役 中村 淳

事業内容 障害者専⾨の⼈材紹介、コンサルティング、就労移⾏⽀援、委託訓練、教育・アセスメント、
公共事業受託、事務アウトソーシング

従業員数
589名
うち、障害者375名︓⾝体92名、知的35名、精神248名
※2019年10⽉1⽇現在

関連会社 パーソルホールディングス株式会社

パーソルグループ
グループ各社

パーソルテンプスタッフ株式会社 （旧テンプスタッフ株式会社）
パーソルキャリア株式会社（旧株式会社インテリジェンス）
ほか

4

　パーソルチャレンジは、障害者雇用を促進するという目
的を持って事業を運営している会社です。特例子会社です。
本来、企業は全従業員の 2.2%以上の割合で障害のある方を
雇用しなければならないという法律があります。それをグ
ループ全体でどう障害者雇用を促進するかというグループ
適用という仕組みがあります。大手企業が中心なのですが、
子会社を設立して障害者雇用の促進に取り組もうというの
が特例子会社制度です。
　我々のグループは比較的規模が大きく、この特例子会社
がグループ内に 3社あります。3社で雇用促進に取り組ん
でいます。こちらのスライドでは 10 月 1日の情報なのです
が、現在の直近の情報で言うと、従業員数は 600 人を超え
ていまして、障害のある方は 400 人ほどいらっしゃいます。
3分の 2は何かしらの障害を持った方が活躍されているとい
う会社です。その中でも特徴的なのが、精神発達障害の方
が 250 人以上います。400 人もの障害者の方が雇用されて
いても知的障害の方の雇用を促進しているケースが多いの
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で、このような特徴を持った会社はなかなかないと思いま
す。特徴に関してはまた後ほどご説明させていただきます。
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パーソルチャレンジのミッションステートメントと事業領域

障害者雇用を、成功させる。

ミラトレ
就労移⾏⽀援事業所

⼀般企業への就職や安定就労をサポート

障害者雇⽤⽀援に係る
各種公共事業の受託

雇⽤⽀援事業

パーソルグループにおいて、
障害者雇⽤関連サービスに特化した３つの事業を展開

グループ業務の
アウトソーシング

グループ各社の事務系業務を受託
障害特性に配慮し、特性を⽣かして
活躍し続けるための仕組みや体制づくり

受託サービス事業
dodaチャレンジ

障害者のための求⼈・転職サービス

コンサルティングサービス
特例⼦会社設⽴、採⽤代⾏、
定着⽀援、研修など

企業の雇⽤フェーズに合わせた⽀援

⼈材紹介事業

エンプロイメント・イノベーション
本部 ⼈材ソリューション本部

5

　私どもは自社で障害者雇用の促進を進めていくだけでな
く、そのノウハウをもとに世の中の企業の障害者雇用を成
功させるという取り組みをしています。私がこの会社の前
身となる会社を立ち上げたのが 2008 年なのですが、当時、
私は新卒からずっと人事で経験を積んできましたが、20 年
くらい人事をやっていても正直、障害者雇用については経
験がない、よくわからないという状況でした。我々はこの
ような取り組みをしながら人材サービスを提供しているグ
ループですので、世の中の会社に色々な成功事例を提供し
ていきたいということで、このような事業をしています。
　スライド左にある受託サービスというのが、障害者の方
が一番活躍している事業です。グループの中から事務系の
仕事を受託するアウトソーシング事業を行っています。ど
うしても障害者雇用というと単純作業の仕事が中心になる
と思われるのですが、グループ全体の経理業務や、人事の
福利厚生関係の業務、求人広告の作成業務などもやってい
ます。かなりコアな業務です。グループの中でなくてはな
らない仕事を受託させていただいて、雇用促進しています。
一戦力として皆さんが活躍しています。
　スライドの真ん中の事業は、障害者の雇用をより促進し
ていきたいとお考えの企業に対して、人材を紹介したり、
もしくは何を行えば分からないという企業に対してコンサ
ルティングを行ったりしています。私も障害者雇用がなぜ
必要なのか、どういった雇用促進をしていくべきなのかな
どを、企業の経営陣の方にお話しする機会をいただいてい
ます。
　最後に雇用⽀援事業があります。今すぐ働ける障害者の
方は労働者市場では枯渇していく状況です。すぐに働ける
という方が少なくなっています。そういう方はすでに就職
されているということです。民間企業が雇用をより促進し
ていこうという時に働く準備ができていない、まだ働くた
めのコンディションのバランスが取れていないという方に
対して、就労移行という最長２年間通っていただくトレー
ニングの仕組みがあります。通いながら体調を整えたり、

スキルを磨いたりして就職に繋げていくというサービスを
展開しています。このような 3つの事業が連携しながら企
業の障害者雇用促進を⽀援している会社です。
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パーソルチャレンジのポジション

6

クライアント企業と求職者、提携⽀援機関や⾏政を結ぶ障害者雇⽤のハブ
年間1,000名を超える障害者雇⽤を実現

年間10,000名の登録者
国内最⼤級の集客数とデータベース

1,000名以上の雇⽤
100以上の業務受託・開発

就労移⾏・定着⽀援
⾸都圏で10拠点運営
就職率98% 定着率80%

発達障害のある学⽣⽀援
⾃⼰理解、適正認知、就労⽀援
発達障害のある学⽣⽀援

CSP(学⽣×発達障害)

1,000名以上の雇⽤

パーソルグループ

法⼈クライアント
2,000社以上のお取引実績

コンサルティングサービス

雇⽤のあらゆるフェーズでの⽀援
＜特例⼦会社・事務センター設⽴⽀援＞

＜採⽤代⾏、定着⽀援＞
＜研修サービス＞

サテライトオフィス導⼊推進
厚⽣労働省受託事業

テレワーク・在宅雇⽤⽀援

IT特化型就労移⾏⽀援

⽀援機関との連携
850以上の⽀援機関と業務提携

　総合的に取り組んでいることを示した図です。先ほどお
話した就労移行はミラトレというブランドで 2019 年 9 月
にスタートしました。今、首都圏中心に 10 拠点で展開して
います。
　また、11 月から始めたニューロダイブは、障害のある方
が単純作業や事務系の仕事だけでない就労の⽀援として始
めた事業です。今、高学歴の発達障害のがなかなか就職で
きていないという課題があります。世の中の企業は、エン
ジニアと言われるスキルレベルの高い方の採用を希望して
います。そうであれば IT 特化型の訓練事業を始めようとい
うことで始めました。大学2〜3年生で就職活動が難しい人、
単位でつまずく人がいます。勉強はできるので大学には入
れるものの、なかなか就職することが難しい学生を⽀援さ
せていただいている会社です。
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障害者雇⽤の本質

8

共⽣社会の実現 職業の安定雇⽤の促進

法定雇⽤率

労働⼈⼝（常⽤労働者）

⾝体 知的 精神

障害者雇⽤促進法

⺠間企業
2.2%

国、地⽅公共団体等
2.5%

コンプライアンス重視
法令遵守

我が国の
障害者施策推進

都道府県等の教育委員会︓2.4%

＝
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2．なぜ企業が障害者雇⽤に注⼒す
るのか
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II　　｜基調講演｜　「働きたい」と願う多様な⼈たちが⼒を発揮できる企業経営の実践

　今日この場でお話しさせていただくテーマとしては、な
ぜ企業が障害者雇用に注力するのか、これからどういうこ
とが必要となるのかなどです。繰り返しになりますが、民
間企業で 2.2% 以上の障害者雇用が必要ですので、今、CSR
やコンプライアンス、ダイバーシティなど、企業が注力し
ている点に対して「しっかり法定雇用率を守るぞ」という
ことで経営陣から人事に要請が来るわけです。人事におい
ては、どうしたら雇用の促進ができるのか、安定就労がで
きるのかが課題になってきています。
　2018 年に障害者雇用の水増し問題などがあり注目されて
いましたが、今は民間企業だけでなく、行政もしっかり雇
用を促進しています。働ける状態にある障害のある方は引っ
張りだこになっています。求人市場でいうと非常にニーズ
が高いという状況です。

Copyright © PERSOL CHALLENGE CO., LTD. All Rights Reserved.

障害者雇⽤を取り巻く環境の変化

２．障害者の雇⽤増加 ３．低い定着率１．法律改正

2.0% 2.2%
2.3%
(2021年3⽉まで

に）

■精神障害者

■就職する障害者

10年前の2.1倍に
精神障害者は5.3倍

■職務領域

10年前より拡⼤

■法定雇⽤率

雇⽤義務対象
（雇⽤率算定基準加⼊）

拡⼤する障害者雇⽤
障害者の⼈材活⽤や、定着・活躍などの課題も多い

※1︓厚⽣労働省 平成29年度 就職件数及び新規求職申込件数の推移
※2︓厚⽣労働省 ハローワークを通じた障害者の職業紹介状況 平成19年度、平成29年度
※3︓JEED 平成29年 障害者の就業状況等に関する調査研究

※１

※2

※3
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■1年後の定着率

精神障害者︓
49.3%
・⾝体障害者︓60.8%
・知的障害者︓68.0%

（障害者を含む

常⽤労働者全体の⼀年間の
平均離職率は14〜17%程度）

　法定雇用率というのは 2021 年 3 月までに現在の 2.2%か
ら 2.3%に引き上げられることがすでに決まっています。さ
らに 2.4%、2.5% へといずれ上がるだろうと言われていま
す。大体 5年ごとに見直しをすることになっています。な
ぜかというと、労働人口がどんどん減少し、社会保険料が
枯渇している中、より納税者を増やしたいという状況があ
り、法定雇用率を上げることによって企業がより努力する
ので雇用率が上がってくるからです。だから雇用率を上げ
ていくという行政のスタンスは変わらないのではないかと
思います。民間企業はどのように障害者雇用を促進しなけ
ればならないかを試されているような状況です。
　実際に障害のある方の就職は 10 年間で 2倍に増えていま
す。精神障害者の方の場合は、かつての 5.3 倍に増えてい
ます。企業がとても努力されているのですね。働きたいと
いう障害のある方がしっかり企業で働ける状況になってい
ます。素晴らしいことです。雇用率が上がることによって、
企業もしっかり雇用の拡大に努めてきたということです。
　一方で、3番目として「低い定着率」と書いてあります
が、どうしても雇用率を達成することが目的になっていて、
採用して満足し、その後の定着やどうキャリアを積むのか、
どう安定就業に繋げるかについては、企業側に大きな課題
があります。実際に働く障害のある方もどう自分のコンディ

ションを整えていくのか、本当に働ける状態にあったのか
ということを冷静に確認する場面もより必要ではないかと
思います。
　精神障害者の方の雇用は 10 年前に比べて 5.3 倍に増えて
いますが、1年間の定着率は 49.3% です。半分の方が 1年
未満で辞めてしまっているという現状です。障害者雇用の
促進というのは、法定雇用率があるからこそ CSR や法律遵
守という考え方があるので、どうしてもその目線でやりま
す。今後の課題としては、まだ市場で働けていない方をど
う雇用促進していくのか、どう安定的に就業していただく
のかが、企業側の大きな課題になっています。
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働き⽅の多様化による広域化

10

三⼤都市圏 その他の34道県

【課題】雇⽤拡⼤の必要性
・法定雇⽤率上昇、事業拡⼤による
新規雇⽤・⼈材の確保
・採⽤難易度UPにより新たな地域での
雇⽤が必要

遠隔地の障がい者を採⽤

【機会】
・⾼い充⾜率を誇るも、企業数そのものが少ないため、
都市部では第1層の⼈も福祉就労している実態
・「働き⽅改⾰」の動きで潜在的なリモートワークの
ニーズが顕在化
・多様な働き⽅の⼀環として認知が進みつつある

労働⼒の確保

⽀援機関・
⾃治体連携

【課題】雇⽤拡⼤の必要性

募集をしても
求⼈に応募がない

企業が少なく
就業機会が少ない

◀在宅勤務

◀サテライトオフィス

本社▶

⽀社▶

移動時▶

⽀社▶⽀社▶

移動時▶移動時▶

ICT
ネットワーク

　そのような中、今注目されているのは安倍首相が掲げてい
る「働き方改革」です。障害者雇用に限った形ではないので
すが、さまざまな ICT を活用した上での働き方改革が叫ばれ
ています。これで注力されているのは、働くお母さんや高齢
者、今すでに働けている方々の働き方をどう改革して、スマー
トワークなどに取り組むかということです。障害のある方に
対しても、まだ働ける状態でなくても何かしらの仕組みを使
うことによって、どんどん働ける方の数を増やして行かなく
てはならないという状況になっています。
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　障害者雇用という観点でお話ししましたが、そもそもこ
れからの日本は高齢化、働き手不足が問題になってきます。
現時点でも求人を出してもなかなか雇用に繋がらないとい
う企業が非常に多いです。弊社のグループのパーソル総研
調べの 2030 年の予測では、労働人口が 644 万人不足すると
いうデータがあります。今でも人手不足です。特にアルバ
イトが不足しています。コンビニエンスストアや清掃会社
などでなかなか人が集まらないです。これから 10年で労働
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【参考】都道府県別・企業数と⼤企業割合

11

出典︓2014年 都道府県・⼤都市別企業数、常⽤雇⽤者数、従業者数（中⼩企業庁）

⼤企業割合は都市部ほど⾼く、その他エリアでは低い
＝中⼩企業が占める割合が⾮常に⾼い。

　こちらのグラフは参考までにご紹介します。先ほどお話
ししたテクノロジーを活用するとうのは、首都圏で働いて
いる方に対してどう在宅勤務を増やすかといった話が多いで
す。しかし、実は地方に行けば行くほど仕事がないという課
題があります。また、公共交通機関が発達していないので、
なかなか働きにいくことができないという課題があります。
この前、高知に行ってきたのですが、電車が 1日に 3本しか
ないという場所でした。そういう場所だと、車が運転できな

いとなかなか働きに出られないという状態になります。我々
が東京の企業を連れて採用面接会を高知でやると、候補者が
120 人くらい集まるので、企業もこんなに働ける人がいるの
かと驚かれます。このグラフは地方に行けば行くほど求人が
少なく、企業も少ないことを示していますが、今、障害者の
雇用促進のテーマは広域化になっています。そこには地方拠
点でどう雇用を促進していくか、そこにどうテクノロジーを
活かするかということがあります。

人口が劇的に変化していき、どんどん人手不足の状況にな
ります。この課題をどのように解決していくのかを考えた時
に、障害者雇用を単なる雇用率を上げるための施策として
ではなくて、戦力となっていただくことを考えていかないと、
この労働人口の不足を埋めることはできないわけです。

　今、経営として考えなければならないことは、働く上で
何かしらの制約があっても働くことができる世の中にして
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行かなければならないということです。働き方改革では主
婦層や高齢者などに注力されていますが、障害のある方や
治療しながら働く方がもっと働ける世の中にして行かなけ
ればならないと思います。主婦の方には時間や勤務場所、
高齢者には体力やテクノロジーを使えるかなどが制約条件
です。障害のある方にはそれぞれの障害に合った働き方を
どう作るかが課題になってきます。

　ダイバーシティ経営という話の中でよく言われますが、誰
もがこういうことをしなければならないという意識を持っ
ています。今日お集まりの方もそれをお考えになっている
と思いますが、それではそれをどうやるのかということに
企業はなかなか一歩が踏み出せていないという状況です。
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テクノロジーの進化で活躍ステージが広がる

様々なテクノロジーの進化は、⼈々のはたらき⽅を変⾰させる

はたらける
対象者の拡⼤

出来る仕事の
幅の拡⼤

⽣み出される
成果の拡⼤

マネジメントの
合理化

はたらくことが困難だった制約をもつ⼈が
はたらくことが可能になるのでは︖

これまで出来なかった仕事が、出来るように
なるのでは︖

様々な制約を持つ⼈の⽣産性や付加価値が
⾶躍的に上昇するのでは︖

組織における、マネジメントとメンバーの関係性、
コミュニケーションが変化・効率化するのでは︖

16
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3．テクノロジーが広げる
多様な⽅々の雇⽤の可能性

　解決策の 1つとしては、テクノロジーをどう雇用に繋げ
ていくのか多様な働き方をどう⽀援していくのかという取
り組みになるのではないかと考えています。
　テクノロジーの進化でどのようなことが起きるのかという
と、働ける対象者の方を広げることになります。これまでで

きないことがテクノロジーによってできるようになり、仕事
の幅が広がります。マネジメントの合理化や効率化という取
り組みが求められてきています。いくつかのツールができて
きていますので、これから皆様と共有したいと思います。
　働ける対象者の拡大ですが、例えば、何かの機器を装着
することによって歩行が困難な方が歩行できるようになっ
たり、重い物を持つ時に軽々持てるようになったり、あと
はテレワークができるようになったりします。Double2 と
いうものもあります。自走します。iPad が装備されていて、
そこに顔を映して、動かすことができます。当社にも２台
あり、ミーティングがあると自分で動いて会議室に来ます。
そうするとリアルに一緒に働いている状態になります。テ
レビ会議ではその時間だけ一緒に働きますが、これは朝か
ら晩まで一緒に時間を共にすることができるので、どうい
う話題で社内が盛り上がっているかなどが分かり、一体感
が生まれるというツールになっています。
　仕事の幅を拡大するツールもあります。先ほどマネジメ
ントの話をしましたが、決済端末が電子化しています。障
害者の方の領域の話をしますと、例えば知的障害の方がカ
フェなどで接客業を行う時に釣り銭の計算ができないとい
う課題がありますが、電子決済を導入することで解決でき
るようになります。弊社のグループのオフィスでは、知的
障害者の方がカフェの運営などをやっています。
　あとは、機器を装着してマニュアルを見ながら仕事がで
きたりするツールもあります。KubiやOriHimeというコミュ
ニケーションツールがあります。OriHime というロボット
が接客するというカフェが話題になっています。こういっ
たツールを使うことで、遠隔で働いていてもあたかも近く
で一緒に働いているかのようなコミュニケーションツール
になっています。
　こういったコミュニケーションツールを使えば、どこで
働いていても一緒にオフィスで働いているかのような空間
ができます。働く上で制約のある方に対して、ツールを使
うことで戦力となる障害者雇用が実現できます。経営者と
してもツールを活用することでどう働き手を増やすか、戦
力となっていない方をどう戦力化するかをしっかり考える
世の中になってきていますし、待ったなしの状況であると
考えています。
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4．パーソルチャレンジの事例

当社事例１：テクノロジーと障害者雇用の融合
　パーソルチャレンジの事例をいくつかご紹介します。ま
ず、1つ目の事例の動画をご覧いただきます。

ー　動画　ー
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　ソフトバンク社の Pepper くんが企業で受付業務をする
という動画でした。皆様の周りにも Pepper くんがいると
ころがあるかも知れません。病院の受付や回転寿司の受付
などにいたりします。正直、あまり Pepper くんはうまく
活用できていないようです。理由としては、AI が入ってい
ないので臨機応変な対応ができないことです。予測提案が
組み込まれていて、基本的な動きしかできないものなので
す。弊社はこれで何をやっているかというと、対面コミュ
ニケーションが苦手な精神障害者の方が Pepper くんを介
してお客様の受付業務をしています。普段ならお客様にお
会いした時に固まってしまったり、目線を逸らしてしまっ
たりして話がうまくできないので受付はできないのですが、
Pepper くんがあることによって、Pepper くんの目を介し
てチャット方式でお客様とコミュニケーションをとってい
ます。彼らが得意なネット上の会話を受付業務に生かして
います。今日の両立⽀援の話と少し違うのかも知れません
が、精神障害者の方が企業の受付をすることは考えられて
いませんでしたが、Pepper くんというツールを介すること
で受付業務ができるようになるわけです。企業は会社の受
付なので印象を良くしたいというところで、まだ働けてい
ない方の雇用を促進するという時に「このようなものを使っ
たらいかがでしょうか」と提案しています。
　今チャレンジしているのは遠隔地です。例えば精神障害
者の方が一番落ち着く場所は自宅の自分の部屋だったりし
ます。自分の部屋で企業の受付ができるようになるという
のも次のチャレンジとして行っています。
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当社事例②︓テレワークで活躍している社員

23

テレワークで活躍している弊社社員とつなぎます。

当社事例 2：テレワークで活躍している社員
　2つ目の事例は、当社で働いている社員と実際にテレワー
クで繋いでみたいと思います。彼女は今まさに治療をしな
がら働いています。

ー　スクリーンにテレワーク中の社員が登場　ー

井上　T（仮名）さん、聞こえますか。

T（仮名）　はい、聞こえます。

井上　スクリーンに映っていますよ。今、彼女はご自宅に
います。治療されながら仕事をしています。自己紹介をお
願いします。

T　はい。Tと申します。

井上　ありがとうございます。今、どういう働き方をして
いて、なぜこの会社に入ったのかをお話ししてください。

T　私は今、週 4日、1日 2 時間で週８時間勤務をしていま
す。パーソルチャレンジに入社したきっかけは、持病の関
係で入っていた患者会の知人で重度の障害を持っている方
が、テレワークで働く事例があるという講習会に参加した
時に、私にも合うのではないかと話をしてくださいました。
その方が講師と私を繋いでくださいました。講師の方と連
絡を取るようになってから、インターシップを 1週間経験
させていただく中で、テレワークで働くことに少し自信を
持ち、1 日 2 時間で週８時間勤務であればできるのではな
いかということでパーソルチャレンジを紹介されて、今に
至っております。

井上　はい、ありがとうございます。それでは、今どうい
う仕事をしているか説明していただけますか。

T　今はパソコンを使って会社の業績管理や⽀払い申請等の
事務的な業務のアシスタントをしています。
井上　彼女は今、経営企画に入っていただいていて、毎週
月曜に経営会議で業績の話をするのですが、彼女が各部門
長に「いつまでに情報を出してください」とメールを送って、
それをまとめてもらっています。また、月末、月初には⽀
払い業務がありますので、遠隔地にいながら東京・田町に
あるオフィスの仕事をやっていただいています。
　それでは、今日のテーマである両立⽀援の観点から、今
まさに Tさんが思っていることを言える範囲で言ってくだ
さい。

T　私は身体障害者手帳 1級を取得していて、普段はヘル
パーを利用しながら生活しています。両立⽀援の観点から
の課題としては、ヘルパーを利用する時間がヘルパー不足
のために⽀給されている時間よりも少なくなってしまって
いて、体調をコントロールする上で難しいと思っているこ
とです。
　また、病気が筋痛性脳脊髄炎というものなのですが、通
常はウイルス感染後に発症すると言われているのですが、
認知度が低く、尚且つ診断をしてくださる医師が少ない病
気です。医療者においても認知度が低いので、病院にかか
ることに関して医療的ケアを受けにくい側面があります。
安定的なヘルパー⽀援を受けないとなかなか仕事と両立す
ることは難しいと感じています。そのあたりが不安定なた
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めに両立が難しいという状況があります。

井上　分かりました。実際に当社で働いてみてどうですか。
嫌なことでも構いませんので、ここにいる皆さんに参考に
なることをお話ししてください。

T　先ほど井上さんのお話にもありましたが、制約はどなた
にもあるという言葉に惹かれてこの会社に入りました。制
約は誰にでもあるけれど、その制約を乗り越えるためにど
のようにしていけば良いかを相談に乗ってもらえることが、
実際に働いてみてよかったところです。
　また、地域にいると働いている方の情報やノウハウが入っ
てこなかったりして、情報を知るまでにとても難儀するの
ですが、会社ではそのような情報やノウハウが蓄積されて
いるので、相談した時に解決手法があったり、事例が豊富
だったりするところにとても感謝しています。そういう事
例が蓄積されているせいか、人間関係でも理解があり、風
通しの良さを感じています。

井上　ありがとうございます。今日は出勤日ではないです
が、参加してもらいました。会場の皆さんから彼女に何か
ご質問はありますか。

質問者 1　これまでの就労経験をお聞かせいただけますか。

T　恥ずかしながらこの会社に入社したのが初めてです。入
社した時の年齢も 30 代半ばでした。私自身は高校生の時に
病気を発症したのですが、病気の認知度が低いので手帳を
取るまでに 12 年かかりました。そこからヘルパーを利用し
て体調を立て直すまでに 5〜 6年の時間が必要でした。そ
れから、こういう形で働けるという方法に結びつくまでに
とても時間がかかりました。今までハローワークなどの難
病の方向けの⽀援や講習会などにも参加したのですが、や
はり週 20 時間という条件が壁になっていて、就労に結びつ
くことが難しいと感じていました。超時短勤務でテレワー
クで働ける会社があるという情報を聞いて、私にも可能性
があると感じて繋がったのがパーソルチャレンジでした。

井上　ありがとうございました。週 20 時間と言っているの
は、企業として障害者雇用率に換算できる勤務時間として
週 20 時間という壁があるのです。どうしても単純に障害者
雇用率を達成すると考えると、それ以上働ける方というこ
とになり、壁があるという状況になってしまいます。

質問者 2　いろいろな制約があることと思いますが、これ
から具体的にしてみたいことなどお聞かせください。

T　まだ本当に勉強を始めたばかりなのですが、業務上知っ
ておいた方が良いかなということで、同僚にもサポートす

るよと言ってもらって、簿記の試験に挑戦しようと考えて
います。初めての就労で何も分からないところから始めた
ので、まず 3級に挑戦して、そこからその先にも挑戦でき
たらというのが今の希望です。

井上　もう 1人、いかがでしょうか。

質問者 3　おひとりでお仕事をしていると少し寂しいなと
思うことはありますか。逆にそういう時にはどのようにし
ているかなど教えてください。

T　テレワークというと部屋にいて 1人でパソコンに向かっ
て仕事をしているというイメージが強いと思うのですが、
実は色々なツールを会社が用意してくださいまして、今日
の Zoomもそうなのですが、それ以外にスカイプなど、画
面の共有もできます。日常のコミュニケーションも業務連
絡という形で毎日、画面越しですが顔を見ながら皆さんと
打ち合わせをしてから仕事を始めます。1人で作業をして
いるだけでなく、その時々でツールを使い分けて皆さんと
繋がりながら仕事をしています。コミュニケーションはと
ても取りやすいと思っています。画面でコミュニケーショ
ンが取れるということは、言語だけでなく非言語のジェス
チャーや表情などでも読み取れるのでとても役に立ってい
ると実感しています。

井上　ありがとうございます。私も経営企画にいますので
他のメンバーが Tさんと話しているのが聞こえてきますが、
その日に行った仕事について業務報告をメールでする直前
まで対面でやり取りしていて、「これも業務報告に入れます
か？」と聞いたりしていました。そのようにコミュニケー
ションを取りながら仕事をしてくれています。

井上　今日は Tさんのお話はこれで終了したいと思います。
もし他に質問がありましたら後ほど伺って、また彼女から
回答を聞くようにしたいと思います。Tさん、ありがとう
ございました。
　先ほど私から色々なツールがあることをお話ししました
が、彼女に話を聞くのが一番リアルだろうと思いましたの
で、今日は彼女に参加していただきました。他の部門にも
フルに在宅勤務をしている社員が今 10 名くらいいます。
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ダイバーシティ推進、東京オリンピック、
パラリンピックの影響もあり、
企業の障害者雇⽤の意識はとても⾼まっている

多様な⼈材の戦⼒化は、ほんの少しの配慮と
社内体制を整備すれば対応できる

1

2

3

企業は労働⼒不⾜により、
新しい雇⽤の在り⽅を模索している

多様な⼈材の戦⼒化にはテクノロジーの進化
と活⽤が必要不可⽋4

当社事例 3：その他、治療を受けながら活躍している社員
　3つ目の事例として、出社と在宅を併用した働き方をし
ている社員も結構います。働くお母さんは育児と仕事を両
立するために併用していますし、家で集中して資料を作り
たいという社員が併用している場合もあります。営業部の
直行直帰型の働き方もあります。それ以外にも、治療を続
けながら働いている方で、人工透析をされている方がいま
す。私のアシスタントの女性も週３日人工透析に行ってい
ます。人工透析の後に出社するとなるとかなり体に負担が
あります。彼女は火木土で午前中に人工透析に行き、午後
から出社することになっていますが、体調によっては負担
が大きいので透析後は在宅での仕事になっています。先ほ
ど T（仮名）さんも言っていましたが、色々なツールがあ
るので別に出社しなくても会社と同じ仕事ができるわけで
す。メールだけでなく、チャットで「今ちょっといいです
か」と声をかけたり、ディスプレイに映している画面を相
手側と共有したりして仕事をすることもあります。様々な
ツールを活用してあたかも一緒にオフィスで働いているよ
うな働き方ができます。体に負担をかけるくらいなら、家
でジャージ姿で仕事をしていただいても構わなくて、ラフ
な環境で働いてもらうことで両立していただいています。
　治療優先による時短勤務では、今、高知県に週２日働い
ている方がいます。10 時から 3時という働き方です。お昼
の 1時間はヘルパーさんが来て、⽀援しています。ベッド
からデスクまで移動するのもヘルパーさんがお手伝いして
います。T（仮名）さんと同じように今回初めて働いている
という方です。そのようなトライアルをどんどん広げてい
きたいと思っています。
　このような取り組みをなぜやるかというと、やはり戦力
としてしっかり考えていかないといけないからです。働く
機会が今まで全くなかったという方でも、働き方を工夫し
たり、テクノロジーを活用したりすることで必要な戦力に
なっていきます。労働人口が減少していくとお話ししまし
たが、その観点で障害者雇用を考えていくと、まだまだや
りようがあります。まだまだ雇用の促進はできます。我々
がそれをまず実践することで、企業の雇用促進にも繋がる
と考え、色々とチャレンジさせていただいております。

　まとめです。繰り返しになりますが、労働力の確保の問
題は企業が色々な努力をする必要があります。今までと同
じやり方をしていたのでは労働力不足になるので、どのよ
うにすれば労働力を確保できるのか、どう事業を拡大して
いけるのか、そのためにどのような人材が必要なのかをしっ
かり考えていかなければならないと考えます。障害者雇用
の観点でいくと、パラリンピアンの方がテレビに出演して
いますし、番組もできています。東京オリパラの影響は大
きいと感じています。ただ、それが終わっても持続可能な
のかどうかについては疑問を感じています。なぜかという
と、障害者雇用としてパラリンピアンを採用したいという
企業からのご要望も結構あります。企業のアピールという
こともあると思います。しかし実際はその方は契約社員だっ
たりします。パラリンピックが終わっても雇用を継続して
くれるのかというところには疑問があります。
　また、本来は「No-work,	No-pay」です。仕事をしていた
だき、会社はその対価を払うわけですが、時々「自由に練
習していていいよ、仕事はしなくていいよ」という企業が
あります。それは本当に雇用なのかということです。どち
らかというとサポーターという形だと思います。
　今、パラリンピアンが注目されていて、バリアフリーの
環境を作るための良いきっかけだと思っています。企業も
これを継続していかなければならないと思いますし、我々
としても声を強く出していきたいと思っています。
　また、多様な人材の戦力化は、少し配慮やちょっとした
制度や社内体制があればできることだと思っています。よ
く企業の方とお話ししていて課題になるのが、人事制度だっ
たりします。短時間勤務の制度がない、短時間勤務の方の
考課制度がない、賃金制度がないといったことです。企業
は制度を大きく変えることがなかなか困難な場合がありま
す。これからの時代は多様化だということで制度面から整
備することは企業がすべきことだと思っています。
　あとは、テクノロジーをどう活用していくかです。働き
たいと願っている方に対する雇用機会の提供が必要不可欠
だと思います。
　これで終わりたいと思います。
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II　　｜基調講演｜　「働きたい」と願う多様な⼈たちが⼒を発揮できる企業経営の実践

■　質疑応答

司会　基調講演に関してご質問はありますでしょうか。

質問者１　貴重なお話をありがとうございました。嘱託産
業医をやっているのですが、どの会社も障害者雇用枠が埋
まらなくてというお話をよく聞きます。透析の⼈は透析後
に血圧が下がったりして調子が悪くなったり、先ほどの方
も就業中に体調が悪くなったりすることがあると思うので
すが、安全配慮義務の履行についてはどのように対応され
ているのか教えていただけますでしょうか。

井上　一般的な健康診断も当然やっておりますが、自己申
告ベースになります。朝の体調管理なども、出社したら対
面で体調なども確認できますし、在宅勤務の方は画面を通
してであれば顔色などの体調確認はできると思っておりま
す。安定的に働くことが当たり前の世の中にしていくには、
無理しすぎないでほしいということを口酸っぱく言ってい
ます。短距離競走ではなく長距離競走なんだから、長く働
くという視点でやっていただきたいと伝えています。

質問者 1　そうすると当事者の方の自己管理でやっている
ということでしょうか。

井上　そうですね。

質問者 1	　ありがとうございます。

司会　もう１名、いかがでしょうか。ないようでしたら私
から 1つだけ質問させていただきます。
　もし中小企業の社長で「うちの会社では無制限に働ける
⼈しか働かせないよ」と言う⼈がいた場合に、井上社長か
らはどのようなメッセージを出されますか。

井上　テクノロジーを使うのもコストがかかりますし、難
しい面もあるかもしれませんが、我々がやっているのは、
例えばベテラン社員がいて１から 10 まで色々なお仕事を
されている時に、マニュアルを見れば誰でもできるような
仕事は短時間勤務の人に渡して、コアな人にはコアな人に
しかできないような仕事をすることによって、企業として
の収益も上がるのではないかと思っています。なかなか切
り出すのも時間がかかることかもしれませんが、一旦その
壁を取っ払ってしまうと生産性が上がる取り組みになりま
す。我々は今、グループ会社からの業務を受けています。1
人の仕事をその部門で分けるのではなくて、1人の仕事の
何割かの仕事を切り出してくるということをやっています。
そうすることによって切り出した企業の生産性が上がるこ
とに貢献しているのが我々の事業です。一人月の仕事を変
えようというのではなく、部分的に何人かの仕事を切り出

すことによって一人月の仕事にするということです。そし
て、仕事を削られた方々が別の仕事で生産性を上げるとい
う仕組みにしていくことによって企業が潤うという意識を
持っていただければ、そういう取り組みができるのではな
いかと思います。

司会　ありがとうございました。
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	 	 社会福祉法人中心会　ユニバーサル就労⽀援事務局　伊藤	早苗

シンポジウム 1

ユニバーサル就労支援の立場から
III

ユニバーサル就労⽀援について

2019年12⽉14⽇
ユニバーサル就労⽀援事務局
伊藤 早苗

伊藤　ユニバーサル就労⽀援の伊藤と申します。よろしく
お願いいたします。
　ユニバーサル就労⽀援は、一言で言うと「働きたいけれ
ど働けずにいる人」を働けるようにサポートするというも
のです。対象の方は全く限定していません。障害の有無、
年齢、どこにお住まいか、どんな理由でのご相談かは一切
問わず、どなたでも就労に関するお悩みやご相談のある方
はどうぞということでやっています。何の制度にも則って
いないところで独自にやっているものです。
　なぜこのようなユニバーサル就労⽀援をやっているかと
いうと、元々私は民間の人材や就職の分野の会社で営業を
していました。リクルートという会社です。新卒で入り、
求人広告の営業をやっておりまして、人が働くということ
にとても興味がありました。それと、中小の会社では採用
は経営者の方が直接されるので、経営者の方に会えるのも

ユニバーサル就労⽀援（UW）とはⅠ

n ユニバーサル就労⽀援（UW）は、「働きたいけれど働けずにいる⼈」を働けるようにサポートするしくみです。

n 元⼈材系企業の営業マンが、⾃らの病気の体験をきっかけに、就労に困難を抱えたすべての⼈を対象にした就労⽀援を
したいと模索。千葉県の社会福祉法⼈⽣活クラブ⾵の村の⼿法を学び、2014年4⽉に社会福祉法⼈中⼼会の社会
貢献事業としてUWを⽴ち上げました。

n 現在、社会にはさまざまな事情で働きたいのに働けずにいる⼈々がいます。就労ブランクや、障がいのボーダー、⼼⾝の疾
患など理由はさまざまです。仕事に就けないと、将来貧困に陥る可能性が⾼く、社会からも孤⽴してしまいます。しかし、
障害者の基準には満たない、どこに相談していいかわからない、など制度の狭間にいて何らの⽀援も受けていない⼈も多く
います。

n そうした⽀援の網からこぼれ落ちてしまっている⼈々を含め、すべての「働きたいけれど働けずにいる⼈」を⽀援するのがユニ
バーサル就労⽀援です。

n ユニバーサル就労は、誰もがその⼈らしく働くことをめざします。個⼈の事情や特性、⼼⾝の状態に合わせた働き⽅ができる
ように、就労希望者だけでなく企業（職場）側もサポートしていきます。誰もが安⼼して働ける地域づくりをめざしています。

2

魅力で、とても楽しくやっていました。当時、飛び込み営
業なども行っていて、体力勝負的なところもありましたが、
自分にはとても合っている仕事だと思っていました。ある
時、実は病気になりまして、メンタルではなくフィジカル
な病気で、結果的に十何年も寝たきりになってしまいまし
た。この辺の経緯は長くなりますのでお話できないのです
が、そんな日々を過ごした後に奇跡的に外に出られる状態
になり、一回死んだようなものだったので、これから何を
しようかな、どうやって生きて行こうかなと考えました。
元々好きだった就職の分野の営業をまたやりたいと思った
のですが、やはり自分がそういう経験をして、長い間全く
働けないことがとても辛かったので、働けずにいて辛いと
いう方のお手伝いを出来たらと考えました。
　病気になると、もう仕事は出来ないのではないかと思う
わけですが、普通の人が例えば 100 やる時に、50 であって
も、もしくは 20 であっても、やれることがあったらやりた
いという方はいるのではないかと思いました。私もそうで
した。ただ、病気の最中ですと、そういうところを見つけ
るのも大変ですし、「自分にはこのぐらいなら出来ます」と
アピールすることもエネルギーが必要です。そこの部分を
私がお手伝いできないかなと考えました。そして、何かし
たいなと思っている時に、いきなり相談業務を 1人で立ち
上げるのも難しいので、組織のバックアップが受けられな
いだろうかと考えました。例えば、ある会社にスポンサー
になってもらい、そういう事業を立ち上げるのはどうだろ
うかと虫の良いことを考えたりしました。その経緯もお話
しすると長くなってしまうので割愛しますが、今いるのは
中心会という社会福祉法人会ですが、ここにたまたまご縁
がありました。私が勝手に押しかけていったようなもので
すが、こういった事業をやりたいと話しました。中心会と
いうのは、高齢者の介護施設や児童養護施設をやっている
神奈川県海老名市にある法人で、就労⽀援は全く関係ない
事業なのですが、私にそういった事業の立ち上げをさせて
くださいと言って、無理やり作って始めました。そういう
経緯で、本当は私は病気の方の仕事の⽀援がしたかったの
ですが、いきなりそういう方向けに限定せず、働きたいと
いう方、働けずにいる方でしたらどなたでもどうぞという
ことで始めました。そうしますと、例えば引きこもりのよ
うな就労ブランクがとても長くなっている方とか、障害の
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ボーダー的な方とか、心身の疾患がある方とか、本当に色々
な方がいらっしゃいました。例えば、障害の基準には満た
ないため相談先が分からない、制度の狭間にいるような方
を想定したところ、まさにそういう方々の相談が多くあり
ました。

　⽀援の位置付けを図にしたスライドです。障害、難病が
ありますが、障害がある方ですと、専門の⽀援である就労
継続⽀援 A型・B型や、就労移行⽀援、企業による法的な
障害枠での採用といった福祉的なサービスがあります。一
般の方ですと、代表的なのはハローワークですし、民間で
はパーソルさんを始め、色々な就職・転職のサポートをし
てくれるサービスもたくさんあります。自分で応募してい
くわけですが、いくつ受けてもなかなか採用されず諦めて
しまっている方もいます。
　また、障害、病気があるのに手帳を取るほどではないグ
レーゾーンの方ですとか、そういった狭間にいるような方々
もいます。ユニバーサルでは対象者を限定していませんの
で、実際に相談にくる方で障害者手帳をお持ちの方は、実
感として 1割いないくらいです。手帳を持っている方は専
門のサービスを使いますので、お持ちでないことの方が断
然多いです。ただ、非常にグレーゾーンという方も多いです。
ユニバーサルは制度ではないので、全く制度的な制約はあ
りません。自治体や公共機関とも幅広く自由に連携が出来
ます。地域の限定もないので広域で活動できますし、民間
企業とも幅広く連携しております。

　相談者の方はどなたでもと言っていますが、どんな方が来
ているのかを大きく3つに分けた場合、就労ブランクや経験
不足、心身の疾患、生活困窮となります。太字のところが非
常に多いと思っています。ひきこもり状態にある方、就労ブ
ランクが長い方、コミュニケーションがとても苦手な方、心
身の疾患で障害者手帳を持ってないが何らかの障害の可能性
がある方、生活困窮のために必要な情報が得られていない方、
キャリア形成が出来ず将来に不安がある方がいます。当然、
項目が跨がる場合もあり、何らかの障害の可能性があって仕
事が上手くいかなくなり、ひきこもっている方もいます。

UWの相談者

4

＜相談者の例＞

就労ブランクや経験不⾜

n ひきこもり状態にある⼈
n 就労ブランクが⻑い⼈
n コミュニケーションが苦⼿な⼈
n 応募しても採⽤される⾃信がない⼈
n 就職活動のやり⽅がわからない⼈

⽣活困窮⼼⾝の疾患

n 病気で働き⽅に制約がある⼈
n 障害者⼿帳は持っていないが、何
らかの障害の可能性がある⼈

n ⼼⾝に不調があり、職場の理解や
配慮が必要な⼈

n 就職活動ができずにいる⼈
n 必要な情報を得られずにいる⼈
n キャリア形成ができず、将来に不安を
感じている⼈

n ⽣活の不安から不利な職場環境を
変えられずにいる⼈

※⾚⽂字の項⽬に当てはまる⼈の相談が⾮常に多い。
※いくつもの項⽬にまたがる場合が多い。

多い相談の例

就職活動で失敗し、そのまま
就職せずにいる。

5

学校卒業後、就職活動がうまくいかず、⾃信をなくしてそのままひきこもっている。
就職した経験がないため、社会性や仕事のスキルが⾝につかず、ますます就職の
チャンスが遠のいてしまう。30代〜40代の就職氷河期と⾔われた世代に多い。

学校時代に不登校になり、ひ
きこもったまま。仕事経験なし。

⼩学校〜⾼校時代に、いじめなど何等かの原因で不登校になり、あまり家から出
ない⽣活をしている。就職する年齢になっても変わらず、社会との接点がない。仕
事をするイメージが持てない。

⾼齢の親元にいて、親の年⾦
に頼って暮らしている。将来が
不安。

70代の親と40代の⼦で「7040問題」と⾔われていたが、さらに年代が進み
「8050問題」と⾔われるようになった。（80代の親と50代の⼦）。親が亡くなった
後に⼦が貧困に陥る可能性が⾼い。親の介護のために⼦が離職したケースもある。

仕事のストレスや⻑時間勤務
がもとで精神疾患に罹った。

就職したものの、職場でのストレス（⼈間関係が多い）、⻑時間労働などが原因
で精神疾患に罹った（うつが多い）。休職や復職が適切に⾏われないと悪化させ
てしまう。離職するとそのままブランクが⻑くなっていくことが多い。幅広い年代にいる。

病気や、障害のボーダー。福祉
制度の対象ではない。

病気があるが、指定難病ではない。または障害の可能性が⾼いが障害者⼿帳が
取得できるほどではない。軽度の発達障害があり、⽣活には⼤きな問題がないが
仕事になると⽀障が出る、という⽅も多い。いずれも福祉制度の対象外である。

　多い相談としてどんなものがあるかといいますと、典型
的な例としては、普通学校を卒業し、就職活動で上手くい
かずに、そのまま引きこもってしまったという例です。30
代から 40 代の就職氷河期世代に多いと言われていますが、
結構色々な年代がいらっしゃいます。また、小学校から高
校時代にいじめなどが原因で不登校になり、そのまま家に
いて、就職する年齢になってもそのままで、仕事をしたこ
とがないので仕事をするイメージが持てないという例です。
この 2つと被るのですが、高齢の親御さんの年金で暮らし
ているお子さんというパターンもあります。元々は「7040
問題」と言われていたのですが、段々と年代が上がってい
て、今は「8050 問題」と言われ、80 代の親御さんと 50 代
の子という世代になっています。別に同居していても何の問
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題もないのですが、親御さんの年金だけで成り立っている
場合に、親が亡くなった後、子が貧困に陥る可能性が高いで
すし、親子で社会との接点が無くなってしまって、孤立して
しまっている場合もあり、その時に初めて問題となるという
例です。親の介護のために子が離職してしまっているという
ケースもあります。あと多いのが、仕事のストレスや長時間
勤務が元で精神疾患に罹ってしまった例です。ストレスでは
人間関係が多いのですが、それで鬱になってしまって、離職
後のブランクが長くなってしまった方が幅広い年代にいらっ
しゃいます。そのほか、病気や障害のボーダーの方、病気で
はあるが指定難病ではない方、障害の可能性が高いが障害者
手帳は持っていない方、また軽度の発達障害という方も多い
です。生活には問題ないが、仕事になると⽀障があるという
方もいらっしゃいます。いずれにしても、福祉の制度の対象
ではなくなってしまうということです。

n UWで5年間に⽀援した⽅は３０３⼈。

n そのうち何らかの疾患のある⽅（⾝体的疾患、精神的疾患）は１２４⼈。（４０％）

n 疾患のあることが、就労困難となる⼤きな要因の⼀つと考えられる。

6

20代男性 幼少時に若年性関節リウマチ（膠原病の⼀つ）を発症し、全⾝に痛みがある。仕事経験なし。

30代男性 発達障害と睡眠時無呼吸症候群。昼間集中⼒がなく、仕事をくびになることが続いている。

30代⼥性 摂⾷障害で通院中。⼈のいる前では⾷べられない。仕事経験なし。

30代男性 PTSD。（障害児施設で働いていた時に担当した⼦が亡くなったことがフラッシュバックする）

40代男性 40歳の時に⻩⾊靭帯⾻化症で歩⾏困難になった。改善は⾒込めず、ひきこもりがちになっている。

40代男性 脳梗塞になり退職した。糖尿病もあり、⽬と右⼿が不⾃由。

30代男性 潰瘍性⼤腸炎でストーマ造設。働きたいが、臭いと漏れが気になる。

50代男性 脳⾎管性認知症になった。⽣活保護を受給し始めたが、できれば働きたい。

30代男性 慢性疲労症候群。常に体調が悪い。⼿帳も年⾦も受けられない。

30代⼥性 受付事務をしているが、リンパ脈管筋腫症を発症し話すと呼吸が苦しい。⼊⼒作業等に転職したい。

40代男性 ウイルソン病で⼿先が少し不⾃由。仕事がうまくいかず、躁うつ病も発症。

＜疾患のある⽅の相談例＞

　ユニバーサル就労⽀援は 6年目になりますが、この５年
間で303人の⽀援をしてきました。その内、何らかの身体的、
精神的な疾患がある方が 124 名いらっしゃいまして、ちょ
うど 4割になります。やはり疾患があることが就労困難と
なる大きな要因の 1つと考えられると思います。疾患のあ
る方の相談例をスライドに記載しております。色々な年代
と色々な症状の方がいらっしゃいます。

7

UWの⽀援⽅法

就労希望者 企業（職場）

n あらかじめユニバーサル就労の趣旨を説明し、
職場全体に理解を得る。

n 職場環境や受け⼊れる体制を整える。業務分
解で仕事の洗い出しを⾏うなど、その⼈にできる
仕事を組み⽴てる。

n 受け⼊れたあとの職場での対応など、不安な点
は随時ＵＷ事務局が相談にのる。

マッチング

ユニバーサル就労⽀援事務局

サポート

「求⼈ありき」ではな
く、その⼈の「できる
こと」「したいこと」か
ら出発。

受け⼊れてもらって
終わりではなく、現
場の体制づくりや受
け⼊れ後のフォローも
⾏う。

n 何ができるか（何ができないか）、何がしたいか
（何がしたくないか）など個⼈の状態や希望をく
わしく把握する。

n 就労の壁となっている原因をみつけ、事前に準備
や練習が必要な場合には計画を作成し実⾏する。

n 就労の際に配慮やサポートが必要な点を明確に
し、職場に伝える。

⽀援をしているかです。就労希望の方と企業があり、事務局
は私のことになります。普通は企業が出した求人に対して採
用されるか、されないかですが、求人ありきの考えでなく、
この方は何が出来るのか、何がしたいのかというところから
出発するという考え方です。ただ、企業の方に「こういう方
です。お願いします」というだけではなく、企業に対して受
け入れ側の体制作りや、受け入れ後のフォローの仕方といっ
たところをサポートさせていただいて、両方をサポートしな
がらマッチングさせていくという考え方でやっています。

受け⼊れ先企業紹介

A社（製造業）

8

⾃動⾞部品、電⼦部品製造。UWの⽅は組み⽴て作業や検品作業を⾏う。未
経験でも対⼈スキルがなくてもOK。偏⾒なく⼈材を受け⼊れ育てたい。

B社（クリーニング業） リネンクリーニング業、清掃業の会社。UWの⽅はクリーニング⼯場で洗濯物の仕
分け、洗濯機へのセット、検品など。パート、契約社員など多様な形態がある。

C社（⼩売業） 関東を中⼼に100以上の店舗があるスーパーマーケット。採⽤は店舗ごとに⾏って
いる。UWの⽅は品出しやパック詰め、総菜調理補助などバックヤード中⼼。

D社（旅館業） 家族経営の⼩さな旅館。⼥将が⼈を育てたい思いを持っている。UWの⽅は客室
清掃や⾷器洗い、ホームページ更新、メール返信など。接客はしなくてもよい。

E社（福祉施設） ⾼齢者介護施設（特別養護⽼⼈ホーム）。介護職の資格が無くても、清掃、
配膳、⼊浴補助などを⾏い、希望があれば資格取得をバックアップする。

F社（農業） 本業はゴルフ場経営だが、敷地内で農業を始めた。1⽇1〜2時間でも、⾃分の
ペースで始めてよい。野菜の世話、⼟の⼿⼊れ、収穫の他、袋詰め作業など。

G社（建設業） ⾜場組⽴て。現場での作業員の他、社内に残って資材の仕分け、管理業務、事
務作業など。会社近くのマンションを借り上げてくれるので住居の無い⼈も安⼼。

　そういう方々がいらした時に、どのようにユニバーサルで

　受け入れ企業は私が開拓にいきます。本当は企業開拓ばっ
かりやっていたいくらいです。ここに7社ほど挙げています。
本当に良い会社ばかりです。1社ずつ詳しくご紹介したいと
ころですが、時間がないと思います。業種も色々なところ
に行くようにしています。製造業、クリーニング業、小売業、
旅館業、福祉施設、介護施設、農業、建設業と色々あります。
旅館業は「え？」と思われるかもしれませんが、接客は仲
居さんがいらっしゃいますので、そうでなく客室の清掃、
お客さんが出た後のシーツやタオルの引き上げ、食器洗い、
ホームページの更新、予約メールへの返信など、今は色々
な仕事があります。どんな業種の企業でも受け入れていた
だける可能性があると思っております。本当は 1つひとつ
紹介したいのですが、上の 3つを少しだけご紹介します。

A社（製造業）

9

会社概要/職場の様⼦
・⾃動⾞部品（エアコン操作パネル）、電⼦機器部品の組⽴。従業員70名。神奈川県⼩⽥原市。

・熟練技術者が多いが、未経験者を受け⼊れ⼀から育てている。ひきこもっていた若者を採⽤したこともあるため、先⼊観なく

⾨⼾を開いている。最初は単純な組⽴作業や検品作業などから。その⽅の⼒量や希望に合わせて徐々に仕事を任せていく。

・現場では数⼈〜10数⼈のグループで動いている。それぞれの現場のリーダーが指導してくれ、相談にのってくれる。

UW受け⼊れ状況
・UWの⽅は2週間〜1ヶ⽉、まずは実習をさせていただく。どんなことが得意か不得意か、この仕事に向くかどうか、などの

⾒⽴てをしてもらう。本⼈にとっても、現場でのトレーニングになるとともに、この仕事をしていきたいかどうか確かめる機会に

なる。

・UWからは30代後半の男性、30代前半の男性、20代後半の男性3⼈が⼊社。いずれもほとんど仕事経験がなかっ

たが、3年経過し、正社員・契約社員となってそれぞれ活躍している。

　A社は製造業で、小田原にある 70 人くらいの会社です。
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III　　｜シンポジウム 1｜　ユニバーサル就労⽀援の立場から

社員は熟練の技術者の方々なのですが、どんな方でも、未
経験でも、今までの経歴がどうでも、1から育てるよと言っ
てくださっています。ユニバーサルの方は、まず 2週間か
ら 1カ月間の実習をして、どんなことが得意か不得意か、
この仕事に向くかなどの見立てをしていただいています。
ご本人にとっても現場でのトレーニングになるとともに、
この仕事をしたいかどうかを確かめる機会にもなっていま
す。ユニバーサルからは、現在 3人の方が入社して活躍し
ています。

B社（クリーニング業）

10

会社概要/職場の様⼦
・寝具類の洗濯、施設清掃等を⾏う会社。京都に本社があり、全国のグループ全体では1万⼈以上の従業員。

・UWでは神奈川県相模原市にあるクリーニング⼯場で受け⼊れてもらっている。

・相模原⼯場は全体で200⼈くらい。7割くらいはパートの⼥性。

・⼯場での仕事は夏は暑い。頻繁な休憩と⽔分補給、栄養バランスの良い昼⾷の⽀給など、従業員の健康に気遣っている。

広くてきれいな⾷堂と、⼯場内に託児所も完備している。

UW受け⼊れ状況
・仕事内容は、シーツなどのリネン類を洗濯機にセット。終わった洗濯物を乾燥機にセット。必要なものはアイロンかけ。出来上

がり品の仕分けと検品。体⼒等に合わせた配置をしてくれる。

・UWの20代男性は、コミュニケーションが苦⼿で会話ができなかったが年配の⼥性パートの皆さんに可愛がられて⼒を発揮で

きるようになった。契約社員となり2年継続中。

　B社はクリーニング業で、色々な施設のリネン類をクリー
ニングする会社です。グループ全体では非常に大きいので
すが、ユニバーサルでは神奈川の相模原市にある工場で受
け入れをしていただいています。仕事は、シーツ等のリネ
ン類を洗濯機や乾燥機にセットして、アイロンをかけたり、
出来上がったものを仕分けたり、検品したりというもので
す。体力に合わせて配置していただいています。夏場は工
場内が暑く、きつい部分もあるのですが、従業員の健康に
も気遣って環境を整備されています。ユニバーサルからは
1人入って活躍中です。

C社（⼩売業）

11

会社概要/職場の様⼦
・スーパーマーケット。横浜に本社があり、関東を中⼼に100店舗以上。

・本社の店舗運営責任者の⽅が以前に⼤企業で採⽤担当をし、障害者採⽤に実績があった。スーパーの⼈⼿不⾜解消の

ために多様な⼈材を受け⼊れようと考え、受け⼊れ体制を整えている。

・採⽤は店舗ごとに⾏っている。部⾨が多数あり、希望できる。精⾁部⾨、⻘果部⾨、ベーカリー部⾨、総菜部⾨など。

・現場の⽅々が、多様な⽅の受け⼊れに慣れており、丁寧に指導してくれている。

UW受け⼊れ状況
・まず店舗運営責任者の⽅に、本⼈の状況を話し、その⽅に合いそうな店舗を紹介してもらう。通勤しやすさ、店⻑のタイプ、

職場の雰囲気、サポート体制などを考慮してくれる。

・その⽅の希望に応じて1週間〜3週間位の研修を⾏う。現場でのトレーニング、仕事が合うかどうかの⾒極めを⾏う。

・本⼈が希望し、店舗側もOKならばまずアルバイトとして採⽤。さらに3ヶ⽉後に双⽅OKならば契約社員となる。

・時間は4時間程度〜フルタイムまで柔軟に対応してくれている。（契約社員の場合はフルタイム）。

　C社はスーパーマーケットで、ここも本当に良い会社で
す。レジや接客をやりたくなければ、そうでない色々な仕
事があります。精肉、青果、ベーカリー、惣菜といった色々
な部門で、例えばパック詰めや商品の整理、仕分けなど、

主に裏方をやらせていただいています。働き方も非常に多
様にしていただいています。

就労困難な⽅を受け⼊れるメリット

n ⼈材確保の機会になる。（UWの⽅には就労困難となっている要因があるものの、理解や配慮があることによって⼒を発
揮できる⽅も多い）

n 職場の活性化になる。（新しいタイプの⽅、今までに受け⼊れたことのないような⽅が⼊ることによって職場の雰囲気が変
わる。業務内容や仕事のしかたを改めて確認したり、なんとなく慣習になっていたことを⾒直す機会になる）

n 社員が成⻑する。（困難のある⽅に配慮や⼿助けをしたり、指導をしたりすることで、社員が⼒をつける）

n 社員のモチベーションが上がる。（社員への配慮がある会社であることが感じられ、⾃社への誇りが持てるようになる。⾃分
にも何かあった時に安⼼だという思いが、仕事へのモチベーションになる。社員が安⼼して仕事に打ち込めることで⽣産⼒も
UPする）

n 社内制度を⾒直す機会になる。（就労困難だった⽅が働きやすいように職場環境を整えることになるため、制度の改善
にもつながる）

n 全体として会社の魅⼒が上がるため、就職先としての⼈気が⾼まる。社会貢献度の⾼い企業として認知度も⾼まる。

12

　本当に良い会社が多いのですが、企業に対して「お願い
します！」というだけでなく、やはり受け入れるメリット
がないと、働く方も幸せに働いていけませんし、受け入れ
側も続かないということになります。受け入れる時にどん
なメリットがあるのかを、経営者の方や現場の方に聞いて
きました。
　1番はやはり人材確保の機会になるということです。ユ
ニバーサルの方は就労困難となっている要因があるのです
が、理解や配慮があることによって力を発揮できるという
方が多いです。そして職場の活性化になります。今まで受
け入れたことがないようなタイプの方が入ることで、それ
まで習慣的にやっていたようなことを見直したり、仕事の
仕方を確認したりすることにもなります。それから、社員
が成長します。困難のある方に配慮や手助けをしたり、指
導をしたりすることで、社員が力を付けます。社員のモチ
ベーションが上がります。自分の会社が配慮のある良い会
社だと分かって、誇りが持てます。万が一、自分に何かが
あった時、例えば自分も病気になった時に会社は配慮して
くれるということが、仕事へのモチベーションにもなりま
す。安心して働けることによって生産力もアップすること
があります。また、社内制度を見直す機会になります。就
労困難な方が働きやすいように職場環境を整えることにな
るので、制度の改善にも繋がります。こういったことがあっ
て、全体的に会社の魅力が上がりますので、就職先として
の人気が高まるというのもあります。
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　受け入れの課題もあります。その点も聞いてきました。職
場への理解が十分でなかったり、事前のアセスメントやマッ
チングが適切でなかったりすると、必要な配慮が得られず
結果的に早期退職という場合もあります。そして心身の不
調などで突発の休みが発生することがあるので、その点も
あらかじめ想定していないと現場が混乱してしまいます。
　それから、職場全体での受け入れ体制が整っていないと、
一部の社員の負担が大きくなってしまいます。それによっ
て社員間に不満が溜まったり、⼠気が下がったりする原因
にもなります。不公平感を感じる社員が出てくる可能性も
あります。
　それでも実際に受け入れをしてくださって、後悔したと
いう会社は 1社もありません。成功のポイントとしては、
経営者の方の思いを社員全員に伝え、周知と理解を深める
ことです。社内制度を整えて、誰にでも分かるようにオー
プンにします。そして、ユニバーサルのような⽀援者を活
用していただくことで、お互いの要望や不満などが伝えや
すくなって、意思疎通が円滑になると思います。
　大変駆け足でございましたが、ご清聴ありがとうござい
ました。

受け⼊れの課題とポイント
n 職場への理解が⼗分でなかったり事前のアセスメントやマッチングが適切でなかったりすると、必要な配慮が得られず早期
退職につながる。

n ⼼⾝の不調などで突発の休みが発⽣することもある。その点もあらかじめ想定していないと、現場が混乱する。

n 職場全体での受け⼊れ体制が整っていないと、⼀部の社員の負担が⼤きくなる。それによって社員間に不満が溜まったり
⼠気が下がる原因にもなる。不公平感を感じる社員が出てくる可能性もある。

13

n 経営者の思いを社員全員に伝え、周知と理解を深める。

n 社内制度を整え、誰にでもわかるようにオープンにしておく。

n UWのような⽀援者を活⽤する。（⽀援者が間に⼊ることで要望や不満なども伝えやすくなる。意思疎通が円滑になる）

それでも・・・

実際にUWの受け⼊れをして「後悔
した」という会社は1社もない︕

成功のポイントは・・・
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	 	 オーキッズ社労⼠事務所　社会保険労務⼠　	後藤　宏

シンポジウム 2

中小企業経営者と伴走する社会保険労務士の立場から
IV

経営者に響く治療と仕事の両立支援とは

中小企業経営者と伴走する社会保険労務士の立場から

オーキッズ社労⼠事務所 社会保険労務⼠ 後藤 宏

　愛知県で社会保険労務⼠をしております、後藤と申しま
す。経営者に響く治療と仕事の両立⽀援、なぜ今、両立⽀
援なのかお話ししていきたいと思います。
　私たち社会保険労務⼠が何をしているかと言いますと、1
つは社会保険の手続きをしております。労災保険や雇用保
険、健康保険、厚生年金保険といった社会保険の手続きです。
もう 1つは、社員の方と会社の方に総合的な⽀援をすると
いう第 2人事部的な仕事をしています。

日本の将来推計人口

Copyright(C)2019 ORCHIDS All Rights Reserved 2

推計値

2013年までは国勢調査、2015年は人口推計12月1日確定値、2020年以降は国立社会保障・人口問題研究所
「日本の将来推計人口（平成29年1月推計）」の出生中位・死亡中位仮定による推計結果

労働力率

60%

生産年齢

人口減少

労働力率

50%未満？

出典：

　現在の日本の総人口は 1億 2,600 万人で、少子化の影響
からだんだん減っていくことは皆さんもご承知だと思いま
す。更なる問題として、15歳以上64歳までの生産年齢人口、
つまり仕事をしている一番のボリュームゾーンが、少子高
齢化によってどんどん小さくなってしまうことが挙げられ
ています。生産年齢人口が減少し始めた今、15歳以上の方々
の 6割くらいが働いていると言われていますが、2065 年
には半分を切ってしまうのではないかと推計されています。
今年度新卒の有効求人倍率は、300 人未満の中小企業に限

りますと 9.91 倍です。大学卒で働きたいという方 1人に対
して、10 社がオファーしているという現状にあります。東
京労働局の資料を見てきましたが、有効求人倍率は一般社
員の方の採用だと 1.78 倍になっていました。これだけでな
く、業種を限って見てみると、例えば警備業では 15.92 倍
になっていました。どんどん人が採れなくなってきている
のが現状です。この理由は、働き手が少なくなってきてい
るからです。
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働き方改革実行計画 ９つのテーマ
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} １．非正規雇用の処遇改善

} ２．賃金引上げと労働生産性向上

} ３．長時間労働の是正

} ４．柔軟な働き方がしやすい環境整備

} ⑤．病気の治療、子育て・介護等と仕事の両立、

障害者就労の促進

} ６．外国人人材の受入れ

} ７．女性・若者が活躍しやすい環境整備

} ８．雇用吸収力の高い産業への転職・再就職支援、

人財育成、格差を固定化させない教育の充実

} ９．高齢者の就業促進

生
産
性
Ｕ
Ｐ

労
働
力
率
Ｕ
Ｐ

多様性
（ﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾃｨ）

　この背景には、働き方改革という言葉をよく耳にされると
思いますが、働き手が少なくなってきている問題があります。
働き方改革には、9つのテーマがあります。1つ目は、非正
規雇用の処遇改善は同一労働同一賃金にして行きましょうと
いうことです。2つ目の賃金引き上げは、例えば、東京都の
最低賃金が千円を超え、今は1,013円になっていますが、こ
れをさらに引き上げていきましょうということです。3つ目
の長時間労働については、来年から720時間に残業を抑えな
いといけないという規制改正が入ります。１から3までの項
目によって何をやっているかというと、時間あたりの給料を
引き上げることで、それに見合った仕事を企業は提供してい
く、だから生産性が上がるということです。4つ目は、先ほ
どお話がありましたが、テレワークや副業・兼業の解禁など、
柔軟な働き方ができるようにしていきましょうということで
す。これら4つの施策で、同一人の生産性を高めていくのです。
　その下の 5から 9の項目は、今、働きたくても働けていな
い人に労働市場に出て行ってもらいましょう、どんどん働い
てもらいましょうという施策になっています。今日は仕事と
治療の両立⽀援がテーマですが、両立⽀援は 3本柱になっ
ています。1つは病気の治療と仕事、もう1つは子育てと仕事、
そして 3つ目に介護と仕事です。法定雇用率 2.2%、障害者
就労を促進していきましょうというのも施策の 1つです。外
国人人材の受入れ、介護分野や農業分野などの成長分野に
外国人人材をどんどん受入れていきましょう、技能実習生を
受入れていきましょうという施策が取られています。女性や
若者が活躍しやすい環境の整備も必要です。バブル崩壊から
リーマンショックまでの失われた 20年間、就職氷河期に就
職した人達の非正規雇用率が非常に高いので⽀援していきま
す。女性活躍推進を応援していきましょう、雇用吸収力の高
い産業、介護分野や農業分野にどんどん人が入っていけるよ
うな仕組みを作っていきましょうという施策もあります。高
齢者の就業促進については、65歳以上の就業率は約 2割で
すが、なぜかと言うと 60 歳定年で 65 歳に雇用延長して終
わってしまい、65歳から年金をもらえるという世の中だか
らです。こういった人たちの背中を押してあげて、労働市場
に出していきましょうという5つの施策なのです。今、働い

ていらっしゃらない方々が働けるような環境を作っていく、
すなわち多様な構成員の採用が求められています。

ダイバーシティ＆インクルージョン
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経営成果の向上
（職場環境向上）

経営

現場

短期的 長期的

組織内の価値観・
文化の変容

働く人たちの
働きやすさ、働きがい

多様な構成員の採用

　ダイバーシティー＆インクルージョンは、長期的なスパ
ンで経営成果の向上に繋がります。パーソナルチャレンジ
のT（仮名）さんの話を聞いて「こういうことなのではないか」
と思いました。多様な構成員の採用の 1つとして、テレワー
クの社員を週 12 時間で採用したとします。自宅と会社の距
離が離れていても仕事が出来ることが分かれば、やはり文
化の変容が起こると思うのです。今までの同一職場で働い
ていた慣習に対し、通勤しなくても良いという文化変容で
す。そうすると、障害をお持ちの方だけでなく、育児で働
きたくても働けない方が出社と在宅を絡ませて働くことが
出来るようになります。働く人たちの働き方の変革が起き
るのではないでしょうか。それがひいては会社の業績向上
に繋がっていくのではないかと思います。これが、ダイバー
シティー &インクルージョンが会社にもたらす効果です。

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

適当な仕事が

ありそうにない

出産・育児 介護・看護 健康上の理由 その他 不詳

33.6%

0.0%
2.8%

22.4%

31.8%

9.3%

25.6%

34.0%

5.7%

13.4%
16.8%

4.6%

男性（N=107） 女性（N=262）

働きたくても働けない理由

総務省「2017年 労働⼒調査年報」より作成
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　働きたくても働けない理由が、総務省から 369 万人のデー
タに基づいて発表されています。男性で働きたくても働け
ない理由は、「適当な仕事がありそうにない」がトップです。
その次に「健康上の理由」がきます。女性ですと、「出産・
育児」が働きたくても働けない理由のトップです。その次
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が「適当な仕事がありそうにない」という仕事のアンマッ
チです。その次に「健康上の理由」がくるわけです。サラリー
マンやOL の 3 人に 1 人が治療をしながら働いていると言
われています。男女問わず、働きたくても働けない理由の
上位に「健康上の理由」が挙がるのです。

　先日、ある会社からご相談がありました。外国人の派遣
社員の方なのですが、生産性が悪いから、もう派遣をやめ
てもらおうと思うという相談でした。職場の異動があって
3カ月目の女性でした、ブラジルの方で日本語が使えない
というので、ポルトガル語が分かる方に入っていただいて
お話を聞くと、膀胱炎だったことが分かります。前の職場
は普通に勤務されていたのですが、体調を崩されてトイレ
が近くなり、離席が多くて業績が下がっていたのです。外
国人だからとか、日本語が喋れないからというのは、関係
ありませんでした。仕事が出来なくなったという背景には、
仕事以外の要因があり得ることをお伝えできればと思いま
す。その中の 1つに健康、治療という問題があるのです。

治療と仕事と生活へのアプローチを行う
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①医療系支援（治療のこと）

制度 概要 実施主体 対象者 相談窓口

医
療
系
支
援

医療保険

医療が必要な状態に
なった時、公的機関な
どが医療費の一部を負
担する制度

市町村・
健保協会・
組合健保・
共済組合等

医療保険加入者
（原則全員）

保険者
（市町村・
健保協会・
組合健保・
共済組合等）

自立支援医療
（精神）

精神障害の通院医療に
係る医療費を助成する
制度

都道府県・
政令指定都市

通院による治療
を継続的に必要
とする程度の状
態の精神障害を
有する者

市区町村（
福祉課・

保険医療課・
保健所等）

障害者等を対象
にした医療費の
助成制度

（福祉医療等）

障害者等の受給資格対
象者の医療費を助成す
る制度

市町村

（例）身体障害
者手帳3級以上、
療育手帳A、精
神障害者手帳1・
2級など、自治体
により異なる。

市区町村（
福祉課・

保険医療課等）
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　私たちは、社会保険労務⼠ 3人で「一般社団法人ともに」
という社団を作っています。若年性認知症の方の⽀援を 7
年くらい続ける中で思うのは、⽀援が届いていないという
ことです。若年性認知症は、進行するか留まるかくらいの
難病で、65 歳未満の現役世代が発症します。傷病手当も障

害年金も取れてない、手帳も持っていないという方があま
りにも多すぎます。他の専門家の方々とともに⽀援し、社
会資源を届ける活動をしています。

　医療保険は、一定の要件をクリアすれば医療費が安くな
ることもあります。

②就労系支援（仕事のこと）

制度 概要 実施主体 対象者 相談窓口

就
労
系
支
援

障害年金

病気やけがにより一定の障害
が残った場合、生活や労働の
不都合の度合いに応じて支給
される年金

国
日常生活（就
労）が困難な
者

年金事務所・
市区町村

傷病手当金

病気やけがのために会社を休
み、事業主から十分な報酬が
受けられない場合に支給され
る手当。

健保協会・
組合健保・
共済組合等

被保険者本人
で４日以上の
休みがある場
合

職場・
保険者

（実施主体）

基本手当
（失業給付）

労働者が失業に陥った時に、
再就職までの生活を安定させ、
就職活動を円滑に行えるよう
支援する制度

国

適用事業に雇
用される労働
者（例外あ
り）

公共
職業安定所

福利厚生制度
（法定外）

慶弔見舞金規程等、従業員の
負傷・疾病・障害等に対する
給付金を支給する任意制度

企業 従業員
職場・

民間保険会社
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　障害年金を受給されている方は、その 3割しか働いてい
ません。働きながら障害年金を受給できますが、そういっ
た⽀援が届いていなかったりします。退職後の失業給付は、
手帳を持っているともらえる日数が 4倍くらいになったり
します。社会⽀援は連動しているのです。
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③福祉系支援（生活のこと）

制度 概要 実施主体 対象者 相談窓口

福
祉
系
支
援

介護保険

介護や支援が必要となったとき
に介護サービスを提供し、本人
とその家族を支援する制度

市町村・
広域連合

65才以上およ
び40才以上64
才未満の特定
疾病により介
護が必要な者

市区町村
（福祉課・

介護保険課等）

各種手当
例：心身障害者扶助料、在宅重
度障害者手当、特別障害者手当

国・都道府
県・市町村

それぞれの条
件に応じて

市区町村・
都道府県

障害者総合
支援法

障害者の日常生活や就労を支援
する制度

都道府県・
政令指定都市

身体障害者、
知的障害者、
精神障害者、
障害児、難病
患者

市区町村
（福祉課）
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　介護保険も 65歳以上しか使えないと思っていらっしゃる
かもしれませんが、実は 40 歳以上 64 歳未満の特定疾病に
より介護が必要な方も対象です。がんでなかなか治療の見
込みがない方が介護保険を使えたりすることもあります。な
かなか全部を網羅することが難しいのが社会資源です。

本⼈

福祉⽀援関係者
市区町村相談窓⼝、
地域相談⽀援事業者など

就労⽀援関係者
地域障害者職業センター、
ハローワークなど

家族

職場
医師・医療関係者

医師、看護師、リハビリ専⾨職、臨床⼼理⼠、
医療ソーシャルワーカーなど

本人・家族を含めた
ひとつのチーム！！

上司、同僚、労務・⼈事担当者、
産業医、社会保険労務⼠など

治療と仕事の両立支援を支える人々

Copyright(C)2019 ORCHIDS All Rights Reserved

　当事者の周りには、いろいろな⽀援者がいらっしゃいま
す。私たちは社会保険の専門家なので、社会保険のことに
ついては詳しいのですが、福祉や医療の分野では知らない
ことが多くあります。

エコマップによる『協働支援』の見える化
（整理された情報の共有）

Copyright(C)2019 ORCHIDS All Rights Reserved 12

治療のこと 仕事のこと

生活のこと

会社

課長 係長 ﾊﾟｰﾄ

人事部長

：Ｂさん

社会保険労務士①

・両立支援

・傷病手当金

障害者職業センター

・リワーク

社会保険労務士②

・障害基礎年金

・障害厚生年金

家庭

本人：

Ａさん

妻
子

3歳
子

1歳

市役所 福祉課

・自立支援医療

・精神障害者保健福祉手帳

医療機関

主治医

ｶｳﾝｾﾗｰ

産業医

　今、取り組んでいるのは、エコマップによる「協働⽀援」
の見える化です。スライドは綺麗に描かれていますが、いつ
もはご本人と面談させていただき、一緒に手描きで作ります。
　ご本人がいて、ご家族がいて、治療分野で医療機関の方
があり、カウンセラーの方がいます。訪問看護を受けたり、
医療面で費用を抑えたり、手帳を取得できたり、傷病手当や
障害年金を受給できたりします。この図では、治療と仕事の
両立⽀援の下に「生活」と書いてあります。生活を基礎にし
ているのです。仕事は 8時間程度しかありません。生活が成
り立っていなかったら、仕事も上手くはいかないと思うので
す。その生活を⽀援する社会資源はどこにどれだけあるのか

ということを一緒に考えます。これだけ多くの方々が周りに
いらっしゃるということと、足りていないところはこんなと
ころと繋がったらどうかという話をしています。
　障害年金の⽀給事由は働けるか働けないかではなく、日常
生活上の困難があるかどうかです。会社の人事部の方はプ
ライバシーの侵害のような感じがして、ちゃんと薬を飲んで
いるかとか、人とコミュニケーション取れるかとか、なかな
か聞きにくいのです。代わりに障害年金の手続きをしている
我々がお聞きします。それが協働⽀援ではないかと思ってい
ます。
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IV　　｜シンポジウム 2｜　中小企業経営者と伴走する社会保険労務士の立場から

　最後に、GLTD という保険をご紹介します。これは東京海
上日動火災保険株式会社の商品です。

【GLTD】時代の流れに沿った新たな福利厚生制度

Copyright(C)2019 ORCHIDS All Rights Reserved 13

東京海上日動火災保険株式会社 全国商工会議所の休業補償プラン
ナイスパートナー・長期休業補償 総合生活保険（GLTD）パンフレットより抜粋出典：

【就業障害発生直前】
Ａさん（年齢３０歳）
・勤務先 ：Ｂ商事
・給与月額：３０万円

標準報酬：３０万円
月平均労働日数：２０日

⇒週５日勤務本⼈

団体超ＧＬＴＤ
６０歳プラン

てん補期間 約定給付率

ステップ１ １年５か月 ２０％

ステップ２ ６０歳満了 ６０％

14

モデルケースＡさんについて

　例えば、B商事が GLTD に加入していたとします。その
社員の Aさんが病気で働けなくなります。

　有給休暇や傷病手当を使ったりと、いろいろな社会資源
を使っていくのですが、働き続けることが難しく、退職に
なることもあります。

　公的な社会資源を民間で⽀えるのが GLTD という保険
です。給料が 30 万円だった場合、傷病手当で 20 万円が
もらえます。それにプラスして 6 万円出しますというの
が、GLTD です。傷病手当金は 1年 6 カ月で終わってしま
うのですが、そこから 60 歳まで所得補償するというのが、
GLTD、すなわち長期所得補償保険です。退職となってもそ
の権利は失われません。今、とても注目されているものです。
障害年金は、級数によっては、あまり大きい金額ではなかっ
たり、もらえない方も多かったりするので、民間保険の力
は大きいのです。

　GLTD は、今までフル勤務だったが短時間勤務にせざるを
得ない状況が訪れた時に、フル勤務の状態との給料差額を
出す保険であったりもします。
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福利厚生制度としてのＧＬＴＤ制度を
社員採用と定着に活かす！！

} 当社は、GLTD制度＝「現在国や個人で加入してい
る保険ではカバーできない病気やケガにより長期に
わたって働けなくなった場合に会社が給与を補償す
る制度」があります。

} 長期間の病気等で働けなくなっても、所得を補償す
るGLTD（団体長期所得補償保険）を導入し、従業
員の皆さんに安心して長く働いて頂ける環境を整え
ています。

} 【ジョブリターン制度・リキャリア制度】
病気療養のために退職された方が働けるようになっ
たら、採用希望時期に優先雇用していきます。

Copyright(C)2019 ORCHIDS All Rights Reserved 18

　こうした福利厚生を目的とした保険商品が、なぜ売れる
ようになってきたかというと、今の採用難の打開策になる
からです。GLTDは、病気やケガにより長期に渡って働けな
くなった場合に会社が給与を補償する制度です。長期間の
病気等で働けなくなっても、従業員が安心して長く働ける
環境を作るのに役立ちます。ジョブリターン制度といって、
「一旦退職しても結構です、病気が治ったらもう一回うちの
会社に来てください、優先雇用しますから。大丈夫です、
60 歳までは給与も補償しますから」という制度設計も可能
です。人が採れない世の中だからこそ、こうした健康経営
に事業主、経営者の方々が目を向けることによって、仕事
を探している人が「ここまで健康に気を遣っていただける
会社なら入ってみようか」という気になると思うのです。
また、こうした福利厚生制度がある会社は、人が定着する
効果もあります。
　短い時間で足早にお話ししてまいりましたが、何か皆様
のご参考になれば幸いです。ありがとうございました。
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V　　｜シンポジウム 3｜　当事者の立場から

シンポジウム 3

当事者の立場から

	 	 かながわコロン（潰瘍性大腸炎患者会）　会長
	 	 認定 NPO法人健康と病いの語りディペックス・ジャパン　理事　	
	 	 	 	 	 	 	 	 花岡	隆夫

V

これからの治療と就労
の両⽴⽀援を考える

花岡隆夫
認定NPO法⼈ 健康と病いの語りディペックス・ジャパン 理事

https://www.dipex-j.org/

　花岡と申します。よろしくお願いいたします。かながわ
コロンとしてご紹介いただきましたが、かながわコロンと
いうのは神奈川県を中心に活動している潰瘍性大腸炎とい
う病気の患者会です。今、私はその代表をしております。
一方、スライドにありますように健康と病の語りディペッ
クス・ジャパンの理事をやっております。ディペックス・ジャ
パンとかながわコロンという 2つの団体で活動していると
ころです。

　私は潰瘍性大腸炎の患者で、2000 年に発症しました。私
の場合は特殊で、大量下血で発症し、病院に行ったらその
まま入院ということが 2回ほど続きました。このままでは
仕事をしていけないと思い、発症して 1年くらいで直ぐに
大腸全摘の手術を決断し、大腸を全摘してしまいました。
ですので、病気を持ちながら仕事をしてきた当事者からの

⾃⼰紹介
・1974年⼤学卒、商社に⼊社、2000年2⽉に転職
・2000年8⽉、49歳の時潰瘍性⼤腸炎を発症し7週間⼊院
・発症と同時にその時務めていた会社は退職（発症の原因はその
会社での⼈間関係だと信じている）

・退院後しばらく休んで2001年4⽉に再就職
・2001年5⽉再燃（初発と同様に突然の⼤量下⾎で再燃）
・2001年9⽉〜2002年9⽉にかけて3回に分けた⼤腸全摘⼿術
・術後仕事に復帰するまでに4か⽉ほどかかったが、その後は順調
・2003年ころ潰瘍性⼤腸炎の患者会に⼊り、2016年から会⻑
・患者会活動がきっかけで、いくつかのNPO法⼈でボランティア
として活動を始める。（その⼀つがディペックス）

・ディペックスの活動に賛同して2010年ころから参加。2016年に
会社を定年退職してから理事として本格的に活動

発信ということで今日はお話しさせていただきます。個人
の経験だけでなく、ディペックス・ジャパンでは多くの病
気の方の語りをインタビューさせていただいています。そ
の語りをデータベース化し、ウェブサイトにアップしてい
ます。

ディペックス・ジャパンとは
「健康と病いの語りディペックス・ジャパン」（通称︓ディペック
ス・ジャパン）は、英国オックスフォード⼤学で作られている
DIPEx（Database of Individual Patient Experiences) をモデル
に、⽇本版の「健康と病いの語り」のデータベースを構築し、それ
を社会資源として活⽤していくことを⽬的として作られた特定⾮営
利活動法⼈（認定NPO法⼈）です。
患者の語りに⽿を傾けるところから「患者主体の医療」の実現を⽬
指します。
病気の苦しさや悩みをもっとも良く知っているのは、その病気にか
かっている本⼈です。病気をどのように受け⽌め、どのようにして
切り抜けてきたかは、病気を体験した患者にしか語れません。
病気の苦しさや悩みを体験した⼈の「語り」は、同じ病気に不安を
持つ⼈に知恵と勇気を与えてくれます。

語りのデータベースとは
´ 「健康と病いの語り」データベースは、病気の診断を受けた⼈や
その家族が、同じような経験をした⼈たちの「語り」に触れて、
病気と向き合う勇気と知恵を⾝につけるために作られたウェブサ
イトです。

´ 診断時の思いや治療法の選択、副作⽤の経験などの他、結婚、出
産や仕事と病いとの関係、あるいは医療者との係わりなど、サイ
トごとに異なりますが、それぞれ20〜30くらいのトピックと呼ば
れるカテゴリーに分類して、⼀つ2分から3分のクリップと呼ばれ
る短い語りが収められています。これらは映像や⾳声、テキスト
として掲載されています。

´ 現在以下の7つのサイトを⾒ることができます。
認知症、乳がん、前⽴線がん、 ⼤腸がん検診、慢性の痛み
臨床試験・治験、クローン病

´ 現在進⾏中の案件としては以下の3つがあります
障害学⽣、⼼不全、医療的ケア児

　ディペックス・ジャパンを言葉で説明しても、なかなか
ご理解いただけないと思いますので、後ほどウェブサイト
をご紹介したいと思います。もしお時間があれば、お読み
いただきたいと思います。
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病いを持ちながら働くこと

´ ディペックスのウェブサイトには現在2000を超える語りのクリッ
プがアップされていますが、その中から、「治療と就労の両⽴⽀
援」の実現のために参考となるような語りを5つピックアップしま
した。

´ 病いと就労との係わりに関する語りは他にもたくさんあります。特
に「クローン病」は、若年で発症することが多く、また寛解と再燃
を繰り返す慢性疾患ですが、寛解の時は健常者と同じように働くこ
とができます。従ってクローン病のモジュールには多くの就職・就
労に関するクリップがあります。

´ 特に新卒の時にすでに発症している⼈にとって、⾃分の病いを会社
にどういう⾵に説明したらいいかという事は⼤きな問題です。あま
りに詳しく病気のことを説明したため何社も不採⽤になったという
話もありました。病気のことを開⽰する場合でも、説明⽅法にはノ
ウハウがあるというお話は⼤いに参考になるでしょう。

´ 以下、患者の⽣の語りをご覧ください。

＜プロフィール＞
中学1年でクローン病と
診断された。高校卒業後、
看護師を目指して看護学
校に通っている時に2回
の手術をして小腸と大腸
の一部を切除した。その
後看護師として5年間働
いた後、看護学校の教員
になったが、その頃にも
3回目の手術をして、現
在小腸は2メートル弱、
大腸は四分の三が残って
いるその後研究職につき
たくて大学院に進み、現
在は大学の教員をして、
クローン病の患者の研究
もしている。

病気を開⽰して就職しようとしたが、全て落とされ、やっと受かったところ
も⾮常勤だった。しかしその後、病気でも調整が利くということを強調すれ
ば採⽤してもらえるところがあるとわかった（クローン病）

卒業するときに何病院か、就職試験を受けたんですけど、あの、
やっぱり病気のことを言うと、ことごとく落とされたんですね。
最初に入った病院に関しては、履歴書には書かなかったんです
けど、面接をしていただいたときに、実はちょっと病気があり
ましてっていうことを言ったら、そのときは、「今は落ち着い
ているんですね」っていうことで、まあ、内定をいただいた。
ただ常勤じゃなくて非常勤雇用だったんですね。で、そこを辞
めて、また病院を受けたんですね。そのときにまた病気を言う
と不採用で。実は何個か、病気を言わずに、受けたらやっぱ受
かって就職をするんですけど、結局うまくいかなくてですね、
辞めてしまって。
だから、そこで痛感したのが、やっぱりもう病気を言って入ら
ないとうまくいかないんだなっていうところでした。だからそ
の後、長く勤めた病院に関してはちゃんと言って入りました。

でも、そこで病気だけを言ったらやっぱり、それは不採用に
なってしまうかもしれないので、今は落ち着いているというこ
とと、自分で調整が利く病気なんだっていうことを強調すると、
その採用する側も、まあ、安心。（CD32）

病気は開示して就職しないとうまくいかない
が、単に「病気があります」というだけでは
会社側も心配するので、「今は安定している
とか調整が利く」ということをしっかり説明
することが大事

　本日のテーマは「病いを持ちながら働くこと」ですが、ディ
ペックスのサイトには色々な疾患の事例があります。仕事
のことや就労のことだけでなく、色々な病気に関する様々

な語りがあるのですが、その中で病いと就労に関する語り
というのも沢山あります。幾つかピックアップしてご紹介
したいと思っております。

　幾つかあるモジュールの中で、最近できたのがクローン
病という潰瘍性大腸炎と似たような疾患です。クローン病
の語りというのを、私がプロジェクトの責任者として携わっ
てきて、今年の 7月に公開しました。看護師の方なのです
が、病気を開示して就職しようとしたが、全て落とされ、やっ
と受かったところも非常勤だった。しかしその後、病気で
も調整が利くことを強調すれば採用してもらえるところが
あるとわかったということでした。特にクローン病の場合
は、若年で発症しますので新卒の時に既に病気を抱えてい
る方が沢山おられます。ですので、採用面接の時に病気を
どう説明するかが、皆さん悩むところです。単に、「クロー
ン病です」「難病患者です」と言ってしまうと面接は先に進
まないわけです。病気を隠して就職すると、当然他の方と

同じ条件で採用される可能性は高いのですが、いざ入って
みると、その後悪化した時に会社からの配慮は得られない
し、周囲の同僚からもなかなかうまく助けてもらえないと
いうことがあります。結果的には、やはり病気のことは開
示して入らないと長くは勤められないという方が多かった
です。ただ、どのように会社に病気のことを説明するかが
問題なわけです。何が出来て、何が出来ないのか。どうい
う病気で、どういう状況かをきちんと説明することによっ
て、採用してもらえる可能性があります。もし自分自身の
言葉だけでは信用力がないという場合には、主治医の先生
に「こういうことなら出来ます」「こういう仕事なら出来ま
すよ」と書いていただくという方もいらっしゃいました。
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V　　｜シンポジウム 3｜　当事者の立場から

　この方も実は看護師さんなのですが、調子が悪い時はど
うしても助けてもらわないといけないので、調子の良い時
に自分ができることは一生懸命やるようにしていました。
この方もクローン病なのですが、緩解と再燃を繰り返すの
で、緩解の時には普通の方と同じように働けるわけです。
ですから、そういう時に一生懸命働いて、会社や同僚の方
の信頼を得る努力をしてきたということです。他にも同じ
ような表現の仕方をしている方が何人かおられます。元気

＜プロフィール＞
10歳の頃発症し2年後に
クローン病と診断された。
その後しばらくは落ち着
いていたが看護学校へ⼊
学してから悪化。出産後
育児に追われて⾃分の栄
養管理ができず徐々に悪
化し、⼩腸を三分の⼆と
⼤腸を半分切除し⼈⼯肛
⾨を造った。術後1年ほ
どで末期の腎不全になり
⾎液透析を開始。毎晩経
管栄養補給をしながらも
現在は医療事務の仕事を
し、さらに患者会の活動
もするなど、常に前向き
に活動している。

調子が悪い時にはどうしても助けてもらわないといけないので調子のいい時
には自分ができることは一生懸命やるようにしていた。そして同僚は自分を
尊重して、認めて、応援してくれた（クローン病）

突然朝起きると調子が悪いっていうことがあって、仕事を
突然休むことが度々あったので、あのー、やはりギリギリ
の状態で、人数で回している病院、病院っていうのはそう
いう感じなので、・・
あのー、調子が悪い時にはどうしても他の方に代わっても
らわないといけないので、自分ができるときとか調子のい
い時とか、例えばその、…何かの研究とか発表とか、そう
いうデスクワーク的なこととかいうのは、できるだけやる
ようにしました。そしてまあ、…一生懸命というか、って
言われるんですけど、自分は必死なんですができることは、
できないことが多いので、できることはやろうっていうこ
とでそういう思いでやってたらですね、周りの方があの、
とてもすごいね、すごいねっていう風に、言ってくださっ
て、で、自分が始めたことでも、あの、まわりの方も賛同
してもらって、一緒にまた、始めるっていう内容のことも
多かったし、とてもその、私というものを…大事にしてく
れて、あのー、尊重してくれて、認めてくれて、で、応援
してくれたんです。とてもあのー…同僚には恵まれたなと
思いました。（CD14）

病気を抱えて仕事をしているとどうしても休まざる
を得ないことがある。そのよう時のために、調子の
いい時は人一倍頑張って同僚や上司に認めてもらう
ことが必要だと言います

＜プロフィール＞
1996年9⽉、授乳中に
右乳がんが⾒つかり、
右乳房切除術を受ける。
3年後にリンパ節に転移
したため、リンパ節切
除術を受け、その3年後
に肝臓に転移したが、
抗がん剤治療、ホルモ
ン療法を続けてきたこ
とで現在、病状は安定
している。診断時、夫、
⼦ども2⼈、姑の5⼈暮
らし。現在も教員とし
て勤務を続けている。

中学の教員をしている。職場でオープンにしたことで時間割や休暇
の⾯で協⼒が得られた。また、病気で感じたことを⽣徒に伝えたい
と思い、話したら、⼿助けする⼦も出てきた（乳がん）

私は、それだけでなくて、あのー、職場でももうオープンにしてま
す。娘と一緒にお風呂に入るには時間がかかったんですけど、職場
のほうで、結局、定期的に、週1回とか2週間に1回とか病院に通う
関係上、放課後ばっかりでは行けなかったので、そのうち、ほかの
先生が気が付いてくれて、授業の空き時間を、ある曜日の午前中と
か午後にまとめてくれたんです。そうすると、その時間、自由に有
給休暇を取れるようになりまして、授業、私が授業を休んで、誰か
の先生に代わって行ってもらわなければいけないということなしに、
この曜日のこの時間は、病院行っても誰にも迷惑かけずに行けるよ
うに、時間割、学校全体の時間割をうまく組んでくれるようになっ
て。オープンにすることでそういうふうに、いろんな、私自身にも
働きやすい、周りの人も、私がいないことで、あのー、気を使わな
ければいけないっていうことがないような配慮をしていただけるよ
うになったので。
それと、まあ、先、あのー、私が、本当に元気に自由に動けるって
いうことがどんだけありがたいかを子どもたちに伝えていきたい
なっていうふうに思うようになって、私は病気だって。で、手術し
た後は、あまり重たいものは持ったらいけない、しばらくの間。そ
ういうことも伝えたら、分かって、「先生、ほれ、持ったらいかん
で。持ったげる」って言うてくれるような子もできたりして。うん
…。オープンにすることで、すごくこう、自分自身が伸び伸びやれ
るようになったので…（BC48)

勤務先の学校で病気のことをオープンにしたら、周りの教師
が協力してくれただけでなく、生徒の中でも病気のことを理
解してくれる子どもも出てきた。

な時に一生懸命仕事をして会社に対して貯金を作るという
言い方をされています。貯金を作っておいて、いざ自分の
具合が悪くなって休まなければならない時には、その貯金
が使えるというような表現をされている方もいらっしゃい
ました。ですので、実際に会社に入った後に、もちろん会
社からの配慮も必要ですが、自分自身としても体調管理を
して、調子の良い時に一生懸命働くという努力をしている
方のご紹介です。

　この方は中学の教諭をしている方なのですが、職場でオー
プンにしたことで時間割や休暇の面で協力を得られました。
また、病気で感じたことを生徒に伝えたいと思い、話をし
たら、手助けをする子も出てきました。乳がんの方なので
すが、要するに職場で自分の病気のことをどこまで誰に開
示するかです。人事の方だけに言うのか、自分の上司に言

うのか、あるいは自分の同僚の人たちに説明するのかを考
えなければいけないと思います。この方は、同僚の方にも
話をし、理解を得られた。さらに生徒たちにも話をした。
何人かの生徒は病気を理解してくれて、手助けをしてくれ
るようになった。教育現場としてはとても良い教材になっ
ているのではないかと思います。
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＜プロフィール＞
吐き気、⾜のしびれ、腰
痛など、2年近く体調不
良を訴えて複数の医療機
関を受診したが診断がつ
かず、2005年にようやく
前⽴腺がん(ステージIV)
の診断を受けた。ホルモ
ン療法にて体調が改善し
たが、2年余りで再び
PSA数値が上昇しつつあ
る。

ホルモン療法が著効した時期、パートででも仕事に戻りたかったの
で復職を職場に交渉したが、辞めて欲しいと断られた（前⽴腺が
ん）

まあ私の場合はホルモン療法すごく効きました。
で、効く方もいっぱい、前立腺がんの場合多いというふうに
思います。で、その場合、すごくQOL良くなって、働ける状
態に近い状態になると思います。私の場合は、えっと、その
病気治療に専念しましたけども。だから、ちょうど休職期間
終わる頃はですね、元気になってきましたね。そこで、休職
切れるタイミングをこう見計らいながら（笑）、正直なとこ
ろ、もう一回働くっていうことを選択肢の中に入れたわけで
すね。もうフルじゃなくても、私の場合は、例えばカウンセ
リングとか、キャリアサポートの仕事もありましたので、そ
ういったことをやるかっていうこと。あるいは、社内で1回、
会社には相談しました。現場に戻りたいっていう、復職した
い。でも、やっぱり中小企業、厳しくて、拒否されましたね、
実質的に。「辞めていただけたらありがたい」ってはっきり
言われました。フルタイムじゃなくてもいい。私、自分自身
の体のこともあるから、いきなりフルタイムの自信はなかっ
たので、時間を短くして、あるいは曜日を少なくするとかっ
ていう相談に乗ってほしいっていうことは、会社に打診しま
したけども、断られましたね。（PC02)

中小企業の場合は、たとえ体調が戻って働ける状態
になっても、仕事に復帰するのは難しいという現状
がある。

＜プロフィール＞
2003年ごろに全⾝、特に
肩・腰・⾸に痛みを感じ
るようになり、内科・婦
⼈科・精神科を受診して
薬を処⽅されたが回復し
なかった。その後⼤学病
院のペインクリニックに
2012年頃まで通い、主に
星状神経節ブロックの注
射を⾏った。その後出
合った⺠間療法で劇的な
改善があり、今も精神科
で薬の処⽅を受けている
が、普通に⽇常⽣活を送
れるまでに痛みは治まっ
ている。

やるだけやってみようという気持ちになって短時間の早朝アルバイ
トを始めた。働くことで⽣きている実感がわき、普通の⽣活が送れ
るようになって今は幸せだと思っている（慢性疼痛）

昨年の11月の末からですね、あの、ちょっとした短時間の2
時間の早朝アルバイトを、させてもらっています。初めは勇

気なかったですけど、あの、何とかやってみようって気に
なったので、やり始めたら意外にできたことに本当に。最初

はすごい、もう手とか筋肉痛になるし、でももうなんか、だ
めならだめで、やるだけやってみようっていう気持ちになれ
て、もう本当に毎日生活が、あの、アルバイトすることに

よって、汗もかくし、あ、人って生きてるんだなっていう。
なんか汗をかくっていうのはこういうことなのかしらってい

う。働くっていうのは、あの、なんかそういう意味では私の
中ではなんか、あの、新しい風が吹いたというか（笑）。う
ん。ただ、それだけではなく、まあ今元気になってきたって

いうことは当然、あの、朝も起きれる。あの、そして夕飯も
まめに作れる。外食もほとんどなくなった。そういうことを

考えたら、あの、普通の主婦とかほかの方からしてみると当
然のことかもしれないけど、私にとってはその生活が送れる
ようになったというのはもう本当に、あの、目からうろこの

状態だと思います。本当に今幸せだと思います。（CP19)

慢性疼痛の患者にとって、短時間でも働くことは
単にお金を稼ぐことではなく生きることそのもの
だと言います。

　次の方は、ホルモン療法が著効した時期に、パートでで
も仕事に戻りたかったので復職を職場に交渉したが、辞め
て欲しいと断られたということでした。残念ながら良い話
ばかりではありません。この方は中小企業だからというこ

ともお話しされていますが、なかなか理解してもらえずに
働きたくても働けない現実もあるということでした。こう
いうお話も紹介しております。

　この方は慢性疼痛の方です。やるだけやってみようとい
う気持ちになって、短時間の早朝アルバイトを始めました。
働くことで生きている実感が湧き、普通の生活が送れるよ
うになって、今は幸せだと思っているということです。働

くということは、お金を得て生活する上で必要なことです
が、単にお金を得るだけでなく、社会の一員として役に立っ
ているというような生きる実感を得る意味でも大事だとい
うことが、お話の中でわかってくると思いました。
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V　　｜シンポジウム 3｜　当事者の立場から

ま と め
´ ここに紹介したのは5つのクリップだけですが、ディペックスの
サイトには他にも多くの就労や就職に関する語りが収められてい
ます。特にクローン病では「就職活動における病気の開⽰・⾮開
⽰」と「病いを持ちながら働くこと」という⼆つのモジュールを
⽤意してあります。是⾮⼀度ご覧ください。

´ 「開⽰・⾮開⽰」の問題では、開⽰すると採⽤されない、⾮開⽰
で⼊社すると会社や同僚からの配慮が得られない、というジレン
マに苦しんでいる⽅もいます。しかし、結局は開⽰して⼊らなけ

れば⻑く務めることはできないという⽅が多かったです。

´ どうやって開⽰するかについては様々なアイデアがありますが、
まず⾃分の取説を作ることも必要です。⾃分は何ができて、何が
できないのか、どういう⼿助けや配慮があればできるのか。それ
をまずきちんと説明できなければなりません。

´ そして、このことは企業側が最も知りたいことでもあります。

´ 難病患者や障害者は「働くこと」「働けること」の喜びを最もよ
く知っています。そのことは企業にとって⼤事な戦⼒となる要素
でもあります。

　簡単なまとめです。病気の開示・非開示が当人にとって
も会社にとっても大きな問題です。それから、実際に会社
に入って仕事をする上で、どういうことを会社側から配慮
してもらえば良いのか、あるいはどういうことを自分が努
力しなければいけないのかというお話が沢山あります。い
ろいろなお話の中で、難病患者や障害者は「働くこと」や
「働けること」の喜びをよく知っている人たちだと思います。
そのことは、会社にとってもメリットがあることです。若
干の色々なトラブルや生産性の問題もあるかもしれません
が、決して人と劣らない労働生産性が発揮できる障害者や
難病患者の人たちが沢山いることが、語りの中から出てく
るのではないかと思います。
　少し時間がありますので、サイトをご紹介したいと思い
ます。これがディベックス・ジャパンのトップページなの
ですが、現在、認知症、乳がん、前立腺、慢性疼痛、クロー
ン病の語りのモジュールが出来ております。クローン病の
語りをクリックしていただくと、異常の発見から診断まで
とか、診断された時の気持ちなど、19 のトピックスがあり
ます。その中に就職活動における病気の開示・非開示や、
病気を持ちながら働くことなどのトピックがあり、そこを
開くと語ってくださっている方々が出てきます。先ほどご
紹介した方もクリックすると語りの動画が流れます。下に
テキストもありますので、見ながらお聞きいただくことも
できます。実際に顔を出して自分のことを語ることで、見
る方にも信頼性や信憑性が得られ、単にテキストだけを読
むのとは全く違う印象があると思います。これがディペッ
クスの売りであり、特徴です。中には顔を出さず声だけの
方もいらっしゃいますが、大半の方が顔を出して語ってい
ただいております。
　以上で、発表を終わらせていただきます。ありがとうご
ざいました。
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シンポジウム 4

研究者の立場から

	 	 北里大学医学部公衆衛生学

	 	 	 	 講師　　江口　尚

VI

研究者の立場から

甲南大学経営学部

北居 明

北里大学医学部公衆衛生学

江口 尚

1

これからの治療と就業生活の両立支援を考える研究会
2019年12月14日（土） シンポジウム

　最後に研究者の立場からのお話をさせていただきます。
本来であれば甲南大学の北居先生からお話しいただけると
良かったのですが、今日は私からお話しいたします。
　私どもの研究班には経営学の先生にも入っていただいて
おります。その趣旨としては、中小企業の経営者にアピー
ルをしていきたい時に、我々医学的サイドだけでなく、経営
学の知見を入れていきたいということです。今日はいくつか
データをお見せするのですが、全て北居先生の発案されたも
のです。今日はご本人の代わりに発表させていただきます。

背景

•中小零細企業での治療と仕事の両立支援の推進
が課題となっている。

• これまでの治療と就労の両立支援の研究では、
常勤の産業保健職のいる事業所を対象とする研究、
専属産業医のいる大企業を中心とするものが多い。

•育児や介護と就労の両立支援についての事例や
研究は行われてはいるものの、中小企業における
疾病と就労の両立支援の実態については、これま
で研究が見られない。

•日本の中小企業に勤務する従業員を対象に、両立
支援策の有無と組織コミットメント、ワーク・エンゲ
イジメントの関係を調べた。 2

　今までの発表者の方のお話を含めて、中小零細企業で治
療と仕事の両立⽀援の推進が課題となっています。それに
対して先ほどのお話の中でいくつかのヒントをいただいて
いると思います。これまでの治療と仕事の両立⽀援の研究
では、常勤の産業保健職のいる事業所を対象とする研究や、

専属産業医のいる大企業を中心としているものが多くあり
ました。ですので、比較的リソースが十分にあるような会
社が多くありました。また、育児や介護と就労の両立⽀援
についての事例や研究は行われているものの、中小企業に
おける疾病と就労の両立⽀援の実態については、これまで
数字上の情報はあまり見られないと言われています。
　日本の中小企業に勤務する従業員を対象に、両立⽀援策
の有無について評価をした上で、北居先生のご発案で組織
コミットメントやワーク・エンゲイジメントとの関係を調
べました。組織コミットメントというのは、組織に対して
従業員がこの組織に関わっていきたいと思う気持ちを持て
ているかどうかです。また、最近ポジティブメンタルヘル
スの文脈で関心を得ているワーク・エンゲイジメントは、
仕事に対する前向き度のことです。

3https://chiryoutoshigoto.mhlw.go.jp/

4https://chiryoutoshigoto.mhlw.go.jp/

　両立⽀援についてこのようなチラシが出ています。
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VI　　｜シンポジウム 4｜　研究者の立場から

　最近ではもう 1つバージョンアップしたチラシも出てい
ます。山手線などに出ていますが、ご覧になった方はいらっ
しゃいますか。キャラクター島耕作を使って中小企業にな
んとかアピールしていきたいということです。今日のお話
にも共通しますが、企業文化を作っていくことが 1つのポ
イントになっていると思います。そういった文脈でこのよ
うな漫画を使ったチラシが作られています。

　先ほど後藤先生が詳しく述べられていましたが、中小企
業の労働力不足の現状を示したグラフです。2018 年版の中
小企業白書のデータで言いますと、人数が減るほど、人材
の未充足率が高くなっていきます。5〜 29 人のところを見
ると製造業では 3.2%、非製造業では 3.5% が足りていない
という状況にあります。

中小企業の労働力不足の現状（１）

5
2018年版中小企業白書

　このような現状に対して中小企業はどのように対応して
いくかを示したデータです。1つは「賃上げ等の労働条件
改善による採用強化」が挙げられます。2つ目に「多様な
人材の活用」、3つ目に「従業員の多能工化・兼任化」があ
ります。今日もダイバーシティという話が出ましたが、我々
研究をしている者としては、この多様な人材のところに、
障害を持っている方や病気を持っている方、難病を持って
いる方など、障害や病気を持ちながら働こうとする方が含
まれているのではないかと考えています。それをどういう
風にアピールしていくかが重要になると思っています。

中小企業の労働力不足の現状（２）

6

2018年版中小企業白書

　中小企業にとって人手不足への対策の大変さがあり、そ
れに対して多様な人材を活用していきたいという時に、
ちょっとした工夫や制度の修正でできることがあるわけで
す。そのためにどのようなところをこの研究で着目したか
というと、1つは治療と就労の両立⽀援について会社がど
のように取り組んでいるかという点で、20 数項目の質問で
調査をして組織コミットメントを評価しました。もう 1つ
は、治療と終了の両立⽀援はワーク・エンゲイジメントを
高めるということで、会社が治療と就労の両立⽀援に熱心
であれば、ワーク・エンゲイジメントも高まるのではない
かという仮説を立てて研究しました。

仮説

7

仮
説
1

仮
説
2

治療と就労の両立支援は、組織
コミットメントを高める。

治療と就労の両立支援は、ワー
ク・エンゲイジメントを高める。

調査概要（１）

•調査対象者は、我が国のさまざまな中小企業に
勤務する従業員である。

• データ収集は、インターネット調査会社に依頼した。
• その結果、206名の方から回答を得た。平均年齢
は44.8歳（最小値21歳、最大値74歳）、性別は
男性131名、女性75名であった。

8

規模 度数 ％
10人未満 31 15.0
10～29人 52 25.2
30～49人 26 12.6
50～99人 38 18.4
100～299人 51 24.8
300～999人 6 2.9
1000～4999人 2 1.0
合計 206 100.0

雇用形態 度数％
経営者・役員 4 1.9
正規の職員・従業員 178 86.4
パート 2 1.0
アルバイト 1 .5
労働者派遣事業所の派遣社員 7 3.4
契約社員 11 5.3
嘱託 2 1.0
その他 1 .5
合計 206 100.0

　研究自体はインターネット調査です。まだ色々と制約の
ある研究ですが、まずはやってみようということで調査し
ております。206 名の方から回答を得ました。主に中小企
業の従業員を対象にしました。人数が多い会社もあります
が、中小企業をメインにしています。雇用形態としては、
スライドに示した通りです。平均年齢は 44.8 歳で、最小値
が 21 歳、最大値が 74 最近となっています。性別は男性が
131 名、女性が 75 名という結果でした。
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9

項目 1 2 3 4

情報提供

治療と仕事の両立支援について、事業者が基本方針を表明し、従業員に周知している 0.725 0.379 0.111 0.133
従業員に対し、健康や治療と仕事の両立支援に関する研修会が開催されている 0.701 0.232 0.026 0.167
治療と仕事の両立支援に関する相談窓口が明確にされている 0.685 0.376 0.038 0.152
従業員に対し、健康に関する意識調査が行なわれている 0.668 0.17 0.173 0.072
社内報などで健康に関する情報が提供されている 0.601 0.076 0.231 0.191
日ごろから治療と仕事の両立支援の制度や体制について情報提供が行なわれている 0.563 0.517 -0.011 0.296
経営層が疾病に対する正しい知識や疾病対策の必要性を従業員に啓発している 0.543 0.374 0.309 0.036
社内の健康管理に専従するスタッフ（保健師、産業医、衛生管理者など）がいる 0.535 -0.012 0.141 0.313

柔軟な体制

病気による差別のない人事が運用されている 0.05 0.717 0.405 0.072
もし両立支援を求める申し出をする場合、対応手順や関係者の役割が明確化されている 0.332 0.717 -0.056 0.183

病気による差別のない人事方針が掲げられている 0.124 0.694 0.38 0.032
がんなどの長期療養が必要な病気になった場合、配置転換など、柔軟な働き方への体制
整備が行われている 0.253 0.669 0.211 0.276

1時間単位の休暇や長期の休暇が取れるなど、柔軟な休暇制度がある 0.195 0.505 0.084 0.375
就業規則内あるいは就業規則とは別に、「健康管理規定」が作成されている 0.33 0.456 0.263 -0.065

雰囲気づく

り

普段から、従業員同士や上司との間で互いに不安や心配事を伝えられるような雰囲気作
りがなされている

0.107 0.175 0.655 0.26

お互いに助け合い、共に働く職場環境が整備されている 0.072 0.378 0.631 0.242
経営理念や社是の中に、「従業員の健康・やりがい・幸せ」に関する内容が掲げられている 0.24 0.313 0.595 -0.049
レクリエーションイベントが開催されている 0.514 -0.097 0.543 0.045

早期発見の

促進

一般健康診断で有所見者となった場合、二次検査を受診しやすいよう配慮されている 0.133 0.24 0.173 0.705
人間ドックや市町村が行う検診（がん検診など）の受診日は勤務扱いとされている 0.07 0.068 -0.005 0.679
一般健康診断だけではなく、がん検診も受診しやすいよう配慮されている 0.307 0.068 0.14 0.66
労働安全衛生法上の措置が徹底され、疾病の早期発見・早期治療や重症化防止が努め
られている 0.432 0.149 0.376 0.461

固有値 8.146 1.647 1.36 1.194
累積寄与率 37.029 44.517 50.699 56.125

　こちらの資料は大変細かいのですが、私どもの研究班の
井上彰臣先生がこれまでの研究論文をレビューしたものが
あり、それを基にして北居先生が作られた調査項目です。
22 項目くらいあります。「治療と仕事の両立⽀援について、
事業者が基本方針を表明し、従業員に周知している」「従業
員に対し、健康や治療と仕事の両立⽀援に関する研修会が
開催されている」などの質問を聞いて、「はい」「いいえ」

調査概要（３）

組織コミットメント ワーク・エンゲイジメント

係数 p 係数 p 係数 p 係数 p 係数 p 係数 p

規模
.016 .825 .069 .313 .001 .982 .036

.60
4

.075 .291 .005 .936

年齢 .215 .006 .219 .001 .202 .012 .197 .006

性別 .094 .227 .046 .498 .065 .419 .010 .887

結婚 .143 .044 .110 .069 .088 .225 .055 .384

雇用形態 .189 .006 .180 .002 .065 .356 .054 .375

情報提供 -.132 .127 -.142 .116

柔軟な
体制 .284 .001 .263 .002

雰囲気づ
くり .353 .000 .291 .000

早期発見
の
促進

.049 .497 .159 .037

R2 .000 .099 .359 .001 .051 .298

△R2 .099 .259 .050 .24710

仮説１、仮説2ともに支持

で回答してもらっています。その回答によってワーク・エ
ンゲイジメントにどう影響しているかなどを見ています。
北居先生は調査項目を統計解析によって大きく 4つに分類
しています。「情報提供」「柔軟な体制」「雰囲気づくり」「早
期発見の促進」がちゃんとできているかという 4つに分け
て解析しています。

　結論から申し上げると、若干のズレはありますが、それぞ
れの分類の事柄ができていると、統計的に組織コミットメン
トやワーク・エンゲイジメントに効いていたという結果が出
ています。つまり、柔軟な体制の会社で働いている人は、組
織コミットメントとワーク・エンゲージメントも高くなって
います。雰囲気づくりができている職場で働けている人は、

その分組織コミットメントもワーク・エンゲイジメントも高
くなっています。やはりちゃんと会社が体制を整えると、そ
こで働く人もちゃんとそれに応えてくれるということがデー
タ上に現れています。まだインターネット調査による横断研
究なので、因果関係ははっきり分かっていませんが、関係性
があることは認められるということです。
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　まとめです。治療と就労の両立⽀援策は、ワーク・エン
ゲイジメントや組織コミットメントを高める効果があるこ
とが示唆されました。北居先生と私は、こうした結果を持っ
て中小企業の経営者の方に「ちゃんと対応すれば、従業員
の組織コミットメントも高くなりますよ」「従業員の前向き
度も高くなりますよ」と伝えたいと考えています。また、
この結果を踏まえて離職との関係も見ようとしているとこ
ろです。
　私たちと一緒に研究している錦戸先生の研究では、中小
企業の特徴として、両立⽀援のガイドラインに対する興味
や関心が薄いとしても、何でも話せる家族的な職場風土が
構築されていれば、病気の社員に対してできるだけの配慮
を行っている企業も少なくないことが指摘されています。
分析においても、何でも話せ、お互いに助け合う雰囲気が
効果的であることが示唆されたとのことでした。おそらく
こういった会社はテレワークも導入しやすいのではないか
と思います。
　中小企業は人材不足に悩んでいる場合が多く、治療・通
院のために人材がフルタイムの仕事ができなくなると、他
の人々にしわ寄せが発生する危険が高いと考えられます。
そのような場合、本人と上司だけでなく、他のメンバーも
病気と治療について理解し、助け合うことが必要です。「柔
軟な勤務」と「雰囲気づくり」両方が効果的であったのは、
中小企業におけるこのような状況を反映していたのではな
いかと考えられます。
　こういった形で、前線で⽀援している方の事例も汲み上
げつつ、私どもはデータで示しながら、できるだけ中小企
業の社長に関心を持ってもらって、両立⽀援をしたいと思っ
てもらえるような取り組みを今後ともできればと考えてい
ます。
　以上で研究班からの発表を終わります。ご清聴ありがと
うございました。

まとめ

• 治療と就労の両立支援策は、ワーク・エンゲイジメントや組織コミット
メントを高める効果があることが示唆された。

• 錦戸(2018)は、中小企業の特徴として、両立支援のガイドラインに
対する興味や関心が薄いとしても、なんでも話せる家族的な職場風
土が構築されていれば、病気の社員に対してできるだけの配慮を
行っている企業も少なくないことを指摘している。われわれの分析に
おいても、何でも話せ、お互いに助け合う雰囲気が効果的であるこ
とが示唆された。

• 中小企業は人材不足に悩んでいる場合が多く、治療・通院のために
人材が定時通りの仕事ができなくなると、他の人々にしわ寄せが発
生する危険が高いと考えられる。そのような場合、本人と上司だけ
でなく、他のメンバーも病気と治療について理解し、助け合うことが
必要である。「柔軟な勤務」と「雰囲気づくり」両方が効果的であった
のは、中小企業におけるこのような状況を反映していたのではない
かと考えられる。

11
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VII

座長（江口）　それではパネルディスカッションを始めます。
フロアの方からいろいろなご意見をいただければと思って
おります。その前に発表者の皆様から何かコメントはあり
ますでしょうか。

井上　大企業だからできているとか、ある程度の規模があ
る会社だからできているということではないと思っていま
す。先ほどコストについてご質問をいただいたのですが、
iPad なども携帯と同じようなコストで購入できますし、そ
れほどコストはかけずにできると思っています。お金をか
ければできるということではなくて、今あるものをうまく
活用すれば十分できることだと思います。

花岡　私はずっとサラリーマン生活をしてきたのですが、
最後の方では人事・総務の仕事もしていました。障害者を
採用する立場の仕事もしておりました。小さい会社でした
が、4〜 5 人の障害者の方を採用しました。実際に各職場
に配属した時に、やはり小さい会社には専門的にフォロー
する体制ができていなかったので、職場の方が面倒を見て
くれているわけです。そうしないと回っていかないのです。
しかし、ヘルプしてくれる人は正式な役割として「あなた
はこの人のヘルプをお願いね」という状況になんとなくなっ
ていることが多くなっていました。その人は自分の仕事を
しながら障害者のヘルプもしなくてはならないので、どう
しても自分の仕事が増えてしまいました。そのように仕事
が増えてしまうことに対して、会社、人事がきちんと評価
をして賞与の査定の中で点数を加算することなどが必要だ
と思いました。私はたまたま人事をしていましたので、そ
ういったことに気をつけながら人事考課をやっていました。
私自身も直接の部下に発達障害の人がいたので、その大変
さは身をもって感じていましたので、そういうことをやら
なければいけないと思って実行したという記憶があります。

後藤　私は社会保険労務⼠の仕事をさせていただいていて、
お手伝いするのは障害者雇用ではなく、一般就職された方が
中途障害になられるというご相談を受けることが多いです。
その当事者の方が休職に入られて、休職期間の満了となって
復職というフェーズを迎えることになるのですが、復職され
る確率の正直な肌感覚が 5割くらいなのです。統計ではな

いのですが。何が起こるかというと、当事者の人が体調不良
で仕事のパフォーマンスが落ちてしまって休職に入られるの
で、代わりに入った方がパフォーマンスを活かすことによっ
て職場が活性化していたりします。そうすると戻ってこられ
た方の居場所がないということになり、なかなかうまくいか
ないのです。そういった実情を知りながら、治療と仕事の両
立⽀援を語るのは何なのだろうという自分の中のわだかまり
があります。そこを現実的にどうしていけば良いのかを考え
て、今日はお話しさせていただきました。

伊藤　後藤先生と同じく、私も若年認知症の方や中途障害
の方の相談を受けることが最近は多くなっています。制度
がうまく使えない状態にある方や、相談先がない、使える
制度がないという方が多いです。会社の中で普通に働いて
いるように見えても実は色々と抱えている場合もあります。
ユニバーサルの方が入ってきた時に、私としては受け入れ
てくれて良い会社だと思って見ていると、実は社員の方が
受け入れてもらった人のことを「優遇されていいなあ、自
分も結構辛いことを抱えながらやっているのに」と思って
いるという話が出てきたりします。実はいろいろな方が働
きづらさを持っていて、問題が違うところにあるように見
えても、共通するところがあると感じています。

座長　それではフロアの方からご質問などありますでしょ
うか。

質問者 1　今、私の職場にも障害者の方がお勤めされてい
るのですが、まだやはりうまく活用できず、いろいろな問
題があります。今年は特に水害で出勤が難しい場合があり
ましたが、障害者の方に対する⼈事の発言も良くなかった
のですが、「無事に来られるのなら出勤してください」とい
うように曖昧な連絡をしてしまいました。それでほかの社
員よりもきちんと来ていただいて、その部署にその方だけ
がいるという状況になってしまったことがありました。こ
れからも災害の問題がいろいろとあると思いますので、障
害者の方に対して、災害時にどのように対応しているか、
マニュアルなども含めて教えていただければと思います。

井上　はい。曖昧な指示や一般的な常識の範囲とか、そう
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いった話では通用しないことがあると思います。弊社で心
がけているのは、例えば「明日は台風の上陸で公共交通機
関に大きな乱れが起きるだろう」という状況がある時に、
ある程度早い段階で判断します。「明日は出社しなくていい
ですよ」、あるいは「公共交通機関が動いていたら来てくだ
さい」という判断をします。今は管理職同⼠もプライベー
トの携帯では嫌がるので、会社で貸与している携帯に LINE
を入れています。朝にマネジメントの人たちに「今日はこ
ういう対応をしましょう」と私から指示をして、その後に
メンバーにコミュニケーションをとってもらっています。
前もって分かるのであれば前の日に指示をして、当日になっ
てみないと分からないことや、地震の発生時などでは、コ
ミュニケーションツールを活用した連絡を徹底しています。

後藤　参考になるか分かりませんが、自然災害やインフル
エンザの問題など、出勤停止にした方が良いかどうかとい
う悩みは非常に多いのではないかと、企業からの相談を承っ
ていて思います。やはりケースバイケースだと思いますの
で、同じことが起こらないためにはどうしたら良いのかを
考えてみると良いのではないかと思います。今のお話を伺っ
ていて、どうしてその方だけ出勤することになってしまっ
たのか、他の方はなぜ出勤を取り止めたのか、情報伝達ツー
ルが違ったのかなどを考えました。今回はそうなってしまっ
たけれど、次回はそうならないようにするために何か一緒
にお手伝いできたら良いと思いました。

伊藤　ユニバーサル就労の方は日頃から配慮を受け慣れて
いるので、そういう時に割と気軽に「電車が止まったので
休みます」となって、逆に他の方はそういうことで休むと
いう習慣が日頃からないので、電車が動いている駅まで 2
時間かけて歩いて行って出勤するという方がいたりします。
別にそのことで配慮を受けているわけではないのに割と簡
単に休んでいたりします。そうするとどうしても不公平感
が出てしまい、「やはりあの人たちは配慮を受けていていい
なあ」と思われてしまいます。配慮を受けるべきところは
受けないといけないのですが、そうではないところは公平
に同じ条件でできるようにしっかりやっていかないと何ら
かの差が広がっていってしまうと思いました。

質問者 2　若年性認知症について話された後藤先生に教え
ていただきたいのですが、仕事でいろいろな方のご相談を
受けていて、答える時にがんや様々な疾病と若年性認知症
とではご案内できる内容に格段に違いがあることに愕然と
しています。若年性認知症の方を支援する社会資源が高齢
者向けと同じ器でしかご案内できない状況にあって、それ
は違うのではないかと思いながらジレンマを感じています。
先生の扱われた事案で、我々が知らないものを含めて、有
効な社会資源があったら教えてください。また、これが足
りない、これがあればというような問題提起をいただけれ

ばありがたいです。

伊藤　おっしゃる通り、私も若年性認知症の方への⽀援に
は非常に頭を悩ませているところです。使える資源が非常
に少ないです。やはり体は元気な方も多いです。今、私の
ところに来ている方も元々は自衛官だったり、警察官だっ
たりして、お体はとても元気です。そういう方に就労⽀援
が使えるとか、介護サービスが使えるといっても、当ては
まらない方が多いです。それで今やっているのは、介護施
設での掃除など、体を使うような仕事をしてもらうことで
す。でも、いきなりいなくなってしまったりするので、や
はり誰かがついていないといけないという状況です。現場
が混乱したことが何度かありました。それで独自に作った
試みですが、介護施設に来ているボランティアの方に、そ
の方には知られないようにその方を見ていただくボラン
ティアをしていただくというようなことをやって、試行錯
誤しています。今ある制度、資源では対応しきれていない
と思っています。体が使えるので、できる仕事はあるので
すが、どう活用していくかについては試行錯誤しています。
ぜひ社会資源が欲しいと思っています。

後藤　両立⽀援コーディネーターを政府で2000人擁立しま
しょうとやっています。その前段階で、若年性認知症のコー
ディネーターが全国の都道府県に配置されています。私の
いる愛知県では、愛知県に若年性認知症のコーディネーター
が 1人、名古屋市に 1人います。若年性認知症は 65 歳より
手前で認知症を発症しますが、その前に認知症と診断確定
されている方はほとんどいないと思います。物覚えが悪く
なってきたり、少し記憶がなくなってきたり、ペットボト
ルは取れるけれど紙は取れないというような空間認知障害
などが出てきたりして、いろいろな認知障害が出てきて診
断確定までたどり着けないと非常に難しいと思います。
　ただ、若年性認知症の方に限って言えば、全国の都道府
県にコーディネーターがいらっしゃいます。私は若年性認
知症コーディネーター向けの講習をさせていただいていま
して、そこで社会資源についてもお伝えするのですが、若
年性認知症の方は通常の認知症の方と比較して、働き盛り
で就労している可能性がとても高いです。そうすると勤め
ている前提で使える社会資源は何があるかが重要です。
　まず、経済的な⽀援としては傷病手当があります。傷病
手当というのは、若年性認知症の方がどう働くかではなく、
経済的な意味での社会資源です。週 5日勤務の人が 5日欠
勤したから傷病手当が出るということではなく、3日勤務
になったとしても 2日分出たりします。ですから、フル勤
務ではなく 3日勤務にすることによっても傷病手当が出ま
す。若年性認知症の方はどうしても退職のフェーズを迎え
ることが多いです。良いかどうかは分かりませんが、経験
値からすると辞められる人が多いです。仮に休職期間をお
いた時に、その期間に辞めた後にどうするのかを考える時
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間を作ります。それが就労⽀援施設なのか、Bなのかは分
かりませんが、休まれている間にどうするかという話をし
ます。
　もう 1つは、介護休業という制度があります。若年性認
知症の当事者の方のご相談を受けると、当事者の横に必ず
介護者の方がいらっしゃいます。私の経験上どちらかとい
うと当事者は男性の方が多いので、介護者は奥様であるこ
とが多いです。そうすると 2人とも仕事ができなくなって
しまうと生計が成り立ちません。ですから、ご主人が当事
者だとすると、ご主人が退職された後の居場所を作ってお
くというのはすごく大事です。その居場所を作る間に介護
休業が使えます。介護休業というのは介護保険を使ってい
る人が対象というわけではありません。対象者が配偶者で
も、若年者でも、介護のために休まなければならない社員
のための制度です。当事者が使える制度と、寄り添ってい
る介護者が使える制度の 2つを説明しています。
　一番大事なことは、調子が悪くなった時にちゃんと通院
をしていただきたいのです。なぜなら若年性認知症の方は
やはり進行していくことが多いのですが、障害年金は初診
日が在職中にあるかどうかがポイントだからです。初診日に
厚生年金に加入しているのか、辞めた後に病院に行って基
礎年金に加入しているのかでは、全く違います。厚生年金
は3級までありますが、基礎年金は2級までしかないのです。
そういったところの手順が踏めずに退職して生活保護を受
けているという方と私は何人もお会いしています。できま
したら在職中に若年性認知症コーディネーターに繋がると
いう道筋が必要だと思います。ではどうして行けば良いの
か。両立⽀援コーディネーターよりも先に若年性認知症コー
ディネーターが全国に配置された背景には、おそらくこれ
から少子高齢化によって増えていくからだと思います。若
年性認知症だけではなく、高齢化によって起こる問題を企
業側が知っておく必要があると思っています。なかなか手
が届かずにいるのですが、企業側が高齢、もしくは難病や
認知症になられた方に対してどう動いたらいいのかを知っ
ていることによって繋がるのではないかと思います。

座長　ありがとうございます。ほかに何かご質問はありま
すでしょうか。

質問者 3　休職者側の質問が 2点あります。井上様が該当
されるかも知れません。1つは、PCなど、休職者のスキルアッ
プのための制度は何か設けていますでしょうか。サイトを
拝見してみたのですが見当たりませんでした。無料でスキ
ルアップできる機会が患者の立場にある⼈にとってはなか
なか見つからなくて困っているという現状があります。
　もう１点は、障害年金の制度が変わり、最近は更新時に
更新されずに落とされてしまう事例がかなり増えていると
思いますが、実際に障害年金を受給しながら就労されてい
る場合、どのような工夫をされているのでしょうか。1級

や 2級であってもそのような事例がありましたら教えてく
ださい。よろしくお願いします。

井上　我々パーソルチャレンジでは、障害のある方がお仕
事を探すという観点では、2つのサービスがあります。1つ
は、人材紹介事業ですが、有料職業紹介事業ということで
弊社にご登録いただいてキャリアカウンセラーがカウンセ
リングをさせていただき、企業をマッチングするというサー
ビスです。基本的にはトレーニングという分野ではないの
ですが、すぐ就職に繋がる方が必ずしも多くない状況です
ので、スキルアップするための PCトレーニングのようなコ
ンテンツを今ちょうど考えているところです。現時点では
ないです。
　もう 1つは、就労移行⽀援事業です。2年間の就労移行
の訓練を施し、企業に就職活動をするところで PCトレーニ
ングの場があります。働く上での準備をするという観点で
そのサービスがあります。どういうサービスを利用するか
によって、使えるものが違ってくると思います。

後藤　障害年金の更新の時に更新できない、落とされてし
まうというお話はよく聞きます。いろいろな事情があるの
だと思います。年金事務所に相談して進める方が費用がか
からないのに、私たち社会保険労務⼠がなぜ障害年金の申
請に携わるかということを考えるのですが、診断書には日
常生活上の困難さをドクターに書いていただかないといけ
ない欄があります。それは、保護的環境ではない、即ちひ
とり暮らしをした時にどんな日常生活上の困難さがあるか
を書いていただかないといけないものです。でもドクター
は知らないです。なかなか条件提示が難しいです。ご家族
と同居されている方にひとり暮らしを前提にして、「ちゃん
と食事ができますか」「掃除ができますか」「金銭管理がで
きますか」ということをドクターに聞くわけです。これは
分からないです。ですから、診断書を取る際にご本人とお
話をさせていただいて、「ひとり暮らしを想定した場合にど
の程度の困難さがあるかということなんですよ」「薬の飲み
忘れはないですかなどを聞かれるんですよ」と伝えます。
私たち社会保険労務⼠がドクターに言うものではないと思
いますので、当事者の方がどうやってドクターとお話しで
きるかというのが障害年金の申請のポイントではないかと
思っています。医師の方は治療の専門家なので、日常生活
上の困難さや働きづらさを測る専門家ではないので、そこ
は当事者本人の口からお伝えしましょうとお話しして、お
手伝いをさせていただくようにしています。

質問者 4　後藤様のお話の中に産業医という単語があり、
有り難いと感じたのですが、皆様もご存知の通り、50⼈以
上の事業所であれば産業医を置かなければならないことに
なっています。中小企業では 50 ⼈以下の規模で産業医が
いらっしゃらない状況が多いと思います。その中で産業保
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健師というのは制度にはなっていませんが、産業医よりも
費用を抑えられて置くことができると思い、そこに産業保
健師の可能性があるのではないかという感想を持ちました。
その中で皆様それぞれの立場で、産業医や産業保健師に期
待すること、求めることがありましたら、今後のために教
えていただきたいと思います。

井上　企業はどうしても働いていただくことが前提です。
現時点でお休みをする必要があるのかどうか、どのくらい
の期間が必要なのかを判断していただくために、ぜひ客観
的に見ていただけたらと思っています。ただ、主治医がい
らっしゃって主治医の意見があり、産業医や産業保健師の
意見があり、なかなか難しいこともあります。例えば主治
医が「2カ月は休みなさい」と言っているのに対して、産
業医が「いや、2週間で十分です」とは言えない状況なの
だと思います。我々の観点からすると、主治医はご本人の
味方になっていて、時にはそこまで休み過ぎてしまうと逆
に復職のハードルが上がってしまうのではないか感じる部
分があります。なかなか難しいです。できれば客観的な目
で見ていただいて企業にご意見をいただきたいと私は思っ
ています。

花岡　私が勤めていた会社でも産業医の先生がいらっしゃ
いました。うつ病を発症した方がいたのですが、遠いとこ
ろに住んでいた方なので、我々が主治医の先生と直接お話
しするというのはなかなか難しい状況でした。そこで産業
医の先生に見ていただくことによって、人事との話がうま
くできたという経験がありました。

後藤　産業医や産業保健師の方は本当に必要だと思ってい
ます。主治医は会社のことが分からないのは当然だと思い
ます。主治医は患者に寄り添っていますし、産業保健師さ
んはどちらかというと会社に寄り添われるのだと思います。
合理的配慮が必要なのか、安全配慮義務なのかという話に
近いと思うのですが、当事者は一人ですし、何らかの結論
は出さなくてはならないわけです。主治医と産業医、産業
保健師の意見が違っているとすると、見方の違いというだ
けで、うまく連携していただくことによって本人と会社に
とってどうすることが一番良いことなのかをぜひチームで
話し合えたらと思います。

伊藤　私もぜひ医療関係者とぜひ連携したいと思っていま
す。私は医療関係の方とやりとりするのが下手なのかも知
れないのですが、どうしても医療という観点でお話をさ
れるので、これだけ休むのがベストという話になります。
でも人によってはそうしてしまうと逆に気持ちにプレッ
シャーがあるから半分くらい仕事をしている方が良い場合
もあると思います。医療という観点からはベストではない
かも知れないけれど、本人はあまり望んでいないなど、人

によっていろいろな場合があると思います。そういうとこ
ろを「その人」という視点で一緒に話し合っていけるよう
な体制ができたらと思っています。

座長　今のご質問は非常に良いポイントだと思います。私
は今、パーソルチャレンジの産業医をしているのですが、
やはり大切だと思うのは、会社のニーズを正確に伝えるこ
とが産業医側にとっても大切だと思っています。「先生、こ
れどうですか」と言われるよりも、「会社としてはこう考え
るので、これを評価して欲しい」と伝えてもらえるとすご
くやりやすいと思います。社内に産業保健師がいて、人事
の方も含めて話ができると、より機能しやすくなると思い
ます。期待ばかりするのではなく、どういうことを期待し
ているかをちゃんと伝えることが大切だと思います。
　そうしましたら時間が押し迫ってきましたので、あと 1
人からご質問、ご意見をいただければと思いますが、いか
がでしょうか。よろしいでしょうか。ないようでしたらこ
れでディスカッションを終わります。
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総括

	 	 	 座長：北里大学医学部公衆衛生学　教授　　堤　明純

堤　皆さん、今日はどうもありがとうございました。「経営者に響く治療と仕事の両立⽀援とは」という
テーマでしたが、私なりに今日のお話をまとめました。皆さんもいろいろなことを感じたと思いますが、
私の視点でまとめさせていただきます。
　まず、今の日本の現状を考えますと、やはり良い人に会社に選んでもらえるようにし、会社側もコン
プライアンスとしてではなく、戦力として両立⽀援の必要な方の採用を考えていくということで、お互
いがWin-Win になるような方向に進めていくことが一番大事なのではないかと感じました。その上で、
賃金も含めた会社の制度設計がとても大切で、それがないことには動いていかないと思いました。
　それから少しの配慮することでうまくいくので、選ばれる会社になるためにいろいろなテクノロジー
が使えるということが勉強になりました。
　一方で留意点と言いますか、必要条件と言ってもいいかもしれませんが、会社の中で「公平な負担感」
を従業員に分かってもらう必要があると感じました。それには経営者の考え方がしっかり浸透していな
ければならないことが伺えました。花岡さんの発表にも通じますが、そういうことをやる上では情報開
示をどのようにしていくかが重要であり、センシティブな問題ではあるけれども解決していかなければ
ならないというメッセージがあったと思います。
　社会資源については、十分に届いていないというお話がありました。制度の問題は、我々の研究会で
は漏れていた部分だったのですが、整理しておかなければ助けられる方も助けられないし、⽀援される
べき人も⽀援できないと思います。複雑な制度はやはり専門家の関与が必要になってくると思われると
思いますが、気が付いている方もいらっしゃるように、エコマップのような形で一覧にすると⽀え方が
見えてくるようになると思います。そういうポイントを押さえられるような良いツールになるのではな
いかと思います。
　皆様からすればもっといろいろなことを言及されたと思いますが、私としては今お話ししたところは
今後の研究や施策に反映できるようなところとして受け止めました。非常に良いお話が伺えたと思いま
す。どうもありがとうございました。
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治療と仕事の両立支援　全国統一ナビダイヤル

TEL 0570-038046
TEL 03-5442-5934

また、あなた自身が診断されたときのためにも覚えておいてください。

がん、脳卒中、糖尿病、その他の難病と診断されたら

公益社団法人
全国労働衛生団体連合会

あなたの周りに「病気の治療と仕事の両立」
に悩んでいる方がいたら教えてあげてください。

あなたの健康診断を担当している機関が相談に乗ってくれる場合も
あります。全国労働衛生団体連合会にお問い合わせください。

支援内容などについては、お気軽にお問い合わせください。

治療と仕事の両立支援　全国統一ナビダイヤル

・全国共通の番号で、最寄りの産業保健総合支援センターにつながります。
・各産業保健総合支援センターの所在地は右のQRコードから確認できます。

TEL 0570-038046

病気になっても治療を受けながら
仕事を続けることができます

　治療を受けながら仕事を続けることが可能です。
　働き続けることは生きがいにもなります。
　治療に合わせた働き方を、相談できるところがあります。
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